
平成２４年度発行のウェブ版『国民生活』特集等テーマ一覧 

 

平成 24 年 

5 月号 

（創刊準備号 No.1）論点 

ウェブ版『国民生活』へようこそ 

6 月号 

（創刊準備号 No.2）論点 
消費者の文化・メンタリティ的側面～一生活者の目から見た海外～

7月号 

（創刊準備号 No.3）論点 
企業統治と消費者問題 

8 月号 

（No.1 創刊号）特集 
親子で考えるネットの上手な利用法 

9 月号 

(No.2)生活情報クローズアップ 
おいしいお米が食べたい！～表示の基礎とお米のはなし～ 

10 月号 

(No.3)生活情報クローズアップ 
子どもの発達と起こりやすい事故 

11 月号 

（No.4）特集 
クレジットカード 知っておきたい基礎知識 

12 月号 

(No.5)生活情報クローズアップ 
空の旅も使い分け LCC のしくみと利用上の注意点 

平成 25 年 

1 月号 

（No.6）特集 

現代のペット事情 ペットに関するトラブルと諸制度 

2 月号 

(No.7)生活情報クローズアップ 
公的医療保険制度を活用しよう！ 

3 月号 

（No.8）特集 
トラベル≠トラブルを考える 

4 月号 

(No.9)生活情報クローズアップ 
はじめませんか ボランティア 
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平
成
２
４
年
度
『
月
刊
国
民
生
活
』
読
者
ア
ン
ケ
ー
ト
 

（
以
下
の
設
問
に
対
し
、
該
当
す
る
も
の
に
レ
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。）

 

 

Ｑ
１
）
創
刊
準
備
号
（
５
月
号
～
７
月
号
）
で
良
か
っ
た
コ
ー
ナ
ー
は
ど
れ
で
す
か
？
（
複
数
回
答
可
）
 
 

 
□
巻
頭
 
消
費
者
市
民
社
会
と
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
役
割

 
□
事
例
で
学
ぶ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引

 
□
海
外
ニ
ュ
ー
ス

 
 

□
苦
情
相
談

 
 

□
知
っ
て
お
き
た
い
相
談
周
辺
の
基
礎
知
識
 

 
□
暮
ら
し
の
判
例

 
 

□
暮
ら
し
の
法
律
Ｑ
＆
Ａ

 
□
誌
上
法
学
講
座
 
 
 

 
□
そ
こ
が
知
り
た
い
！
そ
こ
も
知
り
た
い
！

 
□
論
点

 
 Ｑ
２
）
創
刊
準
備
号
に
対
す
る
満
足
度
は
ど
れ
で
す
か
？
  

□
良
い
 
 
□
ま
あ
良
い
 
 
□
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 
 
□
あ
ま
り
良
く
な
い
 
 
□
良
く
な
い
 

 Ｑ
３
）
今
後
本
誌
で
、
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
分
野
や
テ
ー
マ
、
ま
た
、
な
に
か
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

   Ｑ
４
）
そ
の
他
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
 

   ■
 
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
ご
自
身
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。（

複
数
回
答
可
）
 

□
 

消
費
者
行
政
担
当
部
門
に
従
事
し
て
い
る

 
□
 

学
校
に
お
い
て
消
費
者
教
育
・
家
庭
科
教
育
な
ど
を
教
え
て
い
る
 

□
 

消
費
生
活
相
談
員
で
あ
る
 

□
 

消
費
生
活
専
門
相
談
員
な
ど
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
 

□
 

消
費
生
活
専
門
相
談
員
な
ど
の
資
格
取
得
を
め
ざ
し
て
い
る
 

□
 

福
祉
・
医
療
関
係
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
 

□
 

企
業
の
お
客
様
対
応
部
門
等
に
従
事
し
て
い
る
 

□
 

法
律
関
係
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
 

□
 

会
社
員
・
自
営
業
で
あ
る
 

□
 

学
生
で
あ
る
 

□
 

仕
事
に
は
関
係
な
い
が
消
費
者
問
題
に
関
心
が
あ
る
 

□
 

仕
事
に
は
つ
い
て
い
な
い
 
 
 
□
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 ■
 
年
齢
 
（
 
 
 
）
歳
代
（
例
：（

50
）
歳
代
）
 
■
 
性
別
 
 
□
男
性
 
 
□
女
性

 
 ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 
 

平
成
２
４
年
度
ウ
ェ
ブ
版
『
国
民
生
活
』
読
者
ア
ン
ケ
ー
ト
 

（
以
下
の
設
問
に
対
し
、
該
当
す
る
も
の
に
レ
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。）

 

 

Ｑ
１
）
創
刊
号
以
降
（
８
月
号
～
１
０
月
号
）
で
良
か
っ
た
コ
ー
ナ
ー
は
ど
れ
で
す
か
？
（
複
数
回
答
可
）
 
 

 
□
特
集
（
ネ
ッ
ト
の
上
手
な
利
用
法
）
 
 
□
生
活
情
報
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
（
お
い
し
い
お
米
が
食
べ
た
い
！
）

 
□
生
活
情
報
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
（
子
ど
も
の
発
達
と
起
こ
り
や
す
い
事
故
）
 
 
□
事
例
で
学
ぶ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
 

  
□
食
べ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
 
 
□
海
外
ニ
ュ
ー
ス
 
 
□
マ
ー
ク
あ
れ
こ
れ
 
 
□
苦
情
相
談

 
□
住
宅
に
関
す
る
相
談
事
例
を
考
え
る
 
 
□
知
っ
て
お
き
た
い
相
談
周
辺
の
基
礎
知
識
 
 
□
暮
ら
し
の
判
例

 
□
誌
上
法
学
講
座

  
 □

や
さ
し
く
解
説
 
法
律
基
礎
知
識
 
 
□
暮
ら
し
の
法
律
Ｑ
＆
Ａ

 
□
消
費
者
問
題
 
あ
の
時
代
 
 
□
そ
こ
が
知
り
た
い
！
そ
こ
も
知
り
た
い
！
（
生
命
保
険
）

 
□
そ
こ
が
知
り
た
い
！
そ
こ
も
知
り
た
い
！
（
自
動
車
ト
ラ
ブ
ル
）

 
□
そ
こ
が
知
り
た
い
！
そ
こ
も
知
り
た
い
！
（
中
高
年
の
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
）
 
 
□
生
活
ミ
ニ
知
識

 
 Ｑ
２
）
創
刊
号
以
降
（
８
月
号
～
１
０
月
号
）
に
対
す
る
満
足
度
は
ど
れ
で
す
か
？
  

□
良
い
 
 
□
ま
あ
良
い
 
 
□
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 
 
□
あ
ま
り
良
く
な
い
 
 
□
良
く
な
い
 

 Ｑ
３
）
今
後
本
誌
で
、
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
分
野
や
テ
ー
マ
、
ま
た
、
な
に
か
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

   Ｑ
４
）
そ
の
他
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
 

   ■
 
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
ご
自
身
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。（

複
数
回
答
可
）
 

□
 

消
費
者
行
政
担
当
部
門
に
従
事
し
て
い
る

 
□
 

学
校
に
お
い
て
消
費
者
教
育
・
家
庭
科
教
育
な
ど
を
教
え
て
い
る
 

□
 

消
費
生
活
相
談
員
で
あ
る
 

□
 

消
費
生
活
専
門
相
談
員
な
ど
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
 

□
 

消
費
生
活
専
門
相
談
員
な
ど
の
資
格
取
得
を
め
ざ
し
て
い
る
 

□
 

福
祉
・
医
療
関
係
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
 

□
 

法
律
関
係
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
 

□
 

仕
事
に
は
関
係
な
い
が
消
費
者
問
題
に
関
心
が
あ
る
 

 ■
 
年
齢
 
（
 
 
 
）
歳
代
（
例
：（

50
）
歳
代
）
 
■
 
性
別
 
 
□
男
性
 
 
□
女
性

 
 

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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                                       資料１３  

「くらしの豆知識２０１３」で取り上げた情報一覧 

 

１．特集 長寿時代に生きる 

 ①ライフプランを組み立てる 

②セカンドライフの生活資金 

③サービス付き高齢者向け住宅が創設 

④介護保険利用の３施設 

⑤長寿社会の社会保険制度 

⑥成年後見制度を使う 

⑦地域包括支援センターを活用しよう 

⑧介護サービスを受ける 

⑨介護者を支える 

⑩増える老老介護 

⑪エンディングノートと遺言 

⑫多様化するお葬儀・お墓 

⑬一人暮らしになったら 

 
２．くらしとIT 

 ①ITの光と影 

 ②情報セキュリティー対策  

③フィルタリングで子どもを守る  

④スマホはパソコン並みのセキュリティーを  

⑤オンラインゲームのトラブル  

⑥インターネットショッピング 

⑦インターネット上の支払い方法と注意  

⑧コミュニティサイトのトラブル  

⑨アフィリエイトとドロップシッピング  

⑩口コミサイトの上手な利用法 

⑪身近になる電子マネー  

⑫インターネットオークション  

 

３．契約の基礎知識 

 ①契約とは  

②契約の流れ  

③未成年者の契約 

④判断力不十分者の契約  

⑤クレジット契約とは  

⑥消費者契約法とは  

⑦クーリング・オフとは  

⑧クーリング・オフできる取引一覧  

⑨クーリング･オフのチェックポイント  

⑩クーリング･オフの手続方法（書き方）  

⑪契約をやめるには（１）解消  

⑫契約をやめるには（２）中途解約  

⑬消滅時効と期間  

  
４．契約トラブル注意報 

①主な問題商法の一覧  

②主な問題商法の一覧～若者編～  

③銀行窓販で勧誘された一時払い終身保険 

④「賞金が当たった」という詐欺的ＤＭに 

注意 

⑤増加する自動車の売却トラブル 

⑥震災に乗じた怪しい投資話  

⑦詐欺的な“サクラサイト商法”による高額

被害  

⑧次々に海運商品を売りつける手口に注意  

⑨グリーン電力証書の販売トラブル 

⑩ペットのインターネット取引トラブル  

⑪投資用教材ＤＶＤの紹介販売トラブル  

⑫買い取りを口実にした外国通貨の取引  

 

５．くらしの事故注意報 

 ①歯科インプラント治療のトラブル  

②家庭用電動工具の使い方に注意  

③アートメイクの危害  

④消石灰による失明事故  

⑤子どもを乗せた自転車の転倒に注意  

⑥ブライダルエステで危害が発生  

⑦薄型テレビの転倒防止対策の重要性  

  

６．災害に備える  

 ①家庭の地震対策 

②地震のときの退避行動  

③耐震改修の注意点  

④マンションの地震対策  

⑤風水害の備え  

⑥防災用品の注意点 

⑦被災者を支援する制度  

⑧震災に乗じた屋根の悪質商法に注意  

 

  

55



７．くらしのセーフティネット 

①生活保護を受けるには  

②生活福祉資金貸付制度  

③求職者支援制度 

④雇用保険を受けるには  

⑤障害年金・遺族年金を受給するには  

⑥医療費が払えないとき  

⑦住宅ローンが払えない  

⑧子どもを預けて働くには  

⑨ひとり親家庭への支援策  

⑩借金を整理するには  

⑪借金問題を相談するなら  

 

８．マネープラン＆住生活  

①生活設計と貯蓄の基礎知識 

②育児費用や教育資金への備え  

③災害・事故・病気への備え  

④金融商品購入の注意点  

⑤家は買うもの？借りるもの？  

⑥家を借りる～敷金返還トラブル  

⑦家を買う～住宅ローンの組み方  

⑧家を買う～契約時のチェックポイント  

⑨土地を買う、家を建てる 

⑩住宅を維持管理するには 

⑪住宅リフォームの注意点  

⑫家庭用エネルギーシステムの知識 

 ⑬不動産広告の注意点 

 

９．衣生活の知識  

①繊維素材の基礎知識  

②機能化がすすむ繊維素材  

③衣類表示の見方  

④衣類の手入れと保管方法  

⑤子ども用の安全な衣類  

⑥高齢者に快適な衣類 

⑦クリーニングトラブルにあったら  

⑧着衣着火による事故と防炎製品  

⑨衣料品等による皮膚障害 

⑩海外衣料品のを購入するとき   

 

10．健やかなくらし 

①心に疲れを感じたら  

②医薬品の正しい基礎知識  

③安心な妊娠ライフ  

④食中毒にならないためには  

⑤熱中症対策の基本  

⑥生活習慣病を予防するためには  

⑦快適な睡眠  

⑧子供のアレルギーと上手に付き合う 

⑨食品表示の基礎知識 

⑩トレーサビリティ制度 

 

11．こんな場合は、どうすれば？ 

 ①消費者トラブルにあったら   

②虐待を目撃したら 

③離婚する場合は 

④自転車事故が起きた場合は 

⑤救命・応急手当が必要な場合は 

⑥ＡＥＤを使うには 

 

資料編 

①消費生活相談～11年度の傾向～ 

②最近の製造物責任法による訴訟 

③最近の消費者契約法のよる裁判例 

④特定商取引法・割賦販売法の適用除外の 

取引 

 ⑤高齢者・福祉関連のマーク 

 ⑥防災関連のマーク 

 ⑦衣料品等のマーク 

 ⑧衣類等の取扱い絵表示 

 ⑨困った!知りたい！ときの相談・問い合わせ

機関 

 ⑩全国の消費生活センター一覧（都道府県・

政令指定都市） 
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平成 24 年度 国民生活センターにおける相談処理の流れ 

消費者 消費者 消費生活相談

個人情報相談

相談・問い合わせ 相談・問い合わせ

消費者ホットライン（0570-064-370） 
・各種情報提供 

・自主交渉の助言 

・あっせん処理 

各 地 消 費 生 活 セ ン タ ー 等

平日：通話中  各地消費生活センターでは 

解決困難な相談 
 土日祝日：窓口休み 

国民生活センター 

インターネット 

平日バックアップ相談 経由相談 土日祝日相談 
国民生活センターホームページ 

「消費者トラブルメール箱」入力画面

に消費生活に関する情報提供 

情報分析、 

追跡・確認調査

送信された情報を 

業務参考資料として活用 

・相談情報部 

・商品テスト部 

・消費者庁（重大事故等）他 

窓口を開設し

ていない各地

消費生活セン

ターを補完 

相談内容に応じて、専門チームが相談対応

●金融・保険チーム 

●情報通信チーム 

●特商法関連チーム 

PIO-NET 

情報の活用 

高度専門相談 

・法律相談 

・住宅相談 

・自動車相談等 

相談処理の 

ためのテスト 

（商品テスト部） 

助言、 

他機関

紹介等 

あっせん 助言 共同

処理

移送 助言、

他機関

紹介等

あっせん

あ っ せ ん 処 理 （ 含  事 業 者 交 渉 等 ） ・ 紛 争 解 決 

消費者からの相談や問い合わせ、消費生活センターからの相談受付、消費者トラブルメール箱等を通じて得られた各種情報は、以下

の目的に活用 

・消費者被害の未然防止、拡大防止 

・普及啓発、情報提供用の各種資料の作成 

・相談マニュアルの作成、改訂 

公表（記者説明会・ホームページ等） 情 報 提 供 要 望 、 情 報 提 供 

消費者 各地消費生活センター等 関係省庁 事業者団体 事業者 

資料１４ 
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国民生活センター紛争解決委員会 委員・特別委員名簿 

※平成25年3月31日現在 
 
 

委員 

（敬称略 50音順）   

  池 本  誠 司   弁護士 

鹿 野  菜穂子   慶應義塾大学法科大学院 教授 

神 田  敏 子   元全国消費者団体連絡会 事務局長 

工 藤  忠 良   (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 常務理事 

蔵 本  一 也   (公社)消費者関連専門家会議 顧問 

近 藤  康 子   サントリービジネスエキスパート(株) 

お客様リレーション本部 顧問 

齋 藤  憲 道   同志社大学法学部 教授 

齋 藤  雅 弘   弁護士 

柴 谷   晃    弁護士 

丹 野  美絵子   消費生活相談員 

出 口    尚 明   元名古屋地方裁判所判事 

中央大学法科大学院 教授、弁護士 

平 野  なおみ   司法書士 

委員長 松 本   恒 雄   一橋大学大学院法学研究科 教授 

山 田   文    京都大学大学院法学研究科 教授 

吉 岡  和 弘   弁護士 

以上15名 
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特別委員 
（敬称略、五十音順） 

  阿 部  一 恵  消費生活相談員 

阿 部  美 雪  消費生活相談員 

荒 井  哲 朗  弁護士 

石 川  正 美  神奈川大学法学部 教授 

上 田  孝 治    弁護士 

加 藤  貴 子  消費生活相談員 

河 合  敏 男  弁護士 

清 澤  伸 幸  京都第二赤十字病院 小児科部長 

栗 原    浩  弁護士 

坂     勇一郎  弁護士 

桜 井   健 夫  弁護士 

塩 田  純 一    一級建築士 

菅    美千世  消費生活相談員 

杉 浦  英 樹  弁護士 

鈴 木  春 代  消費生活相談員 

武 井  共 夫  弁護士、民事調停委員 

田 中  雅 代  消費生活相談員 

谷 口  哲 夫  独立行政法人交通安全環境研究所 

エグゼクティブ シニア リサーチャー 

永 沢  裕美子  Foster Forum 良質な金融商品を育てる会 事務局長 

中 野  和 子  弁護士 

野 田  幸 裕  弁護士 

原   まさ代  消費生活相談員 

坂 東  俊 矢  京都産業大学法科大学院 教授、弁護士 
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平 澤  慎 一  弁護士 

本 間  紀 子  弁護士 

前 野  春 枝  消費生活相談員 

増 田  悦 子  消費生活相談員 

町 村  泰 貴  北海道大学大学院法学研究科 教授 

圓 山  茂 夫  明治学院大学法学部 准教授 

宮 城     朗    弁護士 

森    哲 也  弁護士 

矢 吹  香 月  消費生活相談員 

山 本  雄 大  弁護士 

吉 田  万喜子   消費生活相談員 

横 山  哲 夫  弁護士 

 以上35名 
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ＡＤＲ申請事案の分野別状況等（平成24年度受付分） 

 

（１）商品・役務別 

 

商品・役務 件数 

１．金融・保険サービス 31 

２．内職・副業・ねずみ講 25 

３．教養娯楽サービス 18 

４．他の役務 16 

５．保健・福祉サービス 10 

６．運輸・通信サービス 9 

６．土地・建物・設備 9 

６．被服品 9 

９．教養娯楽品 5 

１０．工事・建築・加工 4 

１１．商品一般 3 

１１．教育サービス 3 

１１．食料品 3 

１４．保健衛生品 2 

１４．車両・乗り物 2 

１６．住居品 1 

１６．他の商品 1 

合     計 151 
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（２）申請内容別 

 

申請内容 件数 

１．契約・解約 125(82.8%) 

２．販売方法 67(44.4%） 

３．品質・機能・役務品質 18(11.9%） 

４．安全・衛生 10(6.6%） 

５．価格・料金 7(4.6%） 

５．法規・基準 7(4.6%） 

７．表示・広告 4(2.6%） 

８．施設・設備 2（1.3%） 

９．接客対応 1（0.7%） 

 151（100%） 

  （注）マルチカウント 

 

 

（３）重要消費者紛争の類型別 

 

類 型 件数 

１．第1号類型（多数性） 137(90.7%) 

２．第2号類型（重大性） 10(6.6%) 

 （１） 生命・身体 (9) 

 （２） 財産 (1) 

３．第3号類型（複雑性等） 3(2.0%) 

 151(100.0%) 

   （注）取下げ、却下、補正中等を除く。マルチカウント。 
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（４）申請に至る経緯別 

 

申請経緯 件数 

１．消費者等が直接申請 32(21.2%) 

２．消費生活センター等の相談を経た

もの 
119(78.8%) 

合     計 151(100.0%) 

 

（５）仲介委員数別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）仲介委員指名前の取下げ等。 

 

仲介委員数 件数 

１．単独 53(35.1%) 

２．合議体（２人） 93(61.6%) 

３．合議体（３人） 1(0.7%) 

４．その他（注） 4(2.6%) 

合     計 151(100.0%） 
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ＡＤＲの結果概要の公表制度について 

 
 
１．趣旨 

ADR は柔軟な解決を図るため、手続非公開が原則であるが、紛争解決委員会で扱う

重要消費者紛争の背後には、多数の同種紛争が存在しており、当該紛争の解決を図り、

その結果の概要を公表することは、それを契機とした他の同種紛争の解決にもつながる

指針を提示することとなると考えられる。 
  このため、国民生活の安定と向上を図るために委員会が必要と認める場合には、紛争

の結果概要を公表できる仕組みが設けられている。 
 
２．参照条文等 

① 独立行政法人国民生活センター法（平成20年5月2日 改正） 
（結果の概要の公表） 
第 36 条 委員会は、和解仲介手続又は仲裁の手続が終了した場合において、国民生活

の安定及び向上を図るために必要と認めるときは、それらの結果の概要を公表するこ

とができる。 
 
② 独立行政法人国民生活センター法施行規則（平成20年8月4日 内閣府令第49号） 
（結果の概要の公表） 
第32条 委員会は、法第36条の規定による公表を行う場合は、あらかじめ当事者の意

見を聴かなければならない。 
 
③ 独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会業務規程（平成21年4月1日 決定） 
（公表） 
第 52 条 仲介委員又は仲裁委員は、和解仲介手続又は仲裁の手続が終了した場合は、

その結果の概要の公表の要否に関する意見を付して、手続の終了を委員長に報告しな

ければならない。 
2 委員会は、国民の生命、身体又は財産に対する危害の発生又は拡大を防止するため

に、必要があると認めるときは、終了した和解仲介手続又は仲裁の手続に係る重要消

費者紛争の手続の結果の概要を公表することができる。 
3 前項に基づく公表において、委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該事業者の名称、所在地その他当該事業者を特定する情報を公表することができる。 
 一 当該事業者が当該情報の公表に同意している場合 
 二 事業者が和解仲介手続又は仲裁の手続の実施に合理的な理由なく協力せず、将来に

おける当該事業者との同種の紛争について委員会の実施する手続によっては解決が

困難であると認められる場合 
 三 前二号に掲げる場合のほか、当該事業者との間で同種の紛争が多数発生しているこ

と、重大な危害が発生していることその他の事情を総合的に勘案し、当該情報を公表

する必要が特に高いと認められる場合 
4 委員会は、前二項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ当事者の意見を聴か

なければならない。ただし、緊急を要する等やむを得ない事情がある場合はこの限り

でない。 
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ＡＤＲ手続結果の概要（公表実績の一覧） 

 

 

  公表年月 事  案  名 
和解の

成否 
公表した事業者名等 備考 

1 
平成24年

5月31日 
マネジメント講座の解約に関する紛争 × 株式会社コンサルト  

2   出会い系サイトの返金に関する紛争（３） × 株式会社プラグ  

3   出会い系サイトの返金に関する紛争（４） × 
株式会社レジェンド 
株式会社インパクト 

 

4   
パソコン内職に係る業務委託契約の解約に関

する紛争（２） 
× 株式会社総合入力事業  

5   植樹・育成のオーナー権利に関する紛争 × 
株式会社スタイレック

エンタープライズ 
 

6   セラピスト養成学校の約款等に関する紛争 ×    

7   ローヤルゼリーの解約に関する紛争 ○    

8   ＦＸトレードシステムに関する紛争 ○    

9   
普通借家契約に係る個人用火災保険に関する

紛争 
○    

10   プロバイダ契約の回線速度に関する紛争 ○    

11   ウイルス対策ソフトの解約に関する紛争 ○    

12   
洗濯機の水栓からの漏水による損害に関する

紛争 
×    

13   スキーのビンディングに関する紛争 ○    

14   変額個人年金保険の解約に関する紛争（４） ×    

15   クレジットカードの利用料金に関する紛争 ○    

16   
ワーキングホリデープログラムの解約に関す

る紛争 
○    

17   探偵調査に係る契約の解約に関する紛争（３） ○    

18   
投資用マンションに係る契約の解約に関する

紛争 
×    

19   電気温水器購入契約の解約に関する紛争 ○    

20   中古住宅の適合証明書発行費用に関する紛争 ○    

21   まつ毛エクステンションの事故に関する紛争 ×     

22   投資信託の勧誘に関する紛争 ○     

23   
個人年金保険に係る契約の取消等に関する紛

争 
○     

24   モバイルデータ通信の定額料金に関する紛争 ○     
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  公表年月 事  案  名 
和解の

成否 
公表した事業者名等 備考 

25   ハンドミキサーの事故に関する紛争 ○     

26 8月10日 犬の疾患の保証に関する紛争（１） × 株式会社リバースラン   

27   ブレーキオイル交換器具に関する紛争 × 
株式会社ワールドツー

ル 
  

28   
サイドビジネス情報の解約に関する紛争（３）

～（１０） 
× 

株式会社インフォスタ

イル 
  

29   中古電動自転車の故障に関する紛争 ○     

30   投資信託と学資保険に関する紛争 ×     

31   変額年金保険の解約に関する紛争 ○  2件併合 

32   給湯器の返金に関する紛争 ×     

33   タレント契約の解約に関する紛争 ×     

34   
クッキー缶開封時に発生した怪我に関する紛

争 
○     

35   住宅新築設計・監理に関する紛争 ○     

36   
ブレーキ併用式車間距離制御機能付定速走行

装置に関する紛争 
×     

37   ガス給湯器の設置契約に関する紛争 ○     

38   
パソコンレンタル付プロバイダ契約に関する

紛争 
○     

39   結婚式と披露宴の解約に関する紛争（４） ○     

40   化粧品販売の代理店契約の解約に関する紛争 ○  4件併合 

41   家屋沈下修正工事の契約に関する紛争 ○    

42   犬の疾患の保証に関する紛争（２） ○     

43   
盗難クレジットカード不正利用による損害の

補償に関する紛争（４） 
○     

44   
宅地建物取引主任者の試験対策講座の解約に

関する紛争 
○     

45   幼稚園の入園料の返金に関する紛争 ×     

46   パソコンの故障に関する紛争 ○     

47   結婚式と披露宴の解約に関する紛争（５） ○     

48   ミニショベルの修理代金に関する紛争 ○    

49   革製家具の劣化に関する紛争 ○    

50   SEO対策サービスの解約に関する紛争 ○    

51   探偵調査に係る契約の取消しに関する紛争 ○     

52   除霊費用等の返還に関する紛争（２） ○     

53   ネイルスクールの解約に関する紛争 ○     
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  公表年月 事  案  名 
和解の

成否 
公表した事業者名等 備考 

54   ダイビング器材等の解約に関する紛争 ○     

55 11月29日 
インターネット接続サービスの解約に関する

紛争 
×     

56   美容手術の返金に関する紛争 ○     

57   
漏水事故によるフローリング修繕工事に関す

る紛争 
○     

58   金の先物取引の解約に関する紛争 ×     

59   高等学校の施設充実費の返金に関する紛争 ○     

60   開運グッズの返金に関する紛争（２） ○     

61   投資信託の契約に関する紛争 ×     

62   結婚式と披露宴の解約に関する紛争（６） ○     

63   変額個人年金保険の無条件解除に関する紛争 ×     

64   開運グッズの返金に関する紛争（３） ○     

65   新築戸建住宅の補修に関する紛争（２） ○     

66   
介護付有料老人ホームの退去時における入居

金等の返還に関する紛争 
○     

67   結婚式と披露宴の解約に関する紛争（７） ○     

68 
平成25年

3月21日 
新株引受権付社債の解約に関する紛争 × パワーゲート株式会社   

69   外国株式の勧誘時の説明不足に関する紛争 × 
SMBC フレンド証券株

式会社 
  

70   
次々販売による資格商法の解約に関する紛争

（１）～（８） 
○    

71   
次々販売による資格商法の解約に関する紛争

（９）～（１１） 
○     

72   軽貨物配送契約の解約に関する紛争（２） ○     
73   開運グッズの返金に関する紛争（５） ○     
74   生命保険契約の継続に関する紛争 ○     

75   
盗難クレジットカード不正利用による損害の

補償に関する紛争（５） 
○     

76   開運グッズの返金に関する紛争（４） ○     
77   オンラインゲームの利用停止に関する紛争 ×     
78   在宅ワーク契約の解約に関する紛争（２） ○     

79   
国際結婚相手紹介サービスの解約に関する紛

争（２） 
○     

80   俳優養成講座の解約に関する紛争 ×     

81   
ワーキングホリデーの就職支援費用の返還に

関する紛争 
○    

82   国際線航空機の手荷物紛失に関する紛争 ○     
83   在宅ワーク契約の解約に関する紛争（３） ○     
84   副業サイト管理の返金に関する紛争 ○    
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  公表年月 事  案  名 
和解の

成否 
公表した事業者名等 備考 

85   アフィリエイト塾代金の返金に関する紛争 ○     

86   
生命保険における転換後契約の取消等に関す

る紛争 
○     

87   デリバティブ取引に関する紛争（２） ×     
88   探偵調査に係る契約の解約に関する紛争（４） ○     
89   ドロップシッピング内職の解約に関する紛争 ○     

90   
共同住宅付き自宅の新築工事請負契約に関す

る紛争 
×     

91   開運グッズの返金に関する紛争（７）（８） ○  2件併合 

92   
値上がりすると勧められて購入した土地に関

する紛争 
×     

93   匿名組合の出資金返還に関する紛争 ○    
94   自動車保険の等級と修理代金に関する紛争 ×  2件併合 
95   小顔矯正の施術代金の返金に関する紛争 ×  2件併合 
96   パチンコ攻略情報の解約に関する紛争 ○    
97   生命保険契約の継続に関する紛争（２） ○    
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研修分類 講座名・テーマ 開催場所 日数 実 施 時 期 受講者数
満足度

回答者数

満足度
（５段階評

価）

満足度
回答率

消費者行政職員 管理職講座 東京事務所 ２日間 6月5日(火)～6日(水) 105 103 4.6 98%

消費者行政職員 職員講座① 東京事務所 ３日間 ①5月7日(月)～9日(水) 97 93 4.7 96%

消費者行政職員 職員講座② 東京事務所 ３日間 ②5月16日(水)～18日(金) 117 114 4.7 97%

消費者行政職員 消費者教育に携わる講師養成講座① 東京事務所 ３日間 ①10月24日(水)～26日(金) 109 104 4.8 95%

消費者行政職員 消費者教育に携わる講師養成講座② 東京事務所 ３日間 ②11月28日(水)～30日(金) 106 95 4.9 90%

相談員養成講座 基礎コース① 東京事務所 ５日間 7月2日(月)～6日(金) 37 36 4.9 97%

相談員養成講座 基礎コース① 神戸 ５日間 7月2日(月)～6日(金) 44 42 4.8 95%

相談員養成講座 基礎コース② 東京事務所 ５日間 7月9日(月)～13日(金) 33 33 4.9 100%

相談員養成講座 基礎コース② 神戸 ５日間 7月9日(月)～13日(金) 36 36 4.8 100%

相談員養成講座 実務コース① 東京事務所 ５日間 10月1日(月)～5日(金) 30 29 5.0 97%

相談員養成講座 実務コース① 神戸 ５日間 10月1日(月)～5日(金) 38 36 4.8 95%

相談員養成講座 実務コース② 東京事務所 ５日間 10月9日(火)～12日(金) 28 27 4.9 96%

相談員養成講座 実務コース② 神戸 ５日間 10月9日(火)～12日(金) 28 27 4.9 96%

消費生活相談員 専門・事例講座① 日本学術会議講堂 ２日間 ①6月14日（木）～15日（金） 300 259 4.7 86%

消費生活相談員 専門・事例講座② 日本学術会議講堂 ２日間 ②6月28日（木）～29日（金） 184 169 4.7 92%

消費生活相談員 専門・事例講座③ 日本学術会議講堂 ２日間 ③7月18日（水）～19日（木） 268 231 4.7 86%

消費生活相談員 専門・事例講座④ 日本学術会議講堂 ２日間 ④8月23日（木）～24日（金） 230 192 4.8 83%

消費生活相談員 専門・事例講座⑤ 日本学術会議講堂 ２日間 ⑤9月6日（木）～7日（金） 137 117 4.8 85%

消費生活相談員 専門・事例講座⑥ 品川区立総合区民会館 ２日間 ⑥9月24日(月)～25日(火) 212 180 4.8 85%

消費生活相談員 専門・事例講座⑦ 品川区立総合区民会館 ２日間 ⑦10月15日(月)～16日(火) 371 306 4.8 82%

消費生活相談員 専門・事例講座⑧ 品川区立総合区民会館 ２日間 ⑧12月3日(月)～４日(火) 328 278 4.8 85%

消費生活相談員 専門・事例講座⑨ 品川区立総合区民会館 ２日間 ⑨平成25年1月21日(月)～22日(火) 255 190 4.7 75%

消費生活相談員 専門・事例講座⑩ 品川区立総合区民会館 ２日間 ⑩平成25年2月4日(月)～5日(火) 292 241 4.7 83%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）① 北海道・札幌市 ２日間 ①9月1日（土）～2日（日） 86 73 4.8 85%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）② 岐阜県 ２日間 ②9月18日(火)～19日(水) 85 76 4.8 89%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）③ 宮城県 ２日間 ③10月25日（木）～26日（金） 64 58 4.7 91%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）④ 石川県 ２日間 ④11月1日（木）～2日（金） 52 45 4.8 87%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）⑤ 京都府 ２日間 ⑤11月7日（水）～8日（木） 213 198 4.9 93%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）⑥ 鹿児島県 ２日間 ⑥11月29日（木）～30日（金） 94 72 4.8 77%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）⑦ 大阪府 ２日間 ⑦12月13日（木）～14日（金） 148 142 4.8 96%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）⑧ 神戸市 ２日間 ⑧平成25年1月24日（木）～25日（金） 138 115 4.8 83%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）⑨ 広島県 ２日間 ⑨平成25年2月21日(木)～22日(金) 137 120 4.7 88%

消費生活相談員 専門講座 地域コース（地方公共団体と共催）⑩ 愛媛県 ２日間 ⑩平成25年2月28日(木)～3月1日(金) 72 55 4.8 76%

消費生活相談員 消費生活相談カード作成セミナー① 東京事務所 ３日間 ①7月25日(水)～27日(金) 99 91 4.8 92%

消費生活相談員 消費生活相談カード作成セミナー② 東京事務所 ３日間 ②8月8日(水)～10日(金) 98 92 4.8 94%

消費生活相談員 消費生活相談カード作成セミナー③ 東京事務所 ３日間 ③8月29日(水)～31日(金) 99 90 4.9 91%

消費生活相談員 D-ラーニングコースリアルタイム配信（東京会場）① 東京事務所 １日間 7月17日（火）１７：３０～１９：３０ 62 55 4.8 89%

消費生活相談員 D-ラーニングコースリアルタイム配信（札幌会場）① 札幌 １日間 7月17日（火）１７：３０～１９：３０ 36 36 4.6 100%

消費生活相談員 D-ラーニングコースリアルタイム配信（神戸会場）① 神戸 １日間 7月17日（火）１７：３０～１９：３０ 33 33 4.7 100%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（北海道・東北）① ブロック別配信（試行） １０日間 8月1日（水）～8月10日（金） 61 43 4.8 70%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（関東）① ブロック別配信（試行） １０日間 8月11日（土）～8月20日（月） 51 46 4.9 90%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（甲信越・北陸・東海）① ブロック別配信（試行） １１日間 8月21日（火）～8月31日（金） 64 80 4.8 125%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（近畿）① ブロック別配信（試行） １４日間 9月1日（土）～9月14日（金） 62 46 4.9 74%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（中国・四国）① ブロック別配信（試行） １０日間 9月11日（火）～9月20日（木） 44 39 4.8 89%
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研修分類 講座名・テーマ 開催場所 日数 実 施 時 期 受講者数
満足度

回答者数

満足度
（５段階評

価）

満足度
回答率

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（九州・沖縄）① ブロック別配信（試行） １０日間 9月21日（金）～9月30日（日） 48 22 5.0 46%

消費生活相談員 D-ラーニングコースリアルタイム配信（東京会場）② 東京事務所 １日間 10月22日（月）15:00～17:00 60 55 4.6 92%

消費生活相談員 D-ラーニングコースリアルタイム配信（札幌会場）② 札幌 １日間 10月22日（月）15:00～17:00 23 22 4.7 96%

消費生活相談員 D-ラーニングコースリアルタイム配信（神戸会場）② 神戸 １日間 10月22日（月）15:00～17:00 34 34 4.5 100%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（九州・沖縄）② ブロック別配信（試行） １０日間 11月5日（月）～11月14日（水） 50 45 4.9 90%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（中国・四国）② ブロック別配信（試行） １１日間 11月15日（木）～11月25日（日） 54 41 4.6 76%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（近畿）② ブロック別配信（試行） １０日間 11月26日（月）～12月5日（水） 64 56 4.7 88%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（甲信越・北陸・東海）② ブロック別配信（試行） １０日間 12月6日（木）～12月15日（土） 51 32 4.8 63%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（関東）② ブロック別配信（試行） １１日間 12月16日（日）～12月26日（水） 49 47 4.9 96%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（北海道・東北）② ブロック別配信（試行） １０日間 平成25年1月7日（月）～1月16日（水） 70 56 4.7 80%

消費生活相談員 D-ラーニングコースリアルタイム配信（東京会場）③ 東京事務所 １日間 平成25年1月15日（火） 101 91 4.9 90%

消費生活相談員 D-ラーニングコースリアルタイム配信（札幌会場）③ 札幌 １日間 平成25年1月15日（火） 49 46 4.8 94%

消費生活相談員 D-ラーニングコースリアルタイム配信（神戸会場）③ 神戸 １日間 平成25年1月15日（火） 50 49 4.9 98%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（北海道・東北）③ ブロック別配信（試行） ２０日間 平成25年2月1日（金）～2月20日（水） 27 58 4.9 215%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（関東）③ ブロック別配信（試行） ２０日間 平成25年2月4日（月）～2月23日（土） 25 54 4.9 216%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（甲信越・北陸・東海）③ ブロック別配信（試行） ２２日間 平成25年2月7日（木）～2月28日（木） 34 49 4.9 144%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（近畿）③ ブロック別配信（試行） ２０日間 平成25年3月1日（金）～3月20日（水） 26 55 4.9 212%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（中国・四国）③ ブロック別配信（試行） ２０日間 平成25年3月4日（月）～3月23日（土） 27 67 4.8 248%

消費生活相談員 D-ラーニングコースオンデマンド配信（九州・沖縄）③ ブロック別配信（試行） ２０日間 平成25年3月7日（木）～3月26日（火） 23 45 4.9 196%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)① 山口県 １日間 平成24年6月11日（月） 33 32 4.3 97%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)② 広島県 １日間 平成24年7月12日（木） 38 33 5.0 87%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)③ 長崎県 １日間 平成24年7月30日（月） 50 39 4.8 78%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)④ 滋賀県 １日間 平成24年8月1日（水） 53 44 4.7 83%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)⑤ 愛媛県 １日間 平成24年8月27日（月） 31 27 4.7 87%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)⑥ 静岡県 １日間 平成24年9月5日（水） 26 24 4.5 92%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)⑦ 大阪府 １日間 平成24年9月7日（金） 25 23 4.7 92%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)⑧ 佐賀県 １日間 平成24年9月6日（木） 39 33 4.7 85%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)⑨ 静岡県 １日間 平成24年12月4日（火） 14 14 4.5 100%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)⑩ 広島県 １日間 平成24年12月6日（木） 26 26 4.7 100%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)⑪ 岐阜県 １日間 平成24年12月19日（水） 25 24 4.6 96%

消費生活相談員 相談関連業務支援コース(講師派遣事業)⑫ 宮城県 １日間 平成25年1月24日（木） 27 25 4.6 93%

企業研修 地域セミナー 東京都内 １日間 平成24年12月10日（月） 143 129 4.5 90%

企業研修 地域セミナー 大阪 １日間 平成25年1月15日（火） 111 100 4.6 90%

消費者研修 全国消費者フォーラム 東京都内 １日間 平成25年2月25日（月） 635 363 4.4 57%

教員・学生 消費者教育学生セミナー（共催：日本消費者教育学会) 神戸 ２日間 9月6日（木）～7日（金） 53 50 4.6 94%

教員・学生 教員を対象にした消費者教育講座（業務委託：(財)消費者教育支援センター) 東京事務所 １日間 平成25年3月２７日（水） 41 31 4.9 76%

消費者庁職員研修 一般職員向け研修 東京事務所 ２日間 6月20日(水) 46 46 4.2 100%

消費者庁職員研修 一般職員向け研修 東京事務所 ２日間 12月7日（金） 41 41 4.5 100%

7,505 4.8

70



●受験申込者数及び資格認定者数(総計)

申込者数 欠席者数 実受験者数 (A) 合格者数  (B) 合格率  (B/A)
1158人 156人 1002人 275人 27.4%

都道府県 認定者数(人) 都道府県 認定者数(人)

北海道 7 滋賀県 9

青森県 4 京都府 2

岩手県 3 大阪府 11

宮城県 8 兵庫県 9

秋田県 0 奈良県 3

山形県 0 和歌山県 2

福島県 0 鳥取県 0

茨城県 25 島根県 1

栃木県 2 岡山県 1

群馬県 2 広島県 7

埼玉県 5 山口県 6

千葉県 8 徳島県 1

東京都 26 香川県 1

神奈川県 8 愛媛県 4

新潟県 3 高知県 3

富山県 2 福岡県 18

石川県 3 佐賀県 0

福井県 2 長崎県 2

山梨県 0 熊本県 3

長野県 1 大分県 12

岐阜県 23 宮崎県 2

静岡県 18 鹿児島県 15

愛知県 7 沖縄県 4

三重県 2 合計 275

●都道府県別資格認定者数

平成２４年度消費生活専門相談員資格認定試験結果

資料20
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平成２４年度商品テストの概要 
SNO 商品名 目的 テスト結果の概要 

1 ウインドーガラ

スが割れない自

動車用緊急脱出

ハンマー（報道発

表） 

テスト依頼でウインドーガラスを

割るのに必要な硬さを有していな

い自動車用緊急脱出ハンマーがあ

ったことから、消費者に注意喚起

するため情報提供を行うこととす

る。 

GS マーク認証試験を参考にしたウインドーガラス破砕テ

ストを行ったところ、当該品は 2 カ所の金属ヘッド（使

用した側、未使用側）でウインドーガラスをたたいても、

いずれもウインドーガラスを割ることができなかった。

同型品はウインドーガラス破砕テストでウインドーガラ

スを割ることができた。 当該品と同型品の金属ヘッド先

端部の硬さをマイクロビッカース硬さ試験で比較したと

ころ、当該品の金属ヘッド先端部は 2 カ所とも同型品に

比べて著しく低い数値であった。 

2 自動車用緊急脱

出ハンマーの性

能（報道発表） 

自動車用緊急脱出ハンマーは交通

事故や水没事故などの緊急時に車

外に脱出するのに有効な商品であ

るため、ウインドーガラス破砕性

能や、自動車用緊急脱出ハンマー

に付属していることの多いシート

ベルトカッターのシートベルト切

断性能などについてテストを行

い、情報提供することとした。 

GS マーク認証試験に準じたテストでは、全銘柄ともシー

トベルトは切断し、ウインドーガラスは割れた。一方、

シートベルト切断性能のモニターテストでは、2銘柄はシ

ートベルトを 2秒未満で簡単に切断できたが、1銘柄は切

断するまでに平均 30 秒以上かかった。 ウインドーガラ

ス破砕性能のモニターテストでは、全銘柄でウインドー

ガラスを簡単に割ることができた。 

3 デジタル式個人

線量計のテスト

結果（報道発表） 

市場で個人線量計として販売さ

れ、日々の被ばく線量を積算して

測定できる機能等を有する機器で

デジタル表示されるもの 6 銘柄を

対象に、正確に測定できているか

のテストを行うとともに、その販

売広告や取扱説明書等について調

査し、情報提供することとした。

全銘柄ともばらつきは小さく、被災地の屋外環境に近い

線量率の条件では、照射した線量と正味値のずれが大き

くなる銘柄があり、JIS の許容する誤差の範囲内に収まる

のは 3銘柄だけだった。 

4 首掛式の乳幼児

用浮き輪を使用

する際の注意に

ついて(報道発

表） 

親と入浴中の乳児が、首掛式の乳

幼児用浮き輪（以下「首浮き輪」

と呼ぶ。）を使用している際に一

時窒息し、救急搬送された。この

事故以外にも事故情報が公表され

ていることから調査を行った。 

乳児ダミー（6～9 カ月女児）を用いてテストした結果、

首浮き輪に空気が入っている場合、顔が水中に沈んだり、

首浮き輪が外れたりすることはなかったが、条件によっ

てはあごが首浮き輪の穴へ下がることがあった。また、

空気が少ない場合、沈みやすくなったり、さらにベルト

を外すと、口や鼻が水に浸かったり、浮き輪が外れたり

することなどがあった。 

5 ウインドーガラ

スが割れない自

動車用緊急脱出

ハンマー その 2

（報道発表） 

「購入した自動車用緊急脱出ハン

マーが回収対象商品と類似してい

るため、性能について調べてほし

い。」というテスト依頼が消費生

活センターから寄せられたため商

品テストを行った。 

ウインドーガラスをたたいたときの衝撃により、金属ヘ

ッドを支えるプラスチックが破損や変形することがあ

り、ウインドーガラスをたたいても割ることができない

ものがあることがわかった。 

資料２１ 
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SNO 商品名 目的 テスト結果の概要 

6 歩行型ロータリ

除雪機の使い方

に注意（報道発

表） 

除雪機による事故は、「オーガに

巻き込まれる」、「除雪機にひか

れる」など重篤な事故が多く、死

亡事故もある。そこで、除雪機に

特徴的な事故形態を再現して危険

性を検証した。 

オーガとマネキンの足が接触すると、衣類の一部がオー

ガの刃に引っ掛かり、一瞬で足全体がオーガに引き込ま

れた。デッドマンクラッチが作動しない状態で、除雪機

を後進させるとマネキンが転倒したり壁に挟まれたりし

ても停止しなかった。手指の代わりにニンジンを投雪口

から差し込み、回転するブロアに接触させたところ粉々

に砕かれ、先端部がブロアの形に削られた。 

7 スライサーを安

全に使うには（報

道発表） 

スライサーの危険性について情報

提供していたが、依然として事故

が起きている。しかも、包丁等に

よるけがよりも重症となり治りに

くい。一方、けが防止のための安

全ホルダーを使用しなかったため

発生した事故がみられた。そこで、

安全ホルダーの付属状況の調査や

使用性のテストを行った。 

安全ホルダーの形状は様々であったが、いずれの銘柄も

全ての野菜を 初から 後まで安定してスライスできる

ものではなかった。  

モニターの様子では、安全ホルダーの外側を持つ不適切

な使い方が時々みられ、けがをするおそれがあった。 V

刃で厚み調整のできる銘柄はプレートのたわみが大き

く、持っている野菜がより早く小さくなり手指が刃に近

づきやすくなり危険であった。 

8 IH クッキングヒ

ーターに用いる

汚れ防止マット

の使用に注意（報

道発表） 

汚れ防止マットは、IH クッキング

ヒーターのトッププレート上に敷

いて使用することで、汚れや焦げ

つきを防止できるとうたった商品

である。この商品を使用中に火災

に至る事故が発生したことから、

IH クッキングヒーターによる天ぷ

ら鍋の油の加熱テストを行い、ど

のような使用状況で火災となるの

か調査した。 

汚れ防止マットの主な材質として、シリコーン、ガラス

繊維、マイカ（雲母）、結晶化ガラスを用いた 4 種類が

ある。油の加熱テストでは、マットを敷かずに油を加熱

すると、IH クッキングヒーターのセンサーの働きによっ

て温度が制御され、油が発火することはなかった。しか

し、マットを敷いた場合、マイカを使用した銘柄では、

揚げ物機能を使用せずに加熱すると、油が発火すること

があった。 

9 ウオーターサー

バーの温水コッ

クが外れて子ど

もがやけど（報道

発表） 

自宅で使用していたウオーターサ

ーバーで、締め付けが緩い状態の

温水コックに乳幼児が触れてしま

い、本体からコックが外れ、噴き

出したお湯でやけどを負う事故が

発生した。事業者は対策を講じた

が、その後も未対策品での事故が

発生していたことから、事故の再

発防止のために情報提供すること

とした。 

コックの高さは 76cm であり、1 歳児でも手の届く高さで

あった。また、コックは、本体のねじ部に樹脂製のコッ

クをねじ込んで取り付けてあり、手で左に回すことで、

取り外せる構造であった。これらのことから、何らかの

理由でコックの締め付けが緩くなっていたときに、乳幼

児などがコックを回すなどして、温水コックが外れた場

合は、身体にやけどを負う危険があった。 

10 乗用車のアーム

レスト取り付け

部品のすき間に

幼児が中指を挟

み指先を大けが

（報道発表） 

乗用車の運転者席に装備された可

動式アームレストを取り付けてい

る部品のすき間に、幼児の右手中

指が挟まれ指先に大けがを負った

との情報が消費生活センターから

寄せられた。そこで事故の再発防

止のため、消費者に情報提供する。

同型品でアームレストの取り付け部品を観察したとこ

ろ、アームレスト側の部品と運転者席側の部品とのすき

間が、アームレストを下げるのに伴い徐々に狭くなり、

閉じてしまう部位があった。このすき間に樹脂製の模擬

指を入れて確認したところ、アームレストを押し下げる

と模擬指の先端が押しつぶされるように変形したことか

ら、幼児の指はこの部位で挟まれた可能性が考えられた。
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11 食用油 食用油でジャガイモを揚げたとこ

ろ、食用油が泡立ち、吹きこぼれ

てガスコンロの火が消えてしまっ

た。別の銘柄の食用油で同じジャ

ガイモを揚げたところ、泡は立た

なかった。泡が立ちやすい食用油

かどうか調べてほしい。 

苦情同型品は、一般的な食用油である参考品に比べ細か

い泡が立ち、ジャガイモの量が多い場合には吹きこぼれ

が生じやすい傾向がみられ、一般的な食用油から苦情品

に切り替えて使用する場合には注意が必要であると考え

られた。また、苦情品には、小さい文字で、細かい泡立

ちや吹きこぼれに関する注意表示がみられたが、一般的

な食用油との差異やこの商品の特性とは認識しづらいも

のであった。 

12 トースト用クリ

ーム 

パンにトースト用クリームを塗っ

てオーブントースターで焼いたと

ころ発火した。発火した原因を調

べてほしい。 

苦情品が発火した原因は、トースト用クリームの使用方

法で表示されている 800W よりも高出力（1000W）のオー

ブントースターを使用したことで、溶けて垂れやすくな

ったため、苦情品が下側ヒーターに垂れて発火したもの

と考えられた。さらに、経年使用でくず受け皿にたまっ

ていた苦情品を含む食品かすに引火した可能性も考えら

れた。なお、苦情品には、クリームの垂れを防止するよ

うな注意表示はなかった。 

13 プラスチック製

の容器入り菓子 

プラスチック製の容器入り菓子セ

ットのふたが自然に閉まり、3歳児

の人さし指が挟まれけがをした。

商品に問題がないか調べてほし

い。 

ふたが自重で閉まる際に、挟まれた指にかかる力は比較

的軽いこと、当たった箇所の鋭利さが危険と判断される

ものではなかったことから、自然に閉まるふたによりけ

がをしたとは考えにくい。一方、開閉時に指をかける切

り欠き部分に指がはまり、そこから指を引き抜いた際に

けがをした可能性が高い。指が挟まった箇所に認められ

た若干のバリはエッジテスターにより危険と判断される

ものではなかったが、強い力で挟まれた指を引き抜く際

には摩擦が生じるため、けがの原因となる可能性がある。

14 茶 購入したお茶が、放射性物質が検

出されたと報道のあった県内で生

産されたものであった。このお茶

の放射性物質が基準値を超えてい

ないか調べてほしい。 

厚生労働省が通知した食安発 0315 第 4 号別添「食品中の

放射性セシウム試験法」に準拠した方法で、製茶の状態

の苦情品の放射性セシウム濃度を測定したところ、放射

性セシウムであるセシウム 134、セシウム 137 はともに検

出されなかった。 

15 缶入り果実飲料 中学生の子どもが、車中で缶入り

果実飲料を飲んでいたところ、の

どに詰まり、呼吸ができなくなっ

て、病院に救急搬送された。内容

物の大きさ、物性、表示等につい

て調べてほしい。 

果実のかけらの大きさを調べたところ、 大径で 2cm を

超えるかけらが存在し、調べた範囲では 2 缶に 1 個程度

の割合で見いだされた。消費者庁等の資料では、「直径

が 1～5cm」であることが「重篤な窒息事故につながる食

品のリスク要因」としてあげられている。また、ヒトの

平均的な気管の太さは、成人で 1.5～2.0cm くらいと言わ

れていることから、かみ砕くことなくかけらが気道に達

すると、窒息事故を起こす可能性を否定できない。 

16 ビールテイスト

飲料 

ビールテイスト飲料を 6 缶パック

から 1 缶を取り出そうとしたとき

に落ちそうになり、1缶を手でつか

んだら缶が破損し、中身が流れて

じゅうたんが汚れた。缶の強度に

問題がないか調べてほしい。 

苦情品の缶の厚さは、苦情同型品、4銘柄の参考品と差は

なく、苦情同型品の缶の強度も参考品と差がなかったほ

か、凹みのない缶を強く握った程度では破損することは

なく、問題はみられなかった。 
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17 ワイン ワインのスクリューキャップを開

けたところ、瓶が割れて、指をけ

がした。瓶が割れた原因を調べて

ほしい。 

苦情品のキャップは完全に開いていなかった。 欠損箇所

を破断面観察したところ、起点は破断面下部の角にあり、

比較的弱い衝撃で上側に向かって破壊したものと考えら

れた。また、 瓶の欠損箇所の起点付近のキャップには、

表面及び裏面にスジ状の擦過傷が見られ、キャップを開

ける前から瓶の角に何かが当たって割れていたため、開

けた際にガラス片が出てきものと考えられる。 

18 健康食品 コレウスフォルスコリ含有の健康

食品を購入したが、商品に濃度表

示がなかったので、主要成分であ

るフォルスコリンがどの位含まれ

ているか調べてほしい。 

苦情品中のフォルスコリンの含有量を測定したところ、

一日摂取目安量（2粒：600 mg）当たり 2.1 mg であった。

19 健康食品 健康食品の試供品と通常品の錠剤

の色と形状が異なる。ミネラル等

の含有量に差がないか調べてほし

い。 

苦情品及び同型品のそれぞれの試供品、通常品の 4 検体

について外観等を観察したところ、苦情試供品を除く 3

検体は、色合いや形状がほぼ同じであったが、苦情試供

品は色合い、形状ともにこれらと全く異なっていた。ま

た、錠剤表面の元素分析からも苦情試供品は、他の 3 検

体と違う組成であることが確認された。以上より、苦情

試供品は明らかに異なるものであった。 

20 流し台 ステンレス製の流し台に 2～3年前

からさびとともに筋が入り、一部

割れて水漏れした。割れた原因を

調べてほしい。 

苦情品は、割れを伴う腐食が発生していたことから応力

腐食割れ（材料、引っ張り応力、腐食環境の 3 つの因子

で起こる）と考えられた。一方、割れた箇所のコーナー

には天板との隙間にさびが発生し、応力腐食割れの起こ

る要因の一つの腐食環境ができていた。この隙間は、普

段の手入れのしにくい箇所であるため、食品の汚れなど

がたまりやすく、割れの原因となる腐食が発生しやすい

環境であった。 

21 電子レンジ 電子レンジで食品を加熱中に発火

した。発火した原因を調べてほし

い。 

苦情品は、電波の出口カバーに付着した食品カスにマイ

クロ波が集中して放電が発生し、電波の出口カバーが発

火したためカバーの一部に穴が開いたものと考えられ

る。 

22 電子レンジ 弁当を温めていたところ、電子レ

ンジの庫内で火花が発生し、庫内

の一部が焦げた。原因を調べてほ

しい。 

苦情品は、電波の出口カバーの裏に付着していたものに

マイクロ波が集中し、放電と共に庫内の一部が過熱され

焦げたものと考えられる。なお、庫内には食品のカスや

油汚れがほとんど見られず、カバーの裏に付着していた

ものが何であるかは不明であった。 

23 電子レンジ 電子レンジでコーヒーを温めてい

たところ、庫内で火花が発生し、

庫内の一部が焦げた。原因を調べ

てほしい。 

苦情品は、電波の出口カバーに付着した食品のカスなど

にマイクロ波が集中して加熱・炭化したため放電が発生

し、電波の出口カバーが発火したものと考えられる。 
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24 オーブンレンジ オーブンレンジの角皿がガラス扉

に当たり、扉の内側のガラスが溶

けた。溶けた原因を調べてほしい。

ガラスが溶けた原因は、付属のオーブンレンジ用の金属

製の角皿を使用が禁止されている電子レンジモードで使

用したため、金属である角皿とドアガラス内のマイクロ

波遮断用網の間で火花が飛び、その熱でガラスに穴が開

いたものと考えられた。 

25 電気フライヤー 電気フライヤーを初めて使用した

ときに、油が適温になるまで待っ

ていたところ突沸し、油が衣服に

飛び散った。危険なので原因を調

べてほしい。 

苦情品は、相談者の申し出に基づく再現テストや、内鍋

に水滴が残った状況を想定した再現テストで、油が突沸

する現象は確認できず、突沸の原因を究明することはで

きなかった。 

26 電気ケトル 電気ケトルのふたの内側と注ぎ口

から、ぼろぼろと白いものが落ち

る。白いものが何か調べてほしい。

ふたの内側と注ぎ口からはく離した白い粉の主成分はポ

リプロピレンであり、ふた及び本体と同じ素材であった

ことから、白い粉はポリプロピレンが劣化してはく離し

たものであると考えられた。高分子が劣化する要因とし

ては、熱や光、水分等が考えられるが、ふたの内側と注

ぎ口は湯や高温の蒸気が繰り返し触れる部位であり、よ

り劣化が進行しやすかった可能性がある。なお、ポリプ

ロピレン等のプラスチックは分子量が大きいため、体内

に取り込まれても吸収されずに排せつされるとされてい

る。 

27 電気ケトル 電気ケトルの臭いがひどくて使用

できない。商品に問題がないか調

べてほしい。 

苦情品を使用すると、多くの人が感じる程度の臭い成分

が発生するが、モニターの多くが使っても良いと評価し

た。苦情品は溶出試験では食品衛生法上の問題とはなら

ないが、人によっては臭いが気になる場合もあると考え

られた。 

28 カセットコンロ

とカセットボン

ベ 

カセットコンロを点火したらボン

ベの口に着火したので、すぐにボ

ンベを外して火を吹き消した。カ

セットボンベの口に着火した原因

を調べてほしい。 

カセットボンベの口に着火した原因は、経年の使用によ

りカセットコンロのガバナーボディーとメカ基板を固定

するネジが緩んで、その隙間からガスが漏れたためであ

る。 

29 ウオーターサー

バー 

ウオーターサーバーの温水レバー

が外れてお湯が漏れ、1歳 8 カ月の

幼児が 2 度のやけどを負った。商

品に問題がないか調べてほしい。

苦情品のコックが外れた原因は、緩んだ状態で上下に繰

り返し力が加わったためと考えられる。なお、苦情品の

温水コックがどのように緩み、外れたかは特定すること

はできなかったが、水平方向に回転するレバーを左向き

に回転させた状態で下方向に押すと温水コックのねじが

緩むことなどが確認された。 

30 椀 9 カ月ぐらい使用した塗りの椀か

ら黄色の色が出てくる。溶出して

いるものが何か調べてほしい。 

無機成分として、鉄、マンガン、亜鉛、カリウム、ナト

リウム、マグネシウム、硫黄の溶出が、溶出した有機成

分の熱分解生成物としてウルシオールなどの漆の成分と

直鎖炭化水素や脂肪酸等が検出された。 
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31 グラス グラスを購入し手洗いした後に使

用し、初めて食器洗い乾燥機にか

けたところ、色柄が落ちた。商品

に問題がないか調べてほしい。 

色柄が少し残っている苦情品のグラスを、相談者と同様

な条件で洗浄したところ、残っていた色柄の一部が落ち

た。苦情同型品を食器洗い乾燥機を用いて複数の条件で

洗浄したが、色柄が落ちることはなかった。苦情品のグ

ラスは、色柄の定着（焼付け加工等）に不具合があった

ものと考えられた。 

32 ビールジョッキ ガラス製のビールジョッキの中に

手を入れて洗っていたところ、底

が抜けて左手首を 17針縫うけがを

した。ビールジョッキの底が抜け

た原因を調べてほしい。 

苦情品の底部内側表面に、ステンレス製の物による衝撃

で微細な亀裂が発生し、そこを起点に温度差による熱的

負荷で破壊が進行していき、底部を洗う際の外側に向か

う力で底が抜けたと考えられた。 

33 スプーン 離乳食用スプーンを使用中に先端

部が幼児の口の中で欠けた。商品

に問題がないか調べてほしい。 

苦情品は、何らかの原因で先端部の弾性が失われ、かま

れたと推定される傷から亀裂が生じ破断につながったと

考えられる。しかし、再現テストにおいて苦情同型品の

弾性が失われることがなかったことから、商品に問題は

ないと考えられる。 

34 弁当箱 新しい弁当箱の臭いが洗っても取

れず、臭いで気分が悪くなった。

商品に問題がないか調べてほし

い。 

苦情品、苦情同型品で共通して検出された脂肪族炭化水

素類は、合成樹脂製品から発生する揮発性物質として報

告がある物質であり、モニターテストで確認された「ビ

ニルのような臭い」の主原因になっていると考えられた。

食品衛生法に基づく材質及び溶出試験は規格基準内であ

った。しかし、モニターテストでは、発生する臭いを少

なからず不快に感じ、使用したくないと感じた人も複数

みられたことから、飲食物の容器として使用する合成樹

脂の製品としては問題があると考えられた。 

35 耐熱食器 直火調理ができる耐熱食器に白い

カビのようなものが発生したた

め、耐熱食器にお湯を入れ直火に

かけた後自然乾燥させ、食器棚に

保管していたところ、再度白いも

のが発生した。白いものがカビか

どうか調べてほしい。 

顕微鏡観察を行ったところ、菌糸と胞子が確認できたた

め白色の異物はカビであった。 

36 ステンレス魔法

びん 

購入したステンレス魔法びんに入

れたお湯から化学物質のような臭

いがする。臭いの原因と商品に問

題がないか調べてほしい。 

臭いの成分を調べたところ、合成樹脂や香料等の材料と

して知られる、いくつかの成分が検出された。苦情品の

湯から感じられた臭いは、これらの成分の混合臭である

と推測された。なお、食品衛生法に準じて、苦情品から

溶出する成分を調べたが、いずれも基準値内相当であっ

た。 

37 スープ用のポッ

ト 

ステンレス製のスープ用のポット

を購入し、おかゆを保温したとこ

ろ、表示通りの保温効果が得られ

なかった。保温効果が表示通りか

調べてほしい。 

苦情同型品は保温効力に問題なかったが、苦情品には表

示通りの保温効力はなかった。苦情品は苦情同型品と比

較すると、外観上の差異はないが、胴部表面に熱が逃げ

やすくなっており、二重構造である胴部に不具合がある

ものと考えられた。 

77



SNO 商品名 目的 テスト結果の概要 

38 土鍋 土鍋を何回か使用していたとこ

ろ、鍋の上部から黒いベタベタし

たものがしみ出してきた。鉛等が

溶け出していないか調べてほし

い。 

苦情品の付着物を調べたところ、微量のマグネシウム、

カルシウム、バナジウム、鉄、亜鉛が検出されたが、鉛

やカドミウムは検出されなかった。また、食品衛生法の

溶出試験を実施したが、鉛、カドミウムの溶出はなかっ

た。付着物は、陶磁器の素地やゆう薬、食品の成分等が

考えられた。 

39 片手鍋 フッ素樹脂加工の片手鍋で調理を

したところ異臭がした。臭いの原

因を調べてほしい。 

苦情品で湯を沸かした際の蒸気からは、かび臭い、甘酸

っぱい焦げ臭いにおいのする成分等が検出された。これ

らは溶剤や合成樹脂の材料に使用されるものであり、鍋

を調理に用いたことや鍋の材質等に由来するものと考え

られたが、多くのモニターが使っても良いと回答した。

また、苦情品の溶出試験では食品衛生法上の異常は認め

られなかった。 

40 圧力鍋 調理中に圧力鍋の蓋と本体が飛

び、飛散した中身でやけどした。

原因を調べてほしい。 

苦情品は、経年使用による傷みが見られたが、動作に異

常はなく、相談者の事故時の使用状況に基づく再現テス

トでも蓋や鍋本体が飛ぶ現象は再現しなかったため、原

因の特定には至らなかった。 

41 片手鍋のガラス

製の鍋蓋 

約 1 年前に購入した片手鍋のガラ

ス製の鍋蓋が調理中にガラスが突

然砕けて吹き飛んだ。危険なので

商品に問題がないか調べてほし

い。 

ステンレス製の枠に残存した外縁部のガラス破片を観察

したところ、起点部を示す破断面があった。その起点部

の破断面は変化のない鏡面で、熱的負荷で破損したもの

と考えられた。また、ステンレス製の枠を観察したとこ

ろ、起点部のあった部位が金色から青紫色に変色してい

たことから、コンロのバーナー等で局所的に高温になっ

たものと考えられた。 

42 フライパン 購入したフライパンを 4～5回使用

したあたりから、煮物などを作る

と、苦くて食べられない。苦味が

生じる原因を調べてほしい。 

苦情品及び苦情同型品において、食品衛生法の「合成樹

脂製の器具及び容器包装の規格試験」の溶出試験の「重

金属」「過マンガン酸カリウム消費量」を調べた結果、

問題はみられなかった。苦情品を使用してモニターテス

トを行ったところ、加熱した水やしょうゆ水で「苦味」

を感じた人はわずかで、相談者の申し出のような「ひど

い苦味（吐き出しそうになるほどの苦さ）」を確認する

ことはできず、原因の特定には至らなかった。 

43 フライパン 使い始めて 4 カ月でフランパンの

中央部が黒く焦げた。焦げた原因

を調べてほしい。 

塗膜の耐摩耗試験を行った結果、苦情品の塗膜の品質に

問題はなく、中央部が焦げた原因は、使用の過程で調理

物などの焦げた物が付着し、堆積したためと推察される。
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44 フライパン フッ素樹脂加工がしてあるフライ

パンを初めて使用後、内面が剥が

れ、白いものが出てきた。商品に

問題がないか調べてほしい。 

苦情品にはフッ素樹脂塗膜が斑点状に剥がれ、素地のア

ルミニウムが見えているところが無数にあった。アルミ

ニウムの素地が腐食し、孔食が発生し、それを覆うよう

に塗膜が生成されていたことから、腐食は塗装前から発

生していたもので、その上からフッ素樹脂がコーティン

グされたものと考えられた。一方、食品衛生法の方法を

参考に溶出試験を行ったところ、安全性には特段の問題

はないと考えられた。苦情同型品については、耐摩耗性、

耐食性が JIS の規格を満たしておらず、「耐摩耗テスト

50000 回クリア」との表示は、景品表示法上問題があると

考えられた。 

45 着脱式取っ手の

フライパン 

着脱式取っ手のフライパンを購入

した。調理中のフライパンに取っ

手を取り付けたところ、ゴムの溶

けるような臭いがして、取っ手が

フライパンにへばりついた。取っ

手が溶解した原因を調べてほし

い。 

取っ手が 1 回目の調理で溶解した原因は、取っ手の材料

が取扱説明書に表示されているフェノール樹脂とは異な

る熱可塑性のポリアミドであったためである。 

46 やかん ストーブで使用していたやかんの

内側から、何かが剥がれ落ちたた

め交換してもらったが、交換して

もらったやかんも同様の現象がみ

られた。商品に問題がないか調べ

てほしい。 

苦情品の内側に付着した異物は、苦情品本体の材質のス

テンレス等から剥がれ出たものではなく、水道水に含ま

れていたカルシウム、マグネシウム、ケイ素などの無機

成分が、使用するうちに苦情品の内壁や底に徐々に析出

したものであると考えられた。また、苦情同型品の表示

には使用方法によってこのような現象が発生する可能性

があることに加え、それを防止するための使用方法、手

入れ方法が明記されていた。 

47 包丁 かぼちゃを切るために包丁の峰に

人さし指を当てて力を入れたとこ

ろ、人さし指に切り傷を負った。

交換した包丁でも同様にけがをし

た。商品に問題がないか調べてほ

しい。 

苦情品 9 本の峰を観察した結果、けがをした苦情 2 本の

峰の縁は、一部を除きほぼ直角であった。また、他の苦

情品も面取り加工の仕上げの状態はおのおの異なってい

た。峰の危険性をエッジテスターを用いて調べたところ、

けがをした苦情品の峰の縁は、一部を除き、鋭利と判断

された。さらに、他の苦情品も鋭利と判断された箇所が

あった。 

48 電子レンジ・オー

ブン用調理器 

シリコン製の電子レンジ・オーブ

ン用調理器を電子レンジに入れて

使用すると異臭がする。異臭の原

因と衛生上問題となる成分が溶出

していないか調べてほしい。 

苦情品では、食材に由来すると考えられる臭いが感じら

れたが、苦情同型品では、人によっては加熱により不快

と感じる臭いがあった。苦情品及び苦情同型品について、

加熱時に発生する成分について調べた結果、特有の臭い

があり、加熱した場合に揮発し、異臭の原因となる可能

性があるアセトンやトルエン、アルデヒド類が検出され

た。なお、食品衛生法のゴム製の器具・容器包装にかか

る規格基準の材質試験及び溶出試験を行ったところ、全

ての項目で基準を満たしていた。 
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49 電子レンジ専用

調理器 

電子レンジ専用調理器で魚を調理

したら、ふたのつまみの樹脂が発

火し焦げた。危険なので発火した

原因を調べてほしい。 

苦情品のふたのつまみが発火したのは、ふたの裏に付着

した油分が徐々につまみ内に浸透し、マイクロ波によっ

て高温に達した油分で溶けた樹脂に、マイクロ波が集中

することで発火・炎上に至ったと推測される。また、つ

まみのネジが金属製、樹脂製にかかわらず同様の 

現象が確認され、問題のある商品であると考えられる。

50 スライサー スライサーでレンコンをスライス

していたら、右手薬指を切断する

大けがをした。構造上問題がない

か調べてほしい。 

苦情品は V 刃の参考品、平刃の 2 銘柄の参考品と比較し

ても、野菜等が早く小さくなる要因となる段差の高さや

たわみ量は大差なかった。また、表示にはけがの防止に

関する注意や、ホルダーの使用に関する注意があった。

51 スライサー スライサーでニンジンを初めてス

ライスしたときに、左手親指と中

指の先が削げる大けがをした。構

造上の問題がないか調べてほし

い。 

苦情品及び苦情同型品は、参考品と比べても、ホルダー

を使用する前提を考慮すれば、構造上の問題は特にみら

れなかった。 

52 スライサー 4 年前に購入したスライサーの刃

が折れて、料理の中に入ったため

気づかずに口に入れてしまった。

刃の形状、厚さや硬さ等に問題が

ないか調べてほしい。 

苦情同型品(新品時)の千切り刃については強度に劣るよ

うな点はみられなかった。苦情品が破損したのは、4年間

の使用に伴い千切り刃の右側面の前方に亀裂が生じ強度

が低下していたことが原因と考えられ、千切り刃に対し

てホルダーの角などが前方から接触する等で変形･破損

を生じ、食材加工中に段階的に延性破壊が進行し 終的

に破断したと考えられる。 

53 氷かき器(手動

式） 

手動の氷かき器でかき氷を作る際

に、別売りの製氷カップで作った

氷を使用したところ、ふたを固定

するための樹脂製の爪が破損し

て、かき氷に混入した。破損した

原因を調べてほしい。 

破損した部分はふた側の爪とかみ始める部分であり、爪

の上にバリが確認された。苦情品の破損は、氷を入れて

ふたをする際に、バリがあることで一部の爪に対して、

他の爪よりも強い力が加わったことが原因と考えられ

る。 

54 漬物容器 漬物が早くできるとうたった漬物

容器を購入したが、効果が感じら

れない。表示に問題がないか調べ

てほしい。 

発酵の指標となる乳酸菌の増加とpHの低下が起こってい

るかを調べたところ、漬けた直後から 120 分後までの間

に乳酸菌数と pH の変化はほとんどみられず、今回の条件

では発酵が促進されたとは考え難かった。 

55 浄水器  1 年前に訪問販売で長期間カート

リッジの交換が不要という浄水器

を購入した。表示に問題がないか

調べてほしい。 

一週間程度浄水器を使用しないことで、浄水器内で細菌

の繁殖が起こることがわかったが、使用上の注意には「長

時間使用しなかった場合は数分間放流してからご使用下

さい」との記載があり、試験の結果でも 2 分間水を流す

ことで内部に繁殖した細菌数は大幅に減衰できた。しか

し、苦情品は内部の汚れ具合を確認できる構造にはなっ

ていないため、浄水器内の汚染が消費者自身では確認や

除去が難しく、パンフレットに記載されているように長

期間カートリッジを交換せずに使用した場合に、衛生上

の問題が生じる可能性は否定できない。 
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56 ミネラル還元水

素水生成器 

マグネシウム合金板に活性水素が

吸蔵され、煮ても焼いても凍らせ

ても活性酸素を 3 日間抑制すると

いう「ミネラル還元水素水生成器」

を購入した。これを通した水が活

性酸素を消去するかを調べてほし

い。 

活性酸素の一種であるスーパーオキシドの消去能を電子

スピン共鳴（ESR）法で調べたところ、苦情品で調製した

水からはスーパーオキシドの消去能は認められなかっ

た。また、 依頼センターより提供された資料には、マグ

ネシウムカセットが溶けながら崩れるとあったため、苦

情品を使用して調製した水に含まれるマグネシウム量を

調べたところ、元の水道水に比べてわずかに増加するだ

けであった。 

57 全自動洗濯機 5 年前に購入した全自動洗濯機で

マット類を洗濯していたところ、

脱水時に大きな音がしてふたやバ

ネが外れた。危険なので外れた原

因を調べてほしい。 

事故時に脱水に使用したマット類が相談者から提供され

なかったため、サイズが同等のものを入手して再現テス

トを実施したが、ふたが外れるような状況は発生せず、

原因の特定には至らなかった。 

58 ドラム式洗濯乾

燥機 

ドラム式洗濯乾燥機がドアに物が

挟まっていることを示すエラーを

表示して水が漏れた。過去にも同

様の水漏れがあったことから商品

に問題がないか調べてほしい。 

苦情品に問題はみられず、ドアに物を挟み込んだ場合の

動作についても、他社のドラム式洗濯乾燥機と違いはな

かった。なお、「エラーコードを表示して洗濯が終了し

ていた｣という状態から、ドアに何か物が挟まった状態で

運転を開始したことで｢洗い｣→｢すすぎ｣の行程で水漏れ

を生じ、｢脱水｣の際に挟まった物が槽内に引き込まれか

けて、ドアを更に浮き上がらせることでのエラーを生じ

させて停止に至ったと考えられる。 

59 アイロン台 2 カ月前に購入した折りたたみ式

のアイロン台の脚を固定するプラ

スチック部分が折損した。危険な

のでプラスチック部分が折損した

原因を調べてほしい。 

苦情品のフックは何らかの原因で亀裂が生じ、その状態

でアイロンホルダーにアイロンを放置したことで亀裂が

成長し、破損に至ったと考えられる。 

60 電気掃除機 約 7 年間使っている電気掃除機だ

が、使用中に突然、ホースのプラ

スチック部分が折れた。折れた原

因を調べてほしい。 

苦情品は、経年劣化によって強度が低下したため、折れ

たものと推察された。なお、劣化の要因は、主に紫外線、

熱などが考えられる。 

61 電気掃除機 電気掃除機にパイプを立てて収納

する際に、ヘッドが滑ってバラン

スをくずし、本体にあたった指を

けがした。商品に問題はないか調

べてほしい。 

苦情品本体のフック付近に鋭利な箇所は見られなかっ

た。事故はフックにツメをかけそこねた際に、本体が動

いたため、使用者がバランスを崩し、パイプを持ってい

た手が本体のフック部に強く当たり、けがをしたものと

考えられた。なお、苦情品はフックの位置が見えにくく、

本体が動く状態でフックにツメをかけることから、使用

者がバランスを崩すことが考えられた。 

62 スチームクリー

ナー(スタンド

式） 

スチームクリーナーが使用中に突

然停止したので、プラグを抜いて

差し直そうとしたところ、プラグ

から火花が出て本体のコードの付

け根から発煙した。危険なので原

因を調べてほしい。 

コードが発煙した原因は、曲げなどの外力が長期間繰り

返し加えられたため、コードの芯線が断線してスパーク

が発生したものと考えられる。なお、苦情同型品（後継

機）は肉厚なブッシング（付け根）に変更されており、

折り曲げ等による強度の改善が図られていると考えられ

た。 
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63 スチームクリー

ナー 

スチームクリーナーを使用中、パ

イプのつなぎ目近くを持ったとこ

ろ、熱くてやけどした。危険な温

度になっていないか調べてほし

い。 

苦情品は延長パイプの接続部のＯリングが未装着であっ

たため、当該部位より漏れ出たスチーム、またはスチー

ムによって高温となったパイプに触れたことがやけどの

原因と考えられた。なお、購入後、 初に使用したとき

に発生していることや、装着されたＯリングは簡単に脱

落しないこと、また、送付された苦情品の延長パイプ、

ノズル、ブラシの内部及び梱包箱などに、脱落したＯリ

ングがなかったことから、事業者が商品の組み立て時に

Ｏリングを装着していなかった可能性が考えられた。 

64 合成洗剤と柔軟

仕上げ剤 

乾いた洗濯物から黄色っぽい粒が

落ちてくるようになった。使用し

ている合成洗剤や柔軟仕上げ剤が

関係していないか調べてほしい。

洗濯物に付着していたという粒は、比較的大きさがそろ

った球状の粒子で、合成樹脂製のものと考えられた。ま

た、この粒は水に不溶で、苦情品の合成洗剤や柔軟仕上

げ剤のろ過残さにはみられなかったことから、粒は苦情

品に由来するものではないと考えられた。なお、相談者

が使用していた洗濯機は、イオン交換樹脂が給水口付近

に備えられおり、このイオン交換樹脂が漏れて洗濯槽に

入り、洗濯物に付着した可能性が高いと考えられた。 

65 柔軟仕上げ剤 階下の住人が使用していた柔軟仕

上げ剤の臭いが強く、鼻炎、頭痛、

喉の痛みを感じるようになった。

商品に問題がないか調べてほし

い。 

苦情同型品は、洗剤のみ、あるいは微香タイプの参考品

を使用した場合に比べて、洗濯物が乾く過程で強い臭い

を感じ、放散される VOC の総量もより多かった。臭いが

強いと不快と感じ、容認できなくなる傾向がみられ、体

調の変化を感じる場合もあった。 

66 石けん 購入したネット付きの石けんで、2

枚のワイシャツの襟汚れを初めて

落としたところ、襟が破れた。石

けんに問題がないか調べてほし

い。 

ワイシャツ襟部の生地は既に摩耗しており、苦情品によ

り摩擦されたことで、 終的に破れに至った可能性が高

いと考えられた。 

67 ワックスシート フローリング用のワックスシート

を使用したところ、床が滑りやす

くなり危うく転倒しそうになっ

た。危険なので商品に問題がない

か調べてほしい。 

苦情品、苦情同型品及び参考品 1 銘柄をフローリングに

使用すると、使用しなかったときに比べ、スリッパを滑

り片とした場合は滑りやすくなったが、苦情品だけが特

に滑りやすくなったというわけではなかった。 

68 エアコン 2 年前に購入した窓用エアコンが

電源を入れてもしばらくすると停

止するので修理を依頼したとこ

ろ、内部が腐食していることがわ

かった。腐食の原因を調べてほし

い。 

エアコンの内部が腐食したのは、冷房運転時に熱交換器

のヘアピンパイプに結露する結露水のほか、ほこりなど

の付着や空気中の様々な成分が影響したものと考えられ

るが、主たる原因は特定できなかった。 

69 加湿器 2 年前に購入した加湿器のトレー

に薄茶色の粘性のあるカビ様微生

物が発生する。商品に問題がない

か調べてほしい。 

苦情品の構造上、使用環境によってはカビ様微生物が発

生する可能性は否定できないが、苦情品を使用してもテ

スト環境ではカビ様微生物の発生は再現されなかったた

め、商品に問題があるかは分からなかった。 
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70 加湿器 加湿器のコードから火花が散って

プラグの根元が断線した。危険な

ので調べてほしい。 

苦情品は、コードに過度な屈曲や機械的ストレスが加え

られたため、芯線が断線し異常発熱してスパークしたも

のと考えられた。なお、電源プラグのブッシングが同一

形状である中古の苦情同型品は、電気用品安全法に基づ

く折り曲げ試験の基準を満たしていた。 

71 扇風機 5、6 年前に購入した扇風機を就寝

中に足元に置いて使用していたと

ころ、扇風機の支柱が折れて破損

し、破片が顔に当たりけがをした。

支柱が折れた原因を調べてほし

い。 

苦情品には、モーターや羽根、カバーの重量を支えてい

るモーター外郭部の金属部品に、成型加工時に生じたと

考えられる隙間があり、強度が低い部分があった。この

ことに加え、使用中の数回の転倒などにより過大な荷重

が加わったことが支柱が折れた原因と考えられる。 

72 オイルヒーター オイルヒーターを使用したとこ

ろ、電気料金が高額になった。広

告に書かれている電気料金が本当

に正しいのか調べてほしい。 

オイルヒーターの消費電力量は、気象条件や居住住宅の

仕様（断熱性・気密性等）、使用状況など、使用環境に

大きく依存することがわかった。広告データは一例であ

り、実際に使用される環境とは大きく異なることがある

と考えられる。 

73 セラミックファ

ンヒーター 

セラミックファンヒーターのスイ

ッチを入れたところ、ボンと音が

して温風吹き出し口から出火し

た。原因を調べてほしい。 

セラミックファンヒーターの吹き出し口から火花が出た

のは、導電性の異物がヒーターの電極間に挟まり短絡状

態となっていたために、ヒーターが通電されると同時に

異物に電圧が印加されて瞬時に大電流が流れスパークし

て焼損したためと考えられた。なお、購入後 初に通電

したときに発生していることから、製造時に導電性の異

物が内部に入っていた可能性が考えられる。 

74 電気こたつ 昨年購入した電気こたつのプラス

チック製のやぐらの一部が変形し

た。変形した原因を調べてほしい。

通常の使用を想定したテストでは、苦情品、苦情同型品

ともに、異常な温度となる部位はなく、温度制御も正常

に機能しており、やぐら枠が変形した原因は特定できな

かった。 

75 電気座布団 パソコンの USB ポートに接続して

使用する電気座布団が温まらない

ので、布を切り開いて見たところ

焦げていた。危険なので原因を調

べてほしい。 

電気座布団が焦げたのは、使用の過程で内部の電源配線

が断線し、断線した導体が炭素繊維に接触して電流が流

れ、約 250℃以上の高温になったことが原因と考えられ

た。さらに、USB 配線の損傷や面状発熱体の取り付け状態

など、申し出内容以外にも製造上の問題と考えられる不

具合が見られた。 

76 石油ファンヒー

ター 

6 年前に製造された石油ファンヒ

ーターのタンクの底に穴が開き、

灯油が漏れた。漏れた原因を調べ

てほしい。 

苦情品は、何らかの原因でタンク内に水分がたまりさび

が発生し、穴が開いたものと考えられた。なお、寒暖の

差が大きな場所で石油ファンヒーターを保管すると結露

により灯油より重い水がタンクの底にたまることがあ

る。 

77 整理たんす 5 カ月前に購入した整理たんすに

大量のカビが発生した。湿気がた

まりやすい商品かどうか調べてほ

しい。 

苦情品の背面などに使用されている繊維板は、水を吸収

しやすいことから、苦情品を湿度が高く結露を生じるよ

うな状況で長期間使用したことで、湿ってカビが生じた

ものと考えられた。 
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78 カラーボックス カラーボックスを組み立てたとこ

ろ、手に湿疹が出て全身に広がっ

た。商品に問題がないか調べてほ

しい。 

皮膚刺激性、あるいは、アレルギー性炎症を増悪させる

ことがあると報告されている成分（表面から無水フタル

酸、フタル酸ジメチル、フタル酸ジブチル、揮発成分と

して 1-プロパノール、1,2-ペンタンジオール）が検出さ

れた。ヒトの化学物質に対する反応には個人差があり、

アレルギーの原因物質の確認には相談者本人によるパッ

チテスト等が必要であるため、検出された化学物質と依

頼内容の症状との因果関係は不明である。 

79 会議用机 キャスター付き会議用机の天板を

折りたたんだ状態で移動させたと

ころ、倒れてぶつかりけがをした。

倒れやすい商品か調べてほしい。

苦情品を折りたたんだ状態での転倒しやすさは、参考品 2

銘柄と比べると、重心位置が高く、天板側に偏っている

ため天板方向に転倒しやすい構造で、実際に傾斜させる

と小さい角度で転倒した。また、使用したモニターは、

天板方向に移動しようとしてキャスターが段差に引っか

かるなどすると、参考品に比べ転倒しやすいと感じてい

た。 

80 テーブル 7 年前に購入した大理石のテーブ

ルに手をついたところ、角が大き

く割れて落ちた。割れた原因と強

度に問題がないか調べてほしい。

苦情品が割れた原因は、もろくなった部分に繰り返しの

荷重が加わり、破断に至ったものと考えられた。なお、

苦情品は、JIS 規格を参考にした繰り返し荷重でもろくな

る箇所が見られたことから、強度に問題がある可能性も

考えられた。しかし、天然物ということもあり、まった

くの同型品がないこと、耐荷重の表示がないことから、

問題があるかどうかの判断には至らなかった。 

81 組み立て式テー

ブル 

取扱説明書通りの手順で棚を取り

付け、テーブルの下に潜り込んで

いたところ、突然上のテーブルが

崩れて頭に落下し負傷した。組み

立て中に崩れてきた原因を調べて

ほしい。 

外観調査の結果、苦情同型品の天板と棚板は棚受けをサ

イドフレームに引っ掛けるだけの構造であり、補強支柱

を取り付けるまでは横方向の力に弱く、非常に不安定で

危険であった。再現テストの結果、棚板を取り付ける際

にサイドフレームを横方向に押して傾けると、斜め後ろ

に傾き倒れてしまうことが分かった。 

82 椅子 4 歳の子どもがプラスチック製の

椅子に乗ったところ、椅子がひび

割れ、子どもがバランスを崩して

落下した。表示された耐荷重が正

しいか調べてほしい。 

椅子として販売されている苦情同型品は、表示されてい

た耐荷重 50kg 以上の力でも破損することはなかった。ま

た、 苦情同型品の取り扱い上の注意によると、踏み台と

して使用することは、危険な使い方と表示されていた。

83 椅子 半年前に回転する籐製の椅子を購

入し使用していたところ、脚の部

分が破損した。強度に問題がない

か調べてほしい。 

苦情品は、脚部の支柱上部に何らかの大きな荷重が繰り

返し作用し、支柱内部の木ねじが疲労破断し、破損に至

ったと推察される。苦情同型品では、JIS の強度試験等の

結果、特に問題は確認されなかった。 

84 椅子 椅子の座面と支柱パイプをつなぐ

溶接部が破断したため、使用でき

なくなった。破断した原因を調べ

てほしい。 

苦情品は、使用過程の負荷によって疲労破壊したものと

考えられた。なお、1年 7カ月の使用で破損していること

を考慮すると強度が十分ではなかった可能性が考えられ

る。 
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85 椅子 昨年購入したオフィス用椅子の右

側ひじ掛け部分が折れ、さらに左

側も折れてしまった。ひじ掛け部

分の強度に問題がないか調べてほ

しい。 

苦情同型品を用いて、JIS 規格に基づくひじ掛け部分の

強度を調べたところ、耐衝撃性は JIS の適合基準を満た

していたが、水平・垂直方向の強度はいずれも JIS の適

合基準を満たさず、ひじ掛け部分が苦情品と同様に座面

裏側のネジ止め箇所で折れることがわかった。このこと

から、苦情品は、ひじ掛け部分を座面に固定するネジ止

め箇所の強度が不足していたため、ひじ掛け部分が折れ

たと考えられる。 

86 折りたたみ椅子 座っていた折りたたみ椅子の座面

が外れ転倒し、左足首を切り、打

撲を負った。座面が外れた原因を

調べてほしい。 

苦情品は、座面を支える桟が脚フレームに適切に溶接さ

れていなかったために短期間の繰り返し負荷で破損した

ものと考えられた。また、苦情同型品は JIS 規格を準用

した強度試験で破損しなかったことから、溶接にバラつ

きがあったと考えられる。 

87 キャスター付き

椅子 

フローリングの床で、キャスター

付き椅子に座ろうとしたところ、

滑って転倒した。危険なので商品

に問題ないかを調べてほしい。 

苦情品は、ひじ掛けがキャスターの外側に大きく張り出

しているため側方安定性が悪く、特に着座時にひじ掛け

部に体重をかけると転倒しやすい商品であった。 

88 スタンドミラー 飛散防止加工が施されたスタンド

ミラーが前に倒れ、細かく割れて

破片が飛び散った。商品に問題が

ないか調べてほしい。 

苦情品は、ホームページで飛散防止加工をうたって販売

されているにもかかわらず、本体及び鏡部に飛散防止加

工が施された痕跡は確認されなかった。なお、同型品が

入手できなかったことから、単品の不良かどうかを確認

することはできなかったが、同じ販売店から購入した苦

情品とサイズ違いの参考品についても、飛散防止加工を

うたっているにもかかわらず、破片が飛び散ったことか

ら、苦情品だけの問題ではない可能性がある。 

89 ソファ 購入したソファの張り材が、購入

後数年でボロボロになり、剥がれ

落ちるようになった。剥がれ落ち

たものの材質を調べてほしい。 

苦情品の表面よりはく離したものとして提供された検体

の材質を調べたところ、ポリウレタンを主材とするもの

であり、さらにその表面にポリエステル樹脂や光沢のあ

るアクリル樹脂等が塗布されているものと考えられた。

なお、皮革の保護等のためにウレタン塗装が施されるこ

とがある。 

90 こたつ布団カバ

ー 

購入して 1 カ月間の使用で、こた

つ布団カバーの糸がループ状に何

カ所も飛び出して生地が引きつれ

た。他のこたつ布団カバーに比べ

て引きつれやすいか調べてほし

い。 

苦情品を観察したところ、飛び出していた糸の多くはモ

ール糸であり、幅方向の裾付近に集中して発生していた。

苦情品のスナッグの生じやすさは、苦情品と同様にモー

ル糸を使った参考品と比較しても大差はなく、糸を引き

抜く時の力は参考品と同程度、もしくはそれよりも大き

かったことから、参考品と比較して、糸の飛び出しによ

る布の引きつれが起こりやすいとは言えなかった。 

91 竹製のシーツ 竹製のシーツを購入し使用したと

ころ、竹のささくれが寝衣に刺さ

りちくちくした。商品に問題がな

いか調べてほしい。 

苦情品及び苦情同型品の表面にはささくれが多くみら

れ、タオルで拭いても除去できず、かえってささくれが

ひどくなって傷を負うことも考えられた。 
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92 シャワーカーテ

ン 

シャワーカーテンを購入し開封し

たところ、臭いがひどく、頭と喉

が痛くなった。臭いの原因を調べ

てほしい。 

シャワーカーテンから発生する揮発性物質を分析したと

ころ、デカン、1-（2-メトキシ-2-メチルエトキシ）-2-

プロパノール、フェノール、2-エチルヘキサノールの他、

脂肪族炭化水素類、環状炭化水素類と推定される物質が

検出された。気中濃度や吸入量によっては身体に影響を

与える可能性のある物質も含まれていた。苦情品のパッ

ケージには「新製品の臭いは無害ですが、気になる場合

は一日陰干しして下さい。」との表示がみられたが、「無

害」という表現は適切ではないと考えられた。 

93 マット フローリングの床に、ジョイント

式マットを敷いたところ、マット

が動きやすく、マットを取り除く

とフローリングも滑りやすくなり

危険であった。商品に問題がない

か調べてほしい。 

苦情品及び苦情同型品を設置した床面の滑りは、設置し

なかった床面と差がなく、使用によって、床が滑りやす

くなることは確認できなかった。 

94 電球形LEDランプ シャンデリアに取り付けていた電

球形 LED ランプのカバーが外れて

落下し、顔に当たった。危険なの

で原因を調べてほしい。 

苦情品の接着剤の状態からグローブが外れた原因は、グ

ローブ内の温度や紫外線などが複合的に作用し、接着剤

が劣化し、接着力が低下したために起きたものと考えら

れる。 

95 電球形LEDランプ 1 年前にシャンデリアに取り付け

た電球形 LED ランプの 4 個中 3 個

のカバー部分が次々落下した。原

因を調べてほしい。 

苦情品のグローブが外れた原因は、接着剤が劣化し、接

着力が低下したために起きたものと考えられるが、接着

剤が劣化した要因の特定には至らなかった。 

96 電球形LEDランプ 1年前に取り付けた電球形LEDラン

プの 6 個中 2 個のカバー部分が突

然落下した。原因を調べてほしい。

苦情品のグローブが外れた原因は、接着剤が劣化し、接

着力が低下したために起きたものと考えられるが、接着

剤が劣化した要因の特定には至らなかった。 

97 懐中電灯 充電式の懐中電灯に ACアダプター

を使って初めて充電したところ、

本体が破損した。破損した原因を

調べてほしい。 

苦情品のACアダプターは出力電圧にやや変動がみられる

ものの、特に異常は認められず、再現テストや異常を想

定したテストにおいても懐中電灯本体が破損する現象は

確認されなかった。また、相談者の申し出内容から、充

電池もしくは内部回路の初期不良の可能性が考えられる

が、苦情品の懐中電灯本体を入手することができず、原

因の特定には至らなかった。なお、懐中電灯本体にある

携帯電話用の充電端子とACアダプターの接続端子が近接

しており、コネクタの形状が同一であったことから、誤

った接続をする可能性があった。 

98 投込み湯沸し器 投込み式湯沸し器を使用している

が、故障して湯が沸かなくなり修

理しても再発を繰り返す。商品に

問題がないか調べてほしい。 

苦情同型品では苦情品のような故障は確認できなかっ

た。しかし、苦情同型品は「電気用品安全法に基づく技

術基準」の平常温度上昇試験を満たしていたものの、一

部に定格外の部品が使用されていたり、異常作動が確認

されたことから、問題があるものと考えられた。 
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99 衣類用のコーテ

ィングスプレー 

衣類用の UVをカットするというコ

ーティングスプレーを購入し、室

内で使用したところ、肺傷害等を

発症し、入院した。商品に問題が

ないか調べてほしい。 

苦情品には、はっ水効果のあるシリコン樹脂が配合され

ており、微粒子の存在率や付着率から防水スプレーと同

様に呼吸器系の中毒事故を引き起こす可能性があり、使

用には注意が必要な商品であると考えられた。しかし、

注意表示が目立つように記載されておらず、消費者が表

示を見逃し、十分な注意を払わずに使用してしまう可能

性があり、商品に問題があると考えられた。 

100 踏み台 約 10年前に購入した踏み台から降

りる時に、足を下ろしたら踏み板

が外れて転落し、腰部を強打した。

踏み板が外れた原因を調べてほし

い。 

苦情品の踏み板は、約 10 年の繰り返しの負荷によって

徐々に破壊が進行(疲労破壊)し、右側が先に破断したと

考えられた。なお、破断の原因は使用状況が不明なこと

や同型品(新品)による強度試験ができなかったことから

特定できなかった。 

101 電動ドライバー 電動ドライバーの AC アダプター

が、充電中に熱くなり、コードの

接続部がショートした。危険なの

で、商品に問題がないか調べてほ

しい。 

電動ドライバーの AC アダプターが発熱した原因は、出力

部のコードのショートにより、仕様を超える電流が流れ

たためと考えられる。コードのショートに関しては、出

力側ブッシングの箇所でコード被覆が切れて露出してい

ることから、繰り返しの屈曲や過度な折り曲げによる機

械的ストレスなどが原因と考えられた。 

102 給油ポンプ 給油ポンプから灯油が漏れ、床が

ぬれた。灯油が漏れた原因を調べ

てほしい。 

灯油が漏れた原因は、吐出ホースの蛇腹の谷間の部分に

外力によると考えられる小さな穴が生じていたためであ

った。相談者は苦情品を 2 回の使用と極めて少ないこと

から、購入以前に穴が開いていた可能性が考えられるが、

製造、流通、使用の、どの段階で穴が生じたのか特定す

ることは困難である。 

103 カセットボンベ

とバーナー 

カセットボンベ式バーナーが火力

調整時に緩み、やけどした。カセ

ットボンベまたはバーナーの構造

に問題がないか調べてほしい。 

苦情品（バーナー）は、ボンベホルダーの 3 カ所のプラ

スチック部とバルブとの隙間が苦情同型品に比べて広く

なっているため、バーナーの固定が緩みやすかった。ま

た、苦情品（バーナー）は火力調整のためのハンドルの

回転方向とバーナーの取り外し回転方向が一致している

ため、バーナーの固定が緩んでしまう構造上の問題があ

った。 

104 カセットボンベ

とバーナー 

バーナーをカセットボンベにセッ

トしたところ、接続部よりシュー

と音がした。ガスが漏れているの

か、商品に問題がないのか調べて

ほしい。 

苦情品は、外観上、バーナーとボンベの接続部（Ｏリン

グ）等に異常がなく正常に燃焼し、気密性のテストでも

ガスは漏れていなかった。 

105 ごみ袋 購入したごみ袋が以前使用してい

たごみ袋より破れやすいので、強

度に問題がないか調べてほしい。

以前使用していたごみ袋と購入したごみ袋を比較する

と、以前使用していたほうが若干引張強度の点で勝った

が、いずれのごみ袋も JIS 規格に定められた基準を満た

していた。 
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106 ガソリン（レギュ

ラー） 

以前から利用していたガソリンス

タンドのガソリンを農機具に給油

したところ、農機具のエンジンの

掛かりが悪くなったり、掛からな

くなったりして調子が悪くなっ

た。ガソリンの品質に問題がない

か調べてほしい。 

苦情品は「揮発油等の品質の確保等に関する法律(品質確

保法)」に準じた品質試験(10 項目)の全ての項目で規格を

満たしており、問題はなかった。 

107 アルカリ乾電池

（単 3形） 

デジタルカメラに入れた新品のア

ルカリ乾電池が、1 週間で液漏れ

し、その液で手指がただれた。ア

ルカリ乾電池に問題がないか調べ

てほしい。 

苦情同型品を相談者が使用していたデジタルカメラに入

れて 1 カ月以上放置しても液漏れは再現しなかった。液

漏れの原因として苦情品に何らかの不具合があったこと

も考えられるが、原因の特定には至らなかった。なお、

相談者が使用していたデジタルカメラに苦情品を液漏れ

させる要因はみられなかった。 

108 アルカリ乾電池

（単 3形） 

アルカリ乾電池が液漏れし、バイ

クレースで周回数やタイムを計る

機械が正常に作動しなくなった。

アルカリ乾電池に問題がないか調

べてほしい。 

苦情品が液漏れした原因は、4本中 1本の電池を逆装てん

したことによって、その電池が充電される状態となり、

内部にガスが異常発生して内圧が高まったためと考えら

れた。 

109 アルカリ乾電池

（単 3形） 

リモコンが発熱していたので、中

に入っていたアルカリ乾電池を外

した。電池は液漏れし、リモコン

も変形していた。電池が液漏れし

た原因を調べてほしい。 

液漏れした乾電池には、負極端子側で正極が削られた跡

があること、また、同型品で負極端子と正極をショート

させると異常発熱し、リモコンが変形するなど類似した

状況が確認されたことから、何らかの理由でコイルばね

端子により負極側の外装ラベルの一部が破れてショート

し、発熱・液漏れ・リモコンの変形が生じたものと考え

られた。 

110 アルカリ乾電池

（単 3形） 

新品のアルカリ乾電池を保管して

いたところ液漏れした。液漏れし

た原因を調べてほしい。 

苦情品のひとつは転極していたため、液漏れの原因とし

て何らかの原因で通電が続き過放電した可能性も考えら

れるが、原因の特定には至らなかった。また、もうひと

つの苦情品は、電圧が低下していたことから、長期保管

による自然放電も考えられるが、液漏れした原因の特定

には至らなかった。 

111 リチウムポリマ

ー電池 

ラジコンヘリコプターを飛行させ

ていたところ、搭載したリチウム

ポリマー電池が発火した。リチウ

ムポリマー電池が発火した原因を

調べてほしい。 

苦情品が発火した原因は、ラジコンヘリコプターを操縦

中に、苦情品とモーターが接触、損傷したことで、苦情

品の内部の 3 つのセルのうち、モーターに も近接する

セルがショートして発火した可能性が考えられた。なお、

当該ラジコンヘリコプターのモーターと充電池が搭載さ

れる部位は非常に近接しており、誤って接触した状態で

使用される可能性も考えられる。 

112 紳士ズボン スーツのズボンを数回着用したと

ころ破れたため、交換や補修して

もらったが、再度破れてしまった。

商品に問題がないか調べてほし

い。 

苦情品の破れを観察した結果、引き裂き等により、よこ

糸がほとんど切れていた。また、内側には補修する際に

使用したと考えられる布片が縫い付けられており、補修

の跡がみられた。引裂強さを JIS 規格の方法により調べ

た結果、よこ方向の引裂強さは「JIS L 4107」の基準値

をわずかに下回り、弱いことが分かった。 
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113 紳士用ダウンジ

ャケット 

紳士用ダウンジャケットを着用中

に、フードのゴムひもの先端に取

り付けられているストッパーが左

目に当たり負傷した。商品に問題

がないか調べてほしい。 

苦情品、苦情同型品のフードの引きひもはおよそ 35～

70cm の長さで、またゴム製のため、引っ張られた場合、

先端のストッパーが目を直撃する危険性があることがわ

かった。なお、その威力は東京都青少年健全育成条例に

定められたエアソフトガンの威力の規制値とほぼ同等で

あった。今回の事故の詳細は不明であるが、引きひもが

長さのあるゴムひもであったことが原因と考えられる。

114 紳士コート 1 年前に購入した革製の紳士コー

トを着用しようとしたところ破れ

た。破れた原因を調べてほしい。

苦情品の引張切断荷重、伸び率、引裂荷重を調べたとこ

ろ、平均値では JIS の基準を満たしていたものの、天然

のものであるため必ずしも均質でない革から採取した試

験片の中には、基準を下回る部位もあったことから、こ

のような部位から、破れが起こった可能性も考えられた。

115 はんてん はんてんから細かな羽毛が吹き出

し、室内に舞ったため、3日間せき

こんだ。羽毛が吹き出しやすいか

調べてほしい。 

苦情品は羽毛が吹き出しやすい状態であった。苦情同型

品については羽毛が吹き出しやすいとは言えないが、構

造からみて使用を継続することで、羽毛が吹き出す可能

性は否定できないと考えられた。 

116 婦人ズボン 婦人ズボンを購入したが、綿の肌

触りが感じられない。商品の組成

表示が適正かどうか調べてほし

い。 

苦情品の混用率を調べたところ、表示された混用率との

誤差が、家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程に

定められた許容範囲内であった。 

117 婦人ブラウス 婦人ブラウスを購入したが、綿の

肌触りが感じられない。商品の組

成表示が適正かどうか調べてほし

い。 

苦情品の混用率を調べたところ、綿 77％、ナイロン 20％、

ポリウレタン 3％の表示に対し、綿 71.1％、ナイロン

25.6％、ポリウレタン 3.4％であり、家庭用品品質表示法

繊維製品品質表示規程に定められている誤差の許容範囲

(±4％)をわずかに超えていた。 

118 婦人カーディガ

ン 

黒色の婦人カーディガンを初めて

着用し、自動車に乗車したところ、

シートに移染した。さらに皮膚に

も色が付着し、湿疹と激しい痛み

が生じた。商品に問題がないか調

べてほしい。 

苦情品の摩擦に対する染色堅ろう度は、乾燥、湿潤のい

ずれの条件下でも、「一般衣料品」の JIS 規格の基準を

下回っており、摩擦によって色落ちしやすいものであっ

た。なお、ホルムアルデヒドやアレルギーの原因ともな

る金属元素は検出されず、アレルギー誘発性分散染料に

ついても「エコテックス規格 100」に定められている 20

物質は検出されなかった。湿疹等の原因については、相

談者本人によるパッチテスト等で調べる必要がある。 

119 婦人下着 ショーツを色違いで 3 色購入した

ところ、ブルー色のショーツをは

くと左脚の付け根にかゆみが生じ

る。原因を調べてほしい。 

ゴム及び生地の締め付けの強さは、問題なく使用してい

たという同型品と比較し目立った差異は認められず、ア

レルギー誘発性染料も検出されなかったことから、苦情

品をはいてかゆみが生じた原因は不明であった。 

120 ブラジャー 3 枚セットのブラジャーを購入し、

約 1 カ月着用したところで、黒い

しみが縫い目が当たる両脇にでき

ているのに気づいた。商品に問題

がないか調べてほしい。 

使用者の両脇のしみの位置は、苦情品の裾の縫い合わせ

部(縫い目)の位置とほぼ一致していたことから、しみの

発生は苦情品が原因となった可能性が高いと考えられ

た。苦情品を着用すると裾部分は体に密着していなかっ

たが、体の動き等によって、縫い合わせ部から飛び出し

ていたナイロン糸や、生地の重なりで硬くなっていた部

分が繰り返し皮膚に接触、摩擦していた可能性があった。
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121 スパッツ スパッツを購入したところ、小さ

くて着用できない。サイズ表示が

適切かどうか調べてほしい。 

苦情同型品の生地の伸び率は特に小さいということはな

かった。モニターテストでは、モニターとなった 6 名全

員が着用できていたものの、着用時にきつさや息苦しさ

を感じる人がいたことや、半数が今後「はきたいと思わ

ない」と回答していたことを勘案すると、サイズ表示が

適切であるとは判断できなかった。 

122 失禁パンツ 購入した失禁パンツを使用したと

ころ尿が漏れる。吸収量の表示に

問題がないか調べてほしい。 

実際の着用状態を想定し、2銘柄の苦情品、苦情同型品に

ついて、人工尿を滴下し、漏れがみられるまでの滴下量

やその様子を調べた。その結果、1銘柄は表示よりも大幅

に少ない量で漏れが発生した。もう 1 銘柄の苦情品も漏

れたが、吸収量の表示がなかったため、表示の適否は判

断できなかった。 

123 婦人靴 購入した婦人靴（ハイヒール）を

初めて履いて外出したときに、階

段を下りたら左足首がガクッとな

り捻挫した。その後靴を確認した

ところ、ヒールの取り付け部分に

隙間が生じていた。ヒールの取り

付けの強さに問題がないか調べて

ほしい。 

苦情品の変形していなかった右足のヒールと苦情同型品

のヒールの取り付け強さは、海外の文献によると、苦情

同型品の左足は「問題を起こす可能性があるレベル」に

該当することになる。また、苦情品はヒールの高さが同

等の参考品と比較してもヒールの取り付け強さが弱かっ

た。 

124 婦人ショートブ

ーツ 

昨年購入したショートブーツが 10

日間ほどの使用で、靴底が剥がれ

てしまった。靴底の取り付け強さ

に問題がないか調べてほしい。 

苦情品の甲皮と表底の接着は、参考品と比べると不均一

で接着面積も小さい傾向にあった。さらに、安全靴の JIS

規格を準用して表底の剥離強さを調べたところ、表底全

体とかかと部分の剥離強さも参考品より弱かった。 

125 婦人用ブーツ 婦人用ブーツを毎日履いていたと

ころ、約 1 カ月後に右脚のくるぶ

しからひざ下まで湿疹が現れた。

また、背中・首の付け根・腕の付

け根もブツブツがあり、かゆくな

った。商品に問題がないか調べて

ほしい。 

苦情品から検出された 2,4-ジアミノトルエンやその他の

染料成分等によってアレルギー症状が引き起こされた可

能性があると考えられた。2,4-ジアミノトルエンや染料

等に感作されていた場合には、染毛剤に含まれる p-フェ

ニレンジアミンや、繊維製品、皮革製品の特に濃色のも

のに多用される染料等にも交差反応してアレルギー症状

が出るおそれがあるため、注意が必要である。 

126 運動靴 3 回目の使用で、雨の日に運動靴を

履いていて転倒し骨折した。履い

ていた運動靴の滑りに問題がない

かどうか調べてほしい。 

苦情品及び苦情同型品について、参考品（ウオーキング

用として販売されていた 3 銘柄）と靴底の滑りを比較し

たところ、動摩擦係数は参考品 3 銘柄の平均と同程度で

あった。 

127 運動靴 購入した運動靴で軽度の農作業を

行っていたところ、2週間ぐらいで

運動靴の合成皮革部分が破損し

た。甲部の合成皮革部分の強度に

問題がないか調べてほしい。 

苦情同型品について甲材料の耐屈曲性試験を行ったとこ

ろ、常温時では、参考品 2 銘柄と比較して、少ない屈曲

回数で樹脂や基布に亀裂が生じた。さらに、低温で同様

の試験を行ったところ、苦情同型品、参考品 2 銘柄いず

れでも、常温時より少ない屈曲回数で亀裂が生じたが、

苦情同型品は、より大きな亀裂が生じていたことから、

参考品に比べ甲材料に亀裂が生じやすいと考えられる。
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128 ウオーキングシ

ューズ 

ウオーキングシューズのかかとが

破れて、プラスチックの芯が内側

に出てきた。ウオーキングシュー

ズに問題がないか調べてほしい。

約 2 年間使用している苦情品のかかと内側の布地の破れ

は、脱ぎ履きや歩行時に生じる繰り返しの摩擦によるも

のと考えられた。苦情同型品の構造や表示には問題は確

認されなかった。 

129 子ども用運動靴 子ども用運動靴を購入し、2 歳 6カ

月（当時）児に履かせていたとこ

ろ、2カ月後に右足の中指が人さし

指の上に重なるようになっている

ことに気がついた。商品に問題が

ないか調べてほしい。 

苦情品の右足用の靴の先端部には、苦情品の左足用の靴、

苦情同型品等にはみられない異常な隆起がみられ、つま

先部分の空間が狭くなっていたことから、苦情品の右足

用の靴には問題があると考えられた。 

130 雨靴 2 カ月ほど前に購入した雨靴が短

期間の使用でひび割れが発生し、

靴の中に水が入るようになった。

商品に問題がないか調べてほし

い。 

靴の甲材料の屈曲性は ISO 規格を満たしていたが、実使

用を想定して足指の付け根付近で連続的に靴を屈曲させ

る試験を実施したところ、男性が半月程度使用した歩数

に相当すると推定される屈曲回数までに甲部に割れが発

生した。 

131 長靴 履き始めて 1～2週間で、長靴の甲

のあたりから水がしみた。長靴の

防水性に問題がないか調べてほし

い。 

苦情品に水を入れたところ 5 銘柄全てで水漏れが認めら

れた。このうち苦情同型品が入手できた 3銘柄について、

JIS 規格による防水性試験を実施した結果、空気漏れ（水

ぬれ）は認められなかった。しかし、長靴の断面を観察

したところ、苦情品 2 銘柄だけでなく新品の苦情同型品

の中にも、甲材と本底間の隙間や、甲材の分離があった

ことから、苦情品においても、これらの箇所の接着が十

分ではなく、使用過程で亀裂が生じやすかったことが考

えられた。 

132 長靴 購入したゴム長靴を田植え作業で

7回ほど使用したところ、そのつど

赤く腫れてかゆみが出た。商品に

問題がないか調べてほしい。 

苦情品からは、皮膚刺激性もしくは感作性のある物質が

複数検出されたが、いずれも通常、ゴムの添加剤や接着

剤として使用される可能性のある成分であった。相談者

がこれらの成分に対して、何らかのアレルギーを有して

いる可能性が考えられた。相談者の苦情品に対するアレ

ルギーの有無を確認するには、皮膚科専門医等によるア

レルギーテストが必要である。 

133 婦人用サンダル 黒色のスエードのサンダルを購入

し使用したところ、履くたびにス

トッキングや足に色が移る。色落

ちしやすい商品かどうか調べてほ

しい。 

苦情同型品のサンダルの摩擦に対する染色堅ろう度は、

乾燥、湿潤のいずれの条件下でも、「くつ用革」の JIS

規格の基準を下回っており、摩擦によって色落ちしやす

いものであった。苦情同型品の取扱説明書等には、湿気

等により色落ちする場合があることなどが記載されてい

た。 

134 バッグ 自転車で走行中にウエストバッグ

の腰ベルトのバックルが外れて落

下し、腰ベルトが後車輪に挟まり

転倒し骨折した。バックルが外れ

やすいか調べてほしい。 

苦情品は、外部から押されると片爪が外れる状態であっ

た。事故時にバッグが落下したのは、外部からバックル

の爪が押され、バックルが外れたことが原因である可能

性が高いと考えられた。 
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135 手さげバッグ 購入した手さげバッグから異臭が

し、陰干ししても取れない。臭い

の原因を調べてほしい。 

モニターテストでは弱い臭いとされた苦情品に対し、新

品の苦情同型品は臭いが強く不快で、ほぼ全員が積極的

に使用したくないと回答した。購入から既に時間が経過

し、陰干しなどを行った苦情品では、未使用の苦情同型

品に比べて放散される揮発性成分は少なかったが、両者

から印刷のインクやバッグ素材の樹脂に由来するものと

考えられるイソホロン、シクロヘキサノン、ナフタレン

等が放散されていた。 

136 子ども用ネック

レス 

首の後ろがチクチクしたので、か

けていた子ども用ネックレスのひ

もの両端を持って首の後ろをかい

たら傷ができてしまった。ひもに

問題がないか調べてほしい。 

苦情品及び苦情同型品のひもの形状を観察したところ、

形状に差異はなく、皮膚に刺激を与えそうな突起や繊維

の飛び出しはみられなかった。また、苦情品及び苦情同

型品のひもを指でしごいたところ、特にひっかかるよう

な刺激は感じられなかった。通常の使用では、ひもが直

接皮膚に触れていても皮膚等を傷つけることはなく、ひ

もに問題はないと考えられた。 

137 ストール インターネットでカシミヤ 100％

のストールを購入した。生地の手

触りがカシミヤとは思えないの

で、商品の組成表示が適正かどう

か調べてほしい。 

カシミヤ100 %とうたわれた苦情品の混用率を調べたとこ

ろ、アクリル 100 %であった。これは、苦情品の縫い付け

ラベルや販売者からの送付状にみられた繊維の組成の表

示とは異なるものであり、家庭用品品質表示法に抵触す

るおそれがあると考えられた。また、この商品を購入し

たインターネット上の広告、表示及び縫い付けラベルの

表示が、実際の混用率と異なっていたことから、景品表

示法に抵触するおそれもあると考えられた。 

138 紳士用ベルト 購入した革ベルトを使用したとこ

ろ、ズボンとの接触部分に毛羽立

ちが生じた。ベルトに問題がない

か調べてほしい。 

外観観察からベルトのざらつきと、ズボンが毛羽立ちや

すい材質であったことが、ズボンに毛羽立ちを生じさせ

た原因であると考えられた。毛羽立ちが生じるかどうか

は、衣料品によっても異なるため、一概に苦情品に問題

があるとは言い難いと考えられた。 

139 紳士用ベルト クロコダイル革の紳士用ベルトを

購入したが、手触りが柔らかく、

ワニ革ではなく型押し革に見え

る。ワニ革かどうか調べてほしい。

サイズ調整の際に苦情品を一部カットしたという端切れ

について、電子顕微鏡により断面を観察した結果、ワニ

特有の繊維構造が確認されたことから、苦情品の表革は

ワニ革であると考えられた。 

140 婦人用ベルト 昨年購入した合成皮革の婦人用ベ

ルトのベルト穴に亀裂が入り、使

用できなくなった。亀裂が入った

原因を調べてほしい。 

苦情品は、外表面が硬いことが原因となって亀裂が起こ

ったものと考えられた。苦情品の新品時の状態が不明で、

製造直後から硬かったのか、保管中に硬くなったかまで

は不明であった。 

141 手袋 ポリエステル・ポリウレタンの手

袋を着用したら、手がヌルヌルし、

石油臭がひどい。商品に問題がな

いか調べてほしい。 

苦情品をはめてみると、手に石油臭とスベスベするよう

な感触が残った。揮発性成分として酢酸、プロピレング

リコール、ヘキサナール、トルエン、炭化水素類、シロ

キサン類が確認された。トルエン、炭化水素類は、石油

臭があり、シロキサン類、炭化水素類は潤滑剤としても

使用される。これらの成分が、石油臭やスベスベする感

触の原因と考えられた。 
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142 サングラス サングラスを通して見た画像が、

通さないで見た画像に比べて鮮明

に写って見えるサングラスを通信

販売の広告を見て購入したが、鮮

明さが広告と違っていた。広告の

内容に問題がないか調べてほし

い。 

広告内容はほとんどがイメージ映像によるものであった

ため、同条件での試験はできなかったこと、他銘柄との

比較に基づく優位性については、その根拠である比較対

象が明確ではなかったことから、広告の内容に問題があ

るかは判断できなかった。苦情同型品の光学的特性につ

いては、表示通りのものであり問題はみられなかった。

なお、苦情同型品と参考品 2 銘柄の間に具体的な見え方

の差は感じられなかった。 

143 目薬 約 2 カ月前に購入し使用していた

目薬が、ふたを開けたときにボロ

ボロと粉状に欠けてきた。ふたの

材質や強度に問題がないか調べて

ほしい。 

苦情品は、ふたが十分に閉まっていなかった、ふたを回

し過ぎたなどの要因で凸部に想定よりも強い力が加わっ

て亀裂が生じ、それが破損につながったものと考えられ

た。消費者がこの商品を使用する際に、ふたを十分に閉

めなかったり、多少ふたを強く回し過ぎることは十分に

考えられた。なお、苦情品よりも使用期限が後のものに

ついては、ふたの材質や本体の凸部の形状が変更されて

おり、力が加わった時の柔軟性や耐薬品性に関しては改

善がみられた。 

144 電子血圧計 手首式の電子血圧計の数値にバラ

ツキがある。測定値に問題がない

か調べてほしい。 

苦情品は苦情同型品及び参考品と比較して測定結果にほ

とんど差がなく、測定値に問題があるとは言えなかった。

145 眼鏡 購入した子ども用眼鏡の鼻あてパ

ッドが取れたり、パッド足が折れ

た。買い換えた眼鏡も 1 カ月以内

に同様に折れた。強度に問題がな

いか調べてほしい。 

関連するJIS規格を参考にパッド足の強度を調べた結果、

苦情品、苦情同型品のいずれも 5N(約 0.5kgf)の力を加え

ても変形、破損することがなく、特に問題はないと考え

られた。 

146 生理用ナプキン 生理用ナプキンに黒い硬い異物が

混入していた。異物が何か調べて

ほしい。 

異物は苦情品の表面材及び不織布シートの内側にある吸

収体表面に付着しており、表面材に破れた箇所や隙間等

はみられなかった。異物の素材を調べたところ、異物は

綿繊維にオレフィン系ポリマー等の高分子化合物が付着

したものであると考えられた。異物は製造工程で付着し

たものであると考えられるが、生理用ナプキンの材料に

由来するものなのか、何らかの不純物が混入したものか

は不明である。 

147 化粧品 5 カ月前から美容液マスクを使用

していたところ、顔が真っ赤に腫

れ上がった。商品に問題がないか

調べてほしい。 

化粧品基準で 大配合量が定められ、アレルギー性接触

皮膚炎の報告のあるフェノキシエタノールとメチルイソ

チアゾリノンが成分表示にみられたことから、濃度を調

べたところ、問題となる濃度ではなかった。しかしなが

ら、美容液中の何らかの成分に感作した可能性が考えら

れた。アレルギー成分を特定するためには、相談者本人

によるパッチテストが必要である。 
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148 化粧品 美容液マスクを使用後に屋外作業

をして日を浴びたところ、貼って

いた顔と首が赤く腫れ、黒ずみが

残った。 

光毒性を調べたところ、未開封の苦情品の液に光毒性は

認められなかった。また、苦情品の表示成分は、一般的

に化粧品に使用される化合物と、たん白成分、植物由来

成分であった。なお、苦情品の成分によるアレルギーの

可能性も考えられるが、原因物質を特定するためには、

相談者本人によるパッチテスト等が必要である。 

149 化粧品 購入した化粧品を使用すると、漂

白剤のような異臭がし、気分が悪

くなる。商品に問題がないか調べ

てほしい。 

モニターテストにより「花のような」「甘いような」臭

いが確認されたが、「漂白剤のような」異臭は確認され

なかった。また、苦情品及び苦情同型品から発生する揮

発性成分を分析したところ、「漂白剤のような」臭いを

有する成分は検出されなかった。 

150 シャンプー 子ども用のシャンプーが垂れて目

に入り、角膜びらんを発症した。

シャンプー液に問題がないか調べ

てほしい。 

「目にしみにくい」等の表示のある苦情品について、ウ

サギを用いて眼刺激性を調べたところ、苦情品を原液の

まま点眼した場合、角膜混濁等の刺激性がみられたこと

から、人の場合でも原液が目に入った場合には、障害が

現れる可能性があると考えられた。 

151 ヘアトリートメ

ント 

保管していたヘアトリートメント

を使い始めたところ、異臭がし色

も異なっていた。商品が通常品と

同じものか調べてほしい。 

苦情品は色合い、粘度、臭いが同型品とは異なっている

ことが目視等により確認できた。また、苦情品と同型品

は混ざり合わず、大きく異なる性質を持つ液体であった。

苦情品は、pH が 2.6 と強い酸性を示し、過酸化水素、エ

タノール、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカ

メチルシクロヘキサシロキサン、ジメチルアルキルアミ

ン、リン酸またはその塩類が含まれていると考えられ、

表示に記載のない成分が多数検出されるなど、同型品と

は異なる液体が入っていた。 

152 ヘアクリーム 毛染めができると言われてもらっ

た外国製のヘアクリームの一部

を、アルミ箔に絞り出し持ち帰っ

たところ、アルミ箔が溶けた。成

分には酢酸鉛と表示されている。

鉛の含有量を調べてほしい。 

酢酸鉛が配合されているとの表示がある苦情品につい

て、酢酸鉛を構成する酢酸及び鉛の含有率を調べたとこ

ろ、酢酸が 0.34 %、鉛が 0.30 %であった。国内では酢酸

鉛の化粧品への配合が禁止されており、このような商品

が国内で販売されているとすれば、販売者が薬事法に抵

触するおそれがあると考えられた。 

153 染毛料 トリートメントの染毛料を使用し

たところ、頭に湿疹ができ、顔が

腫れ、身体にも湿疹ができパッチ

テストも陽性だった。酸化染料が

含まれていないか、皮膚刺激性が

あるかどうか調べてほしい。 

酸化染料は検出されず、皮膚一次刺激性試験では無刺激

性と評価され、顕著な危険性があるとまでは言えないと

考えられた。相談者によるパッチテストの結果と医師に

よる診断結果の情報から、商品を使用、あるいは繰り返

し使用していくうちに感作が誘導されたと考えられた。

154 染毛剤 泡タイプの染毛剤を使用していた

ところ、液が目に入ったため、眼

科で治療した。染毛剤が液垂れし

やすいか調べてほしい。 

苦情同型品を人毛の毛束に使用した際に液垂れはみられ

なかったが、参考品の 3 銘柄に比べて泡から水分が染み

出しやすく、スプレー回数が増えると泡のコシが弱まっ

て広がりやすかった。 
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155 ヘナ配合の白髪

染め 

ヘナ配合の白髪染めを週 1、2回の

頻度で使用していたところ、頭皮

に痛みが出て、毛が抜けるように

なった。酸化染料が配合されてい

ないか調べてほしい。 

苦情品及び同型品について、アレルギーの原因ともなる

酸化染料が含まれていないかを薄層クロマトグラフ法に

より調べたところ、いずれからも酸化染料は検出されな

かった。この商品のように天然成分を原材料とする化粧

品であっても、アレルギーが起きる可能性は否定できな

いため、使用前には必ずパッチテストをすることが必要

と考えられた。 

156 馬油のクリーム 2～3 年前、子どものアトピー性皮

膚炎に馬油のクリームを塗り、漢

方薬を飲んできれいに治った。馬

油のクリームは継続してかゆいと

ころに塗り続け、皮膚炎が悪化す

ると漢方薬を飲んでいた。 近、

これまでのように治らずうみが出

るようになった。馬油のクリーム

にステロイドが含まれていないか

調べてほしい。 

これまでに化粧品での検出事例のある成分を中心に 7 種

類のステロイド(プロピオン酸クロベタゾール、フルオシ

ノニド、ジプロピオン酸ベタメタゾン、吉草酸ベタメタ

ゾン、プロピオン酸ベクロメタゾン、デキサメタゾン、

プレドニゾロン)が苦情品に含まれていないかを調べた

ところ、いずれの成分も検出されなかった。 

157 ヘアブラシ カールをつけるヘアブラシを使用

してドライヤーで髪をセットして

いたところ、髪が焦げて切れた。

ヘアブラシがドライヤーの温風に

よって異常に熱くなるか調べてほ

しい。 

苦情品をドライヤーによって加熱した場合、ドライヤー

とヘアブラシの距離を相談者の申し出の 10cm より近い

5cm に近づけても、ヘアブラシの温度は約 125℃にしか到

達しなかった。毛髪サンプルを用いた再現実験でも、毛

髪が切れることはなく、事故のような状況は確認できな

かった。 

158 ヘアドライヤー ヘアドライヤーを使用中、パンと

いう音がして火花が出て、衣服が

焦げた。また、電源コードの根元

が切れた。原因を調べてほしい。

苦情品の電源コードの断線は、コード内の芯線が断線し

て同極間の接触または異極間の短絡でスパークが発生し

たことが原因と考えられる。芯線が断線したのは、電源

コードへ折り曲げによる負荷が繰り返し加わった可能性

が考えられる。なお、電源コードの強度に問題はなかっ

たものの、苦情同型品には電源コードのドライヤー本体

根元付近に保護チューブがあり、折り曲げ等による強度

の改善が図られていると考えられた。 

159 電気かみそり 電気かみそりを使用中にヘッドが

外れ危険であった。外れやすい商

品かどうか調べてほしい。 

使用時に左右方向に力が加わるとヘッドが外れるとのこ

とであったが、苦情品及び苦情同型品は、他の方向と比

較して、左右方向に力を加えたときの方が特に外れやす

いということはなかった。また、通常の使用方法を想定

したモニターテストの結果、使用中にヘッドが外れるこ

とはなかった。 

160 歯ブラシ 歯ブラシを 3 日間使用したら口腔

内と顔が腫れるなどの症状が現れ

た。歯ブラシから溶出してくる成

分を調べてほしい。 

苦情品及び苦情同型品は、JIS S3016「歯ブラシ」で定め

た「食品添加物等の規格基準」を準用した溶出試験及び

材質試験において、衛生上問題とされる量の有機物やカ

ドミウム及び鉛は確認されず、金属アレルギーの原因と

して知られている金属の溶出も確認されなかった。 
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161 歯ブラシ 1 カ月前に購入した幼児用の歯ブ

ラシの柄が使用中に折れ、断面が

鋭利で危険であった。強度に問題

がないか調べてほしい。 

苦情品の耐久性や強度に問題はみられなかった。苦情品

が破断したのは、ヘッド部をかんだ状態でハンドル部に

表側から衝撃的な力が加えられたなどの原因が考えられ

る。 

162 電動歯ブラシ 2 年前に購入した電動歯ブラシで、

替えブラシがわずか 1 カ月でぐら

ぐらになり、ブラシと軸の隙間に

上唇小帯が挟まるようになった。3

度替えブラシを交換してもらった

が、同じ現象になる。商品に問題

がないか調べてほしい。 

苦情品のブラシは毛先が比較的大きく広がっていたこ

と、ブラシの回転振動部にある金属製の芯やガイドは苦

情品では摩耗・変形があったが、苦情同型品による実使

用試験では摩耗・変形が確認できなかったことなどから、

苦情品は使用する際に過度な力をブラシ部分に加えるな

どしたため、芯やガイドが摩耗や変形をして隙間が大き

くなり、上唇小帯が挟まったものと考えられた。 

163 電動歯ブラシ 電動歯ブラシと替え歯ブラシのセ

ットを購入し 1回使用したところ、

ブラシヘッドの毛が抜けた。商品

に問題がないか調べてほしい。 

苦情品の飛び出していた毛には潰れが確認されたことか

ら、口の中で何かに挟まれて引っ張られたと考えられた。

一方、苦情品や苦情同型品の毛止め強度は参考品 2 銘柄

と比較しても低いということはなく、商品に問題がある

とは言えなかった。 

164 美容用具 ローラータイプの美容用具（充電

式）を顔に使用したら、頬がひり

ひりした。商品に問題がないか調

べてほしい。 

相談者の頬にできた三日月様の傷は、テストで本体を傾

けて使用したときに粘土にできた軌跡に似ていた。苦情

品は皮膚が著しく柔らかいと皮膚を傷める可能性があ

り、十分な注意が必要であるにもかかわらず、顔への使

用に関する注意表示が不十分であった。 

165 理美容具 炭酸ガスを使用する理美容具を購

入した。カートリッジを交換する

際にうまく取り付けられず、突然

勢いよくガスが漏れ、危険であっ

た。商品に問題がないか調べてほ

しい。 

苦情品と後継機のレギュレーターに、炭酸ガスカートリ

ッジを斜めの状態で取り付けようとすると、先端の O（オ

ー）リングとリングが外れることがわかった。外れた O

リングとリングが残ったままで、新しい炭酸ガスカート

リッジを取り付けると、苦情品ではわずかなガス漏れが

起きた。取り付けは手で行うため、ガス漏れが起きると、

炭酸ガスカートリッジが非常に低温になり、凍傷などの

危険があると考えられた。 

166 ジェルネイルの

セット 

ジェルネイルのセットを購入した

ところ、中に入っていた LED ライ

トから異臭がし、気分が悪くなっ

た。臭いの原因を調べてほしい。

苦情品及び苦情同型品の LED ライトからの揮発性成分を

分析したところ、接着剤や塗料、樹脂の原料等に使用さ

れることがあるトルエン、2-エチルヘキサノール、2-メ

チルプロパン酸エチル、ホルムアルデヒドが検出された。

不快臭はこれらの物質が混合した臭いと考えられた。な

お、これらの物質は、高濃度で目や気道等を刺激する場

合があるものであった。 

167 携帯虫よけ線香

入れ 

3 年前から使用していた携帯でき

る虫よけ線香入れが、異常に熱く

なり、使用時に体に触れるプラス

チック部分が溶解した。溶解した

原因を調べてほしい。 

苦情品は、何らかの原因でプラスチックケース内で線香

の複数箇所に火がついたために線香皿が高温となり、プ

ラスチックケースが溶けたものと考えられた。 
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168 噴射式蚊取り剤 噴射式蚊取り剤を使用したとこ

ろ、喉に違和感等の症状が現れた。

成分等に問題がないか調べてほし

い。 

苦情品及び苦情同型品の成分を分析したところ、殺虫成

分として配合されているというトランスフルトリンと抗

酸化剤の BHT 及び溶剤のエタノールが検出されたが、調

査した範囲では、これら以外の化学物質は検出されなか

った。トランスフルトリンは、殺虫剤として通常使用す

る程度の量であれば、人に対し十分に安全性が確認され

ている殺虫成分であり、エタノールや BHT についても、1

回当たりの噴射量を考慮すると健康上特に問題とはなら

ないと考えられた。 

169 くんじょう剤 水を使用するタイプのくんじょう

剤を使用したところ、終了後に水

が容器に残り、効果が感じられな

かった。この原因を調べてほしい。

規定の水位や規定より少し水の量が多い場合では、使用

後に水が容器に残らなかったが、水の量をさらに増やし

て使用すると、必ず容器に水が残ることが確認された。

このとき金属缶の焼きつきの跡が少なかったことから、

過剰な水により金属缶の温度上昇が十分でなく、薬剤も

十分に蒸散されなかった可能性が考えられた。 

170 殺そ剤 ネズミが出るところに、表示に従

って殺そ剤を配置したが、ネズミ

が食べた形跡があるのに効果が感

じられなかった。表示に問題がな

いか調べてほしい。 

今回のテストで苦情品及び苦情同型品には、表示濃度以

上の殺そ成分ジフェチアロールが含まれていたため、効

果の面では表示に問題ないと考えられた。 

171 花粉防御用眼鏡 子ども用の花粉防御用眼鏡をかけ

て体育を行っていた児童が、友達

とぶつかり左目の上を眼鏡の縁で

切るけがをした。花粉防御用眼鏡

に鋭利なところがないか調べてほ

しい。 

苦情品に鋭利な箇所は見当たらなかった。花粉防御用眼

鏡は、フレームの張り出しが通常の眼鏡より顔面に近く

なる形状であるため、転倒、衝突などが起こった際に、

張り出し部分が顔面に強く押し付けられ、目の周囲にけ

がを負う可能性が高い。特に苦情品は参考品に比べ顔面

との隙間が小さく、密着する形状であったが、使用者へ

の注意を喚起する表示はなかった。 

172 花粉防御用眼鏡 花粉防御用眼鏡をかけていた子ど

もが階段を下りるときにつまず

き、転倒した際に眼鏡で、左眉あ

たりを切った。花粉防御用眼鏡に

鋭利なところがないか調べてほし

い。 

外観や手触りによる調査では、苦情品のフレームに鋭利

な部分やバリ等は見られなかった。また、エッジテスタ

ーによりフレームの縁の部分の鋭利さを調べた結果、鋭

利と判断される箇所はなかった。 

173 冷感タオル 表示に従い水に浸してから首に巻

いたが、表示ほどの冷感はなかっ

た。また、気づいたら生地が変色

していた。商品に問題がないか調

べてほしい。 

苦情品を使用した直後は、ある程度の冷感が得られるも

のの、その効果は短時間しか持続しないと考えられた。

また、注意表示に記載があるとおり、生地は色落ちしや

すいものであった。 
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174 冷感タオル 水でぬらすタオルを使用したとこ

ろ、パッケージや表示から受け取

れる効果が感じられなかった。表

示に問題がないか調べてほしい。

モニターテストで冷感が得られるかを調べたところ、ぬ

らすための水温が低いほど、使用開始直後の冷感と使用

感の評価が高かったが、テストした 10 分間においても時

間と共に低下していった。また、その冷感と持続時間は、

フェースタオルと同程度だった。以上のことから、使用

することで冷感は得られるものの、パッケージの表示か

ら受け取られるイメージからは遠いものと考えられた。

175 入浴剤 入浴剤を入れて 30分くらいすると

石油系の臭いがして、気持ちが悪

くなった。商品に問題がないか調

べてほしい。 

苦情同型品を使用した際に、臭いが強いと感じられる場

合もあったが、主に花の臭い、線香の臭い等であり、相

談者が感じたという石油臭は感じられなかった。確認さ

れた揮発性有機化合物の濃度は低く、臭いは主に香料成

分によるものと考えられた。  

176 乳幼児用紙おむ

つ 

これまで使用していた乳幼児用紙

おむつのパッケージが変わったも

のを使用したらおむつかぶれにな

った。商品に問題がないか調べて

ほしい。 

おむつかぶれが発生しなかったリニューアル前の商品と

おむつかぶれが発生したというリニューアル後の商品で

は、紙おむつ表面の物理的刺激、透湿性、揮発性成分な

どについて明らかな違いは認められなかった。おむつか

ぶれにはさまざまな要因が関与していることから、紙お

むつ以外の要因によって発生した可能性も考えられた。

177 紙おむつ 紙おむつに黒い異物が付着してい

た。異物が何か調べてほしい。 

苦情品の紙おむつに付着していた異物は、紙おむつの表

面材上にあり、表面材への埋没がなかったことから、外

来の付着物であると考えられた。また、顕微鏡観察した

ところ、細胞壁があったことから、植物片であると考え

られた。なお、異物が製造段階で付着したものか、使用

後に付着したものかまでは不明であった。 

178 オゾン発生器 17 年前からオゾン発生器を浴室と

寝室で使用していた。4年前から急

に視力が低下し、皮膚障害も発症

した。オゾン発生器から発生して

いるオゾンの濃度が、身体に悪影

響を及ぼす濃度か調べてほしい。

苦情品を相談者が使用していた設定で、室内、または換

気扇をつけずに浴室内で使用すると、ヒトに影響を及ぼ

すオゾンの濃度に達することもあると考えられた。 

179 ノートパソコン ノートパソコンを保護ケースから

取り出したときに、左ヒンジ付近

に焦げ跡や溶解を発見した。1カ月

前にヒンジ部分のひび割れなどに

より修理に出していた。原因を調

べてほしい。 

苦情品は、何らかの原因で高温状態になったことが認め

られたが、テストの結果、苦情品の動作は正常であり、

焼損するほど高温となる箇所は見られなかった。また、

分解調査の結果、焼損状況などから、液晶画面背面の配

線付近で高温となった可能性が考えられたが、原因を特

定することはできなかった。 

180 ノートパソコン ノートパソコンの液晶が破損し

た。液晶が破損した原因を調べて

ほしい。 

苦情品は液晶パネルの金属フレームが亀裂の起点側で反

っていることなどから、何らかの異物が挟まったままデ

ィスプレーが閉じられ、外部からの荷重が加わったこと

によって、液晶パネルに局所的な力が加わり、破損に至

った可能性が考えられた。 
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181 ノートパソコン 昨年購入したノートパソコンの画

面が映らなくなる不具合が発生し

た。原因を調べてほしい。 

苦情品はマザーボードに不具合があったために起動でき

ない状態になっていたことから、使用中に突然画面が映

らなくなった原因は、マザーボードに何らかの不具合が

発生したためと考えられた。 

182 ノートパソコン

と IC カードリー

ダー/ライター 

ノートパソコンの USB ポートに、

IC カードリーダー/ライターを挿

入したところ、USB ポートが破損し

た。USB ポートが破損した原因を調

べてほしい。 

ノートパソコンの USB レセプタクルが破損した原因は、

ICカードリーダー/ライターのUSBプラグの端子部の構造

に問題があり、レセプタクルの端子が引っ掛かり屈曲し

たためと考えられた。 

183 パソコンの AC ア

ダプター 

使用中にパソコンの ACアダプター

から異音がして通電しなくなっ

た。原因を調べてほしい。 

AC アダプターから異音がして通電しなくなったのは、AC

アダプターの出力コードに局所的に外力が加わり、内部

の配線が短絡したことが原因であると考えられた。 

184 モバイル端末機

器 

購入後まもなくモバイル端末機の

液晶画面が黒くなり、一部欠損し

ている。液晶画面が割れた原因を

調べてほしい。 

苦情品は何らかの曲げるような力が加わったために、液

晶画面に亀裂が生じたものと考えられる。なお、マイク

ロ SD カードスロット付近は、バックライトシールドに保

護されていないため、応力が集中しやすく、周囲に比べ

て弱いことから、亀裂の起点になったものと考えられる。

185 携帯電話 購入後 7 カ月で携帯電話の塗装の

一部が剥がれた。塗装が剥がれた

原因を調べてほしい。 

外観調査の結果を基に、苦情同型品を用いて、日常の取

り扱いで塗装面に加わる可能性がある負荷を与える再現

テストを実施した結果、苦情品と類似した正面塗装の傷、

端部の塗装剥げ、正面塗装の引っかき傷は確認されたが、

正面上部の半円状の塗装剥げは生じなかったため、原因

の特定には至らなかった。 

186 携帯電話 携帯電話の充電完了後に電源を切

り、48 時間後に電源を入れると電

池残量の表示が 0％になる。修理に

出しても改善されないので、現象

が再現するかどうか確認してほし

い。 

電源を切っているにもかかわらず電池残量が減少する現

象の再現を確認できたが、原因の特定には至らなかった。

187 携帯電話の充電

器 

3 年前に購入し携帯電話の充電器

をアダプターを介してスマートフ

ォンに使用していたところ、電源

コードの被覆が剥がれ中の線がむ

き出しになった。危険なので原因

を調べてほしい。 

苦情品は、苦情同型品に比べて組成の割合や分子量に違

いがあるため、これらの違いが、コードの被覆の剥がれ、

割れに影響していると考えられるが、使用環境や経年劣

化の影響によっても、組成の割合や分子量が変わってく

ることが考えられるため、原因の特定には至らなかった。

188 携帯電話の充電

器 

1 年数カ月前に購入した携帯電話

用充電器の電源コードの被覆が剥

がれ、中の線がむき出しになった。

危険なので原因を調べてほしい。

苦情品は、苦情同型品に比べて組成の割合や分子量に違

いがあるため、これらの違いが、コードの被覆の剥がれ、

割れに影響していると考えられるが、使用環境や経年劣

化の影響によっても、組成の割合や分子量が変わってく

ることが考えられるため、原因の特定には至らなかった。
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189 携帯電話の充電

器 

3 年前に購入した携帯電話の充電

器を海外で使用していたところ発

火し、充電器を置いていた冷蔵庫

の上面が焦げた。充電中に発火し

た原因を調べてほしい。 

携帯電話の充電器内の焼損は、充電器内で何らかの原因

により回路短絡が発生したことなどが考えられたが、再

現テストの結果、苦情品の状況とは完全に一致せず、原

因の特定には至らなかった。 

190 スマートフォン スマートフォンに標準搭載されて

いるナビゲーションのアプリケー

ションソフトが、自動車内の無線

LAN 環境下で作動しない。商品に問

題がないか調べてほしい。 

苦情品が提供されなかったため、苦情同型品によるテス

トとなった。GPS 機能を有効にした苦情同型品は現在地表

示や経路案内が行われ、ナビゲーションのアプリケーシ

ョンソフトの作動に問題はみられなかった。 

191 スマートフォン

のケース 

スマートフォンにケースを装着

し、2週間後にケースを外したとこ

ろ、スマートフォンに傷が付いて

いた。ケースに傷になる原因があ

ったか調べてほしい。 

スマートフォンに傷が付いた原因は、スマートフォンと

苦情品の間に外部から粒状の物質が付着したためと考え

られる。 

192 タッチペン モバイル端末のイヤホンジャック

に初めて差し込んだタッチペンを

抜こうとしたところ、接続部が折

れてイヤホンジャックの中に詰ま

ってしまった。商品に問題がない

か調べてほしい。 

苦情同型品は JIS C 6560 の規格を基にした引張り試験で

は破断することがなかったが、曲げ試験では切り欠き部

で破断し、市販の参考品に比べ強度が劣っていた。この

ことから、イヤホンジャックへ脱着の際に曲げの力が加

わり、破断したものと推測された。 

193 液晶テレビ 1 年半前に購入した液晶テレビが

映らなくなったので修理に出した

ところ、水ぬれによる回路基板の

故障が原因のため、保証対象外と

言われた。水が入るような使用状

況ではないので、原因を調べてほ

しい。 

苦情品の液晶画面が正常に表示されなくなった原因は、

画面表示を制御するための回路基板の一部に何らかの液

体が付着し、腐食が進行したためと考えられた。また、

分解調査の結果から、液体は前面の液晶パネルと枠の隙

間より浸入した可能性が考えられた。なお、液体の種類

やどのような状況で浸入したのかについては確認できな

かった。 

194 ポータブルDVDプ

レーヤー 

2年半前に購入したポータブル DVD

プレーヤーが突然爆発し、煙が出

て畳が焦げた。原因を調べてほし

い。 

ポータブル DVD プレーヤーが突然爆発した原因は、バッ

テリー（リチウムイオン電池）のセル内部が異常発熱し

てセルが破裂し、発火したものと考えられた。しかし、

バッテリーの焼損が著しいため異常発熱した原因は特定

できなかった。 

195 デジタルフォト

フレーム 

2年半前に購入した2台のデジタル

フォトフレームの ACアダプターが

通電しなくなった。原因を調べて

ほしい。 

苦情品が通電しなくなった原因は、AC アダプター内部の

電解コンデンサーの故障により、使用時に正常な電圧が

供給できなくなったためであった。なお、苦情品の 2 台

のACアダプターの故障原因がいずれも同じ部位の電解コ

ンデンサーにあったことから、この部品に問題がある可

能性が考えられた。 
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196 歩数計 自分の歩数計に表示される消費カ

ロリーが「健康作りのための運動

指針 2006」により求めた値と大差

があったので調べてほしい。 

消費カロリーに関しては、参考品とした 2 銘柄がおおむ

ね「健康作りのための運動指針 2006」に記載された、消

費カロリー算出法により計算される値に近い数値なのに

対し、苦情品は、「普通歩行」では低めに、「速歩」及

び「かなり速歩」では高めに表示される傾向がみられ、

「健康作りのための運動指針 2006」に記載されたメッツ

法に沿った方法で消費カロリーを計算していないと考え

られた。 

197 健康器具 ストレッチができる健康器具を購

入し、3カ月半の間使用していたと

ころ、外傷性胸鎖関節炎を発症し

た。商品に問題がないか調べてほ

しい。 

苦情品の形状は参考品に比べ高さがあり、使用の際に脊

椎の湾曲が大きくなり、使用に当たっては注意が必要で

あると考えられた。特に胸椎への使用については胸椎の

湾曲方向と逆の方向に曲がるように負荷がかかることに

なるため、このような使用方法については検討が必要で

あると考えられた。なお、苦情品の使用と胸鎖関節炎の

発症との因果関係については判断できなかった。 

198 サンドバッグ 購入後、1週間も経たないうちにサ

ンドバッグの中身のポリウレタン

がボロボロ出始め、継続して使用

していたところ約 1 カ月で破損し

た。原因を調べてほしい。 

再現テストの結果から、一般成人男性の蹴りでバッグ内

部のポリウレタンが裂けて破損することがわかった。JIS

に基づくテストから、バッグ内部のポリウレタンは使用

用途に対して耐久性の低い材質と考えられたことから、

有段者が強い衝撃を加えることで加速劣化し、短期間で

ポリウレタンの破損に至ったと考えられた。 

199 デジタルカメラ デジタルカメラの本体外装が同じ

ように 2回破損したので、2 回とも

修理に出して部品を交換してもら

った。今回、また同じ場所にひび

が入ったので、商品に問題がない

か調べてほしい。 

苦情同型品が「MIL-STD-810F」（米国国防総省の規格）

に準拠した耐衝撃試験、及びより過酷な耐衝撃試験をク

リアしたので、苦情品も一定の耐衝撃性能を有していた

ものと考えられる。 

200 デジタルカメラ 購入したデジタルカメラで撮影し

た 3D写真を専用の眼鏡で見たとこ

ろ、前後の位置関係が正しく再現

されない。3D の機能に問題がない

か調べてほしい。 

苦情品の 3D 写真の立体感は、単眼（1 台のカメラで左目

に相当する位置と右目に相当する位置で 2 回撮影する方

法）としては著しく劣るものではなかった。しかし、ア

ナグリフ方式（左右に赤とシアンのカラーフィルターの

付いたメガネを通して見ることで立体的に見せる）であ

ることやモニターテストから、被写体や撮影の状況によ

っては立体感が得られないこともあることがわかった。

201 デジタルカメラ 2 カ月前に購入した防水機能があ

るデジタルカメラが使用 7 日目で

作動しなくなった。作動しない原

因と表示通りの防水性があるか調

べてほしい。 

タッチパネルの表示ができなかった原因は、苦情品の本

体側のズームボタンの側面から海水などが浸水し、タッ

チパネル用フラットケーブルの金属の接点部分に海水な

どが付着したため、短絡や接触不良を起こしたことが原

因と考えられた。また、苦情同型品 2台による 5.0m 相当

の耐水性試験では、いずれも本体内部に水や海水が内部

に浸水することはなかったことから、製品の単品不良と

考えられた。 
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202 ビデオカメラ用

ライト 

使用中にビデオカメラ用ライトが

発煙した。発煙した原因を調べて

ほしい。 

ビデオカメラ用ライトが発煙した原因は、電池を逆装て

んした状態で電源スイッチを投入したことで、回路素子

に逆電圧が加わり損傷し、過大な電流が流れて異常な高

温になったためと考えられた。なお、苦情同型品に装着

されていた保護用のダイオードなどが、乾電池の逆装て

んの対策として装備されるのが一般的であるが、苦情品

には保護用のダイオードが装着されていなかった。 

203 赤外線照射器 自宅の防犯用カメラに使う赤外線

照射器を買い換えたところ、人影

がぼんやりとしか写らなくなり、

以前使用していた照射器を使用し

ていた時より写りが悪くなった。

商品の赤外線がどのくらい照射さ

れているのか調べてほしい。 

赤外線照射器から照射される赤外線について、1～5m の地

点における単位面積あたりの分光放射照度を調べた結

果、苦情品（赤外線照射範囲 40m）から照射される赤外線

は苦情同型品に比べ 2 割ほど少なかった。また、参考品

（相談者が苦情品の前に使用していた赤外線照射器の同

型品。赤外線照射範囲 60m）と比べても約 4分の 1と少な

いものであった。 

204 日食観察用グラ

ス 

日食観察用グラスで金環日食を観

察した。その後、目に若干の痛み

があった。日食観察用グラスとし

て適切かどうか調べてほしい。 

苦情品の紫外線、及び可視光線の透過率は 0.0032%以下で

あった。また、苦情品の赤外線の透過率も 3%以下であっ

たことから危険なグラスには該当しないと考えられた。

205 子ども用のテン

ト 

室内で子どもが遊ぶテントを購入

し、親子で組み立てたところ、テ

ントを張るための支柱がちくちく

して指にとげが刺さった。商品に

問題がないか調べてほしい。 

支柱を組み立てた際にちくちくしたのは、ガラス強化繊

維プラスチックである支柱に含まれるガラス繊維が、皮

膚に物理的な刺激を与えたり、抜けて刺さることによる

ものと考えられた。ガラス繊維は直接触れると皮膚の表

面に物理的な刺激を与える可能性があり、ガラス繊維を

直接取り扱う際には手袋、作業着の着用が推奨されてい

るが、この支柱は表面に多くのガラス繊維が露出してお

り、幼児も支柱を触ることが考えられることから、問題

があると考えられた。 

206 ゲーム機器 パソコンとゲーム機器の通信がで

きなくなったため、通信ケーブル

をつなぐゲーム機器側の端子ピン

を見たところ、浮き上がったり、

折れ曲がったりしていた。ピンが

変形した原因を調べてほしい。 

苦情同型品での 1000 回の抜き挿しテストの結果、コネク

タ及び本体接続部に異状はみられなかった。苦情品本体

接続部の端子が変形した原因は、端子基板自体が曲がっ

ていることから、外部からの機械的な力が加わって端子

基板の一端が曲げられたと考えられるが、具体的な原因

の特定には至らなかった。 

207 玩具 購入した玩具に乾電池（単 3 形）

を 2本入れたところ、作動せず、2

本のうち 1 本が熱くなっていた。

玩具に問題がないか調べてほし

い。 

苦情品は内部の光センサーの配線が電池ボックスの端子

に接触していたため、1本の乾電池がショートした状態と

なって発熱し、さらに乾電池の電圧が正常に回路基板に

加えられないため、動作しなかったものと考えられる。

なお、苦情同型品の動作に異常はみられなかったが、内

部配線と端子の金属部同士が近接した位置にあった。 

208 浮き輪 4 カ月の乳児に、首を固定する浮き

輪を付けて入浴させていたとこ

ろ、窒息し呼吸停止で入院した。

商品に問題がないか調べてほし

い。 

使用条件によっては、水が口や鼻まで浸かったり、浮き

輪からあごが落ちるようなことが見られたが、事故時の

詳細が不明なため苦情品を使用した乳児の窒息原因はわ

からなかった。 
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209 ビーチボール ビーチボールの空気栓を口にくわ

えて空気を入れようとしたとこ

ろ、口の中がしびれるなどの症状

が現れた。ビーチボールから溶出

してくる成分を調べてほしい。 

苦情品からは、ポリ塩化ビニルの可塑剤、溶剤、接着剤、

安定剤等の添加剤と考えられる成分が検出された。これ

らの物質は、一般的にポリ塩化ビニルに使用される添加

剤であることから、大量に摂取しない限り急性毒性に関

しては問題とならないと考えられた。なお、申し出の状

況から、相談者がポリ塩化ビニルを主原料とする苦情品

に含まれていた成分に対して、何らかのアレルギーを有

している可能性も考えられた。 

210 LED イルミネーシ

ョン 

LED イルミネーションを屋外で約 1

カ月使用したところ、ほとんどの

LED が点灯しなくなった。商品に問

題がないか調べてほしい。 

苦情品はコントローラーの電源コードを上向きに設置し

たために電源コードを伝わってコントローラー内部に水

が浸入してしまい、基板が損傷し、LED が点灯しなくなっ

たと考えられる。なお、苦情品には防水に係る注意表示

が一切なく、表示に不備があったと考えられる。 

211 額縁 額縁の裏板にカビのような白い粉

が全面に吹いていることに気づい

た。白い粉がカビかどうか調べて

ほしい。 

苦情品裏板に見られた白い付着物は、比較的湿度の低い

環境で発育する性質をもった好稠性カビに由来する可能

性が高いと考えられた。しかし、購入、使用する前から

苦情品に付着していたのか、購入後、使用中に付着した

のかまでは不明であった。 

212 犬の首輪 犬に首輪を付けて散歩に出かけた

ところ、途中で犬が強く引っ張っ

た際に、バックルが破損し、飛び

出した犬が交通事故に遭った。首

輪はその日が初めての使用。商品

に問題がないか調べてほしい。 

苦情品は破損していたため、苦情同型品について強度テ

ストなどを行ったが、苦情同型品は事故に遭った犬（体

重 12.9kg）に対して十分な強度を有し、バックルの構造

も特に問題はみられなかった。苦情品のバックルが破損

した原因は不明であった。 

213 ペット用クッシ

ョン 

ペット用クッションを床暖房の上

に置いていたところ、臭いがきつ

くなり、体調不良になった。臭い

の原因を調べてほしい。 

苦情品の臭いの原因は、主に中綿に混ぜられていた

「Cedar Chips（シダーチップ）」に由来する精油成分で

あると考えられた。 

214 水槽とそれを置

いていた台 

台の上に特注品の水槽を置いて亀

を飼育していたところ、水槽のつ

なぎ目から水がこぼれ、家具がぬ

れてしまった。水がこぼれたのは

水槽を置いていた台がゆがんだた

めであると言われたので台に問題

があったか調べてほしい。 

水槽を台に載せて満水(180L)にしても、台の高さは変化

することはなく、台に問題はみられなかった。なお、水

槽は既に接合箇所が割れており、また特注品であるため

同型品は入手できないことから、当初の強度を調べるこ

とができなかった。 

215 水質改良剤 観賞用海水魚の水槽に定期的に入

れていた水質改良剤を当該商品に

変更したところ、飼育していた海

水魚が死亡した。商品に問題がな

いか調べてほしい。 

使用方法に従った量の苦情品を加えた人工海水中で、相

談者が飼育していたうちの 1 種類のものを飼育したとこ

ろ、96 時間の飼育期間中において生存率は 100％であり、

急性的な毒性は認められなかった。このことから、相談

者が飼育していた海水魚が死亡したのは、この商品が主

因とは考えられなかった。 
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216 ハンディタイプ

の芝刈り機 

ハンディタイプの芝刈り機を使用

中に誤って電源コードを切断し

た。注意して使用したが、再び電

源コードを切断した。切断しやす

い構造か、調べてほしい。 

苦情品の電源コードの仕様や商品の構造に問題は確認さ

れず、参考品と同等のものであった。なお、取扱説明書

には電源コードの不意な切断防止に効果があるコードス

トラップの使用について記述されていたが、外箱や本体

などには記載されていなかった。 

217 たばこ 購入したメンソール系のたばこ

は、火種が落ちやすく危険である。

商品に問題がないか調べてほし

い。 

模擬的に喫煙し、火種（たばこの燃焼部分）の落ちやす

さを調べるとともに、モニターテストを行った結果、メ

ンソール系のたばこの方が非メンソール系のたばこに比

べて喫煙途中で火種が落下しやすいという現象は確認さ

れなかった。 

218 簡易ガスライタ

ー 

車内で簡易ガスライターを着火使

用後、メーターパネル前に置いた

ところ、手を離しても火が消えず

に、パネルが溶解した。慌ててラ

イターの火を消したが、ガスが出

続けていた。危険なので商品に問

題がないか調べてほしい。 

苦情品について動作確認した結果、残火の発生やガスが

出続ける現象は確認できなかった。苦情同型品について、

消費生活用製品安全法に基づく「たばこライター安全仕

様」による試験を実施したところ、いずれも基準を満た

していた。一方、苦情同型品の繰り返し点火試験におい

て、わずかに長い残火が生ずる個体が存在することがわ

かった。しかし、残火の時間は 3 秒と短時間であり、今

回の事故の状況とは異なるものであった。 

219 簡易ガスライタ

ー 

台所に置いていた簡易ガスライタ

ーの底からガスが漏れた。ガスが

漏れた原因を調べてほしい。 

ガスが漏れた原因は、本体プラスチック容器にクラック

が発生したためと考えられるが、苦情同型品が入手でき

ずクラックの発生原因までは調査できなかった。 

220 簡易ガスライタ

ー 

購入した簡易ガスライターのやす

り部分が固く、点火できない。簡

易ガスライターに問題がないか調

べてほしい。 

モニターテストの結果、苦情品及び苦情同型品はモニタ

ーによっては10回以内の点火操作で点火できないことが

あったが、ほとんどのモニターが点火できたことと、チ

ャイルドレジスタンス機能として火花発生率が 40％以下

と定められている（消費生活用製品安全法）ことを勘案

すると、苦情品に問題があるとは言えなかった。 

221 簡易ガスライタ

ー 

簡易ガスライターを購入してたば

こに火を点けようとしたところ、

部品が外れてしまった。危険なの

で商品に問題がないか調べてほし

い。 

苦情品は、コネクター部品の寸法や点火レバーの支点間

の距離が、苦情同型品と異なっており、点火レバーが本

体の溝から抜けやすくなっていた。そのため、ライター

を点火しようとした時に点火レバーが本体から外れたも

のと考えられた。一方、苦情同型品 150 個について、着

火テストを実施しても特に点火レバーが外れることがな

かったことから、苦情品のみの不良と考えられた。 

222 電子タバコ ニコチンが含まれていないとうた

われた電子タバコを使用したとこ

ろ、ニコチンが入っている感じが

した。カートリッジにニコチンが

含まれていないか調べてほしい。

苦情品を購入したという販売サイトには、ニコチンを含

んでいない旨の広告がみられたが、苦情品のカートリッ

ジにはニコチンが含まれており、販売サイトの広告は事

実に反していた。 

223 電子タバコ 電子タバコを購入して初めて充電

したところ、充電器が焦げた。焦

げた原因を調べてほしい。 

苦情品は充電器基板上のトランジスターの耐圧不良のた

め、正常に機能しない状態であったと考えられた。この

ため、抵抗に継続的に大きな電圧がかかり異常過熱し、

充電器が焦げたものと考えられた。 
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224 ペン形ライトの

中のボタン電池 

ペン形ライトの中に入っていたボ

タン電池を外して 1 つずつ小さな

ビニール袋に入れて保管していた

ところ、半数が破裂した。商品に

問題がないか調べてほしい。 

苦情品に見られる破裂や膨張は、内圧が上昇したことに

よるものと考えられる。内圧が膨張した原因として、過

放電や保管環境によるものが考えられるが、参考品（同

一製造者が製造した本体の高さが異なるボタン電池）に

ついても、 初から内容物の漏出があったことや、放置

テストでガスケットのはみだしや膨張が見られたことか

ら、苦情品の品質に問題があった可能性も考えられる。

しかし、苦情同型品を入手してテストできなかったこと

から、破裂の原因を特定するには至らなかった。 

225 自動車 自動車のシートベルトを外したと

きに、給油口のオープナーのレバ

ーが押され、給油口扉が開いた。

危険なので構造に問題がないか調

べてほしい。 

苦情品に個体としての問題はみられなかったが、苦情同

型品で検証したところ、着衣の状態によっては、乗り降

りの際にズボンのポケットのふくらみ等がオープナーレ

バーを押し下げてしまうことがあった。 

226 自動車 駐車場で自動車のブレーキが利か

ずにフェンスを突き破った。危険

なのでブレーキが利かなかった原

因を調べてほしい。 

ABS の電子制御系に異常はみられなかった。また、アイド

リング回転数や制動力にも問題はなかった。さらに、再

現テストでブレーキが利かなくなる現象が確認できなか

ったことから、ブレーキが利かなかった原因は不明であ

る。 

227 自動車 雨の下り坂で自動車のハンドルと

ブレーキが利かなくなり物損事故

に至った。自動車のハンドルとブ

レーキに異常がないか調べてほし

い。また、ハンドルとブレーキが

利かなくなった原因を調べてほし

い。 

現状の苦情品に問題はみられなかった。一般的に、事後

の点検で異常がなく、一時的にハンドルやブレーキが同

時に利かなくなった現象の原因としては、ハイドロプレ

ーニング現象（水のたまった路面などを走行中に、タイ

ヤと路面の間に水が入り込み、車が水の上を滑るように

なり、ハンドルやブレーキが利かなくなる現象）等が考

えられるが、原因は特定できなかった。 

228 自動車 自動車を新車で購入し、納車時か

らブレーキの利き不良や急発進が

起きた。同じ不具合が発生するか、

発生した場合その原因を調べてほ

しい。 

一般的な AT とは異なった機能が装備されていたが、現状

の苦情品でブレーキの利き不良や急発進などの不具合は

発生せず、問題はみられなかった。 

229 自動車 自動車がアクセルを踏んでいない

のに発進し、フットブレーキが利

かなかったことから対向車と用水

路の鉄柵に接触して停止した。自

動車に異常がないか調べてほし

い。 

苦情品には異常が認められず、事故時の状態を再現する

ことはできなかった。 
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230 自動車 車庫入れのときに、AT のセレクト

レバーを D レンジから R レンジに

切り替えようとして P レンジに入

ってしまった。このため R レンジ

に戻そうとした瞬間、エンジンの

回転数が上がり、車両が急発進し

前方の電柱に衝突した。急発進し

た原因を調べてほしい。 

現状の苦情品に問題はみられず、急発進した原因は不明

であった。  

231 自動車 自動車を運転中に急ブレーキをか

けたところ、シートベルトのロッ

クが利かず、助手席のジュニアシ

ートに座っていた 6 歳の子どもが

フロントガラスに頭をぶつけ、ガ

ラスにヒビが入った。シートベル

トに異常がないか調べてほしい。

苦情品の助手席のシートベルトには特に異常な点はみら

れず、シートベルトを急速に引いた場合にはロック機構

が作動することが確認された。なお、シートベルトはゆ

っくり引いた場合にはロックしないような機構になって

おり、事故発生場所は下り坂であったものの、低速での

ブレーキであったことなどから、女児がゆっくりと前方

に移動するような状況であったために、ロック機構が作

動しなかったものと考えられる。 

232 自動車 新車を購入した際にガラスコーテ

ィングを車体に施してもらった

が、納車して約 1 カ月後、車体に

黄色いしみができているのに気づ

いた。しみができた原因を調べて

ほしい。 

しみができた原因は、外部から液状の物質が付着し、そ

の物質が乾燥とともに硬化したためと考えられる。しか

し、その物質の成分の特定には至らなかった。 

233 自動車用バッテ

リー 

自動車用バッテリーを購入し、持

ち運んでいる間に液が漏れ、衣服

等に穴が開いた。バッテリー液が

漏れた原因を調べてほしい。 

購入した苦情同型品を開梱したところ、排気口付近に電

解液の付着が見られ、外箱の内面には電解液が漏れ出た

痕跡が見られた。また、振動テストを行った結果、苦情

品及び苦情同型品は参考品と比べて電解液が漏れやすい

ことがわかった。バッテリー液が漏れた原因は、輸送あ

るいは荷役時の振動や傾けにより、内部の電解液が排気

口から漏れ出たものと考えられた。 

234 オートバイ用ブ

レーキパッド 

オートバイで走行中にブレーキパ

ッドの摩擦材が突然剥がれて、後

輪ブレーキが利かなくなった。危

険なのでブレーキパッドに問題が

ないか調べてほしい。 

苦情品は高温にさらされたため剥がれ落ちたと考えられ

る。正常に組み付けた苦情同型品は、ブレーキ温度が摩

擦材が剥がれるほどの高温になることはなく、制動距離

にも問題はなかった。 

235 原動機付自転車

のエンジン 

中古の排気量 50cc の原動機付自転

車が納車後エンジンがかかりにく

くエンストを起こしたため、修理

業者に持ち込んだところ、排気量

80cc に改造されていると言われ

た。エンジンの排気量を調べてほ

しい。 

テスト及び調査の結果、苦情品はシリンダ内径が本来の

39.0mm が 50.0mm と大きくなっており、シリンダや、ピス

トン周辺の部品が変更されていた。これに伴い、総排気

量も本来の 49(cm3)が 81(cm3)と大きくなっていた。 
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236 自動車用洗浄剤 自動車用洗浄剤を塗装し直した自

動車のボンネットに初めて使用し

たところ、塗装が剥がれた。商品

に問題がないか調べてほしい。 

苦情品を相談者の車両と同様の塗装を施したものにスプ

レーしたが、塗装が剥がれるという現象は確認できなか

った。 

237 自動車用ガラス

クリーナー 

コンパウンドが入った自動車用ガ

ラスクリーナーでフロントガラス

を磨いたところ、ガラスに細かい

傷が付いた。商品に問題がないか

調べてほしい。 

苦情品、苦情同型品を自動車のフロントガラスに使用す

ると、研磨剤により細かい傷を付けてしまう可能性があ

ったが、運転に支障を与えるほどではないと考えられた。

238 自動車ガラス用

はっ水剤 

自動車ガラス用はっ水剤を使用し

たところ、液垂れした部分の塗装

が剥げた。原因を調べてほしい。

苦情品、苦情同型品及び参考品が自動車の車体の塗装面

に長時間付着すると、塗膜の剥がれなど車体の塗装面に

異常が認められる場合があったが、塗布後直ちに拭き取

った場合には異常は観察されなかった。使用する際には

車体の塗装面に付着させないように注意し、付着した場

合は表示にあるように、すぐに水で洗い流したり、拭き

取っておく必要がある。 

239 タイヤチェーン 購入した金属製のタイヤチェーン

を初めて取り付けて、高速道路を

走行したところ、左右前輪のタイ

ヤチェーンが切れてフェンダーが

損傷した。商品に問題がないか調

べてほしい。 

苦情品の材質は苦情同型品及び参考品のタイヤチェーン

と比較して材質が軟らかく、摩耗しやすいものと考えら

れた。チェーンが摩耗する原因としてチェーンの硬さ以

外に走行速度や積雪の有無などの路面状況等も影響する

が、使用状況が不明であり、どれが主因かは判断できな

かった。 

240 タイヤチェーン 金属製のタイヤチェーンが 2 回目

の使用でちぎれて、ブレーキがか

からず雪の壁に衝突し、自動車が

破損した。タイヤチェーンの強度

に問題がないか調べてほしい。 

苦情品のクロスチェーンは溶接不良が多数見られたほ

か、参考品と比較すると、材質が軟らかいため摩耗しや

すいものと考えられ、また、引張強度も弱いものであっ

た。 

241 タイヤチェーン 5 年前に購入し、保管していたタイ

ヤチェーンを装着し、雪の高速道

路を少し走行したところ、チェー

ンが切れた。破損した原因を調べ

てほしい。 

苦情品のクロスチェーンは、表面硬さに問題がなかった

ことから、摩耗しやすいとは言えなかった。苦情品が破

損した原因は、クロスチェーン中央付近のリンク線径が

半分以下に摩耗している箇所が多数あったことから使用

限界を超えていたものと考えられた。なお、一般的に、

タイヤチェーンは、走行距離が長くなるほど多く摩耗す

る。また、走行速度が速いほど、雪のない舗装路面を走

行する割合が多いほど、早期に摩耗する。 

242 自動車用補修塗

料ペン 

車体の傷を隠すという自動車用補

修塗料ペンを使用したところ、広

告のように傷が隠れなかった。商

品に問題がないか調べてほしい。

苦情品の取扱説明書、ホームページ、テレビ CM を確認し

たところ、クリアコートにできた浅い傷までが補修可能

とされ、 傷を隠す効果を確認したところ、クリア層まで

の傷については効果が確認され、クリア層より深い傷に

は効果が確認されなかったことから、商品に問題はない

と考えられる。 
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243 カーナビゲーシ

ョン 

ポータブル型のカーナビゲーショ

ンが充電ができない。商品に問題

がないか調べてほしい。 

充電・起動ができない原因は、内蔵電池の不具合か早期

の劣化によるものと考えられた。本件は、車両内に常設

して約 6カ月と早期で発生し、対象品番は異なるものの、

事業者が Web サイトで表明している内蔵電池の不具合現

象に相当していた。 

244 ドライブレコー

ダー付ルームミ

ラー 

ドライブレコーダー付ルームミラ

ーを購入したが、走行すると振動

でミラーがゆがみ、後方視野の確

保ができなかった。ゆがみの原因

を調べてほしい。 

苦情品及び苦情同型品は、純正ミラーに比べ路面の凹凸

によって揺れることが確認されたが、後方確認に支障を

きたすほどの鏡像のブレやゆがみは発生せず、問題はみ

られなかった。 

245 自動車用緊急脱

出ハンマー 

購入した自動車用緊急脱出ハンマ

ーが回収対象商品と類似している

ため、性能について調べてほしい。

シートベルト切断性能テストでは問題はなかったが、ウ

インドーガラス破砕性能テストでは、15 検体中 8 検体で

ウインドーガラスが割れなかった。これは、金属ヘッド

を支えるプラスチックが、ウインドーガラスをたたいた

ときの衝撃で破損や変形したためと考えられる。 

246 自動車用緊急脱

出ハンマー（懐中

電灯付き） 

懐中電灯、ハンマー、カッター等

がひとつになった商品を購入した

が、3カ月で懐中電灯のスイッチが

入らなくなった。原因を調べてほ

しい。 

点灯・消灯ができない原因は、乾電池収納部のふた側の

バリや電極の形状、スイッチ部のラバーとスイッチとの

隙間のばらつきなど、製造上の精度によるものと考えら

れる。 

247 紫外線をカット

するフィルム 

家の窓全体に紫外線を 99％以上カ

ットすると表示された自動車用窓

ガラスフィルムを施工したが、効

果が疑わしい。表示に問題がない

か調べてほしい。 

JIS に基づく試験方法で紫外線透過率を求め、紫外線遮蔽

率(紫外線量をカットする割合)を算出したところ、苦情

品を厚さ約3mmの板ガラスに貼付したものは99.9%の紫外

線遮蔽率であった。また、オーストラリア/ニュージーラ

ンド規格に基づき UPF(紫外線の人体への影響を評価する

値。数値が大きいほど紫外線を防ぐ効果が高い。)を算出

したところ、苦情品をガラスに貼付したもの、苦情品の

フィルム単体のいずれも、UPF は 100 以上で、苦情品のカ

タログの表示と相違ない結果であった。 

248 自転車 自転車で走行中に、前車輪が急停

止したため転倒し骨折した。前車

輪が急停止した原因を調べてほし

い。 

前車輪が急停止した原因は、スポークと前ホークとの間

に柔らかく大きなものが挟まったことと、それにより右

側スポーク 3 本が折損してタイヤやリムが左方に大きく

ひずみ、約 3/4 回転進んだ後にひずんだ部分が前ホーク

に接触したことであると推察された。 

249 自転車 自転車で歩道を走行中に後車輪が

横滑りし、操作不能になり転倒し

た際に上唇を切った。商品に問題

がないか調べてほしい。 

外観調査の結果、歩車道境界ブロックなどに接触したと

考えられる傷やギアクランクの曲がりがあったが、いず

れも転倒により生じたものと考えられ、走行テストでも

苦情品自体に後車輪が横滑りする原因となる異常は確認

できなかった。 

250 自転車 自転車で走行中に泥よけがタイヤ

に巻き込まれ、前車輪がロックさ

れ転倒し、前歯 1 本を折った。商

品に問題がないか調べてほしい。

泥よけが前車輪に巻き込まれていることから、JIS 規格に

準拠し、苦情同型品を使って前車輪の泥よけの強度やト

ウクリアランス（ペダル踏面の中心からペダル軸に直角

方向に測った、タイヤまたは前泥よけまでの 短距離）

を調べたが問題は見つからなかった。 
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251 自転車 自転車で走行中に突然チェーンが

外れ、後車輪がロックして転倒し

た。その際に顔面を強打し陥没骨

折した。チェーンが外れた原因を

調べてほしい。 

苦情品のチェーンは過度に摩耗し伸びていた。また、チ

ェーンのたるみが大きく、チェーン引きによる適正なた

るみ調整がされたことがないものと考えられた。チェー

ンが外れた原因は、ペダルを強く踏み込んだときに下側

のチェーンが大きくたるみ、それに左右方向の振動が加

わるなどしたためと考えられる。 

252 折りたたみ自転

車 

折りたたみ自転車で走行中に、サ

ドルの支柱が破損したため、転倒

し骨折した。支柱の強度に問題が

ないか調べてほしい。 

シートポストは、はめ合わせ限界標識を超えて使用し、

乗員の体重が加わることで刻印に応力が集中して亀裂が

発生し、使用を続ける中で破面が進展する金属疲労によ

って破断したものと推察される。なお、苦情同型品及び

同型のシートポストは販売が終了しており、入手できな

かったため、強度を調べることはできなかった。 

253 折りたたみ自転

車 

小径タイヤの折りたたみ自転車を

購入し使用したところ、サドルと

本体のつなぎ目に亀裂が入る、チ

ェーンが切断するなど不良が生じ

た。強度に問題がないか調べてほ

しい。 

苦情品及び苦情同型品は、強度、構造、品質に大きな問

題がみられ、走行不能や危害につながる可能性があった。

254 折りたたみ自転

車 

折りたたみ自転車で走行中、歩道

の植え込みのレンガにぶつかった

はずみで前フォークが折れ、転倒、

骨折した。前フォークが折損した

原因を調べてほしい。 

苦情品の前フォークに材質上の問題はみられず、植え込

みのレンガに衝突した際に過大な力が加わったことによ

り、延性破断（変形を伴った破壊）したものと考えられ

た。なお、苦情品のタイヤ(18 インチ)は半径が約 20cm で、

約 15cm の段差を乗り越えることは困難であり、壁に衝突

した状態に近いと考えられた。このような衝突の場合、

前フォークの破損発生の有無にかかわらず、自転車は前

車輪を軸として後輪を跳ね上げるように半回転し、乗員

は前方に投げ出されることになる。 

255 幼児用自転車 4 歳の女児が幼児用自転車のスタ

ンドを立てる際に、バランスを崩

し転倒し、ペダルが股に当たって

出血した。ペダルにある突起に問

題がないか調べてほしい。 

苦情品ペダルの突起はいずれも高さが 8mm 以下であり、

JIS で丸めが必要とされている部位に該当しなかった。こ

のほか、苦情品ペダルの軸付近内側やペダルの同型品に

はばりがあり、中には硬く鋭いばりも見られた。 

256 電動アシスト自

転車 

電動アシスト自転車で走行中に一

瞬ペダルが空回りし、ハンドルが

前後に振れ、走行不能になり顔か

ら転倒し負傷した。商品に問題が

ないか調べてほしい。 

外観調査、 再現テスト、内装変速機及びチェーン周辺の

調査の結果、苦情品には、ペダルが空回りするなど転倒

につながる問題点はなかった。 

257 電動アシスト自

転車 

電動アシスト自転車で走行中に前

車輪のタイヤがパンクし、タイヤ

の一部がリムから剥がれていた。

原因を調べてほしい。 

苦情品は購入者が一部組み立てるもので、取扱説明書に

は、前ブレーキの調整でパッド(ブレーキブロック)とリ

ムを平行に調整するよう記載されていた。苦情品は、前

輪のブレーキブロック(左側)がリムとずれて取り付けら

れたために、リム側面の摩耗が大きくなり、円周方向に

割れと変形を生じたことでチューブが破れ、パンクに至

ったと考えられた。 
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258 折りたたみ電動

アシスト自転車 

昨年購入した折りたたみ電動アシ

スト自転車の蓄電池が充電できな

くなった。原因を調べてほしい。

苦情品は 7 個の単電池（セル）が直列に接続された組電

池であった。そのうち 1個のセル電圧が 2.5V 以下である

と充電できなくなるが、苦情品は 3 個のセルがこの電圧

以下であり充電不可能状態であった。セル電圧が 2.5V 以

下になった原因は、セルの品質のバラつきや長期未使用

に伴う過放電などが考えられた。 

259 自転車のタイヤ 自転車の後車輪タイヤをパンクし

にくいとうたったタイヤに交換し

たところ、摩耗が早く 6 カ月でパ

ンクしてしまった。商品に問題が

ないか調べてほしい。 

苦情同型品を調べたところ走行耐久性試験では問題はな

く、タイヤを引きずって摩耗度合いを調べる試験では参

考品よりも耐久性があり問題点はなかった。 

260 自転車用LEDライ

ト 

駐輪中に自転車が左側に倒れたこ

とにより、ハンドルの右側に取り

付けていた自転車用 LED ライトの

台座にひびが入りライトが落ち

た。強度に問題がないか調べてほ

しい。 

苦情品の台座は、破断面観察や転倒試験から、自転車が

転倒したはずみで割れたものと考えられた。なお、苦情

品と材質が同じ苦情同型品は転倒試験で破損したが、材

質の異なる苦情同型品では破損しなかった。 

261 歩行補助車（シル

バーカー） 

歩行補助車（座面なし）のハンド

ルにかけたリュックサックを下ろ

す際に、歩行補助車のバランスが

崩れ、ハンドルで胸を打ち、肋骨

を骨折した。安全性に問題がない

か調べてほしい。 

苦情品が転倒した原因は不明であったが、苦情品及び苦

情同型品は、SG 基準の安定性を満たしていた。なお、苦

情品は、購入時にバッグを取り付ける必要があるが、面

ファスナーの上側ベルトをベルト穴に通すときや接着の

操作を行うときは、握力が低下した高齢者などには困難

な場合があると考えられた。 

262 壁紙 耐震工事の際に壁紙を張り替えた

ところ、鼻水が出たり目がチカチ

カした。壁紙や接着剤から発生す

る化学物質を調べてほしい。 

壁紙の施工により放散される化学物質の室内濃度は低い

レベルであった。一連のリフォーム工事の中では、その

他の建築資材や薬剤も使用されており、体調不良の原因

物質を特定するためには、シックハウス専門の医療機関

を受診することが必要である。 

263 農機具（コンバイ

ン） 

昨年、点検整備していた農機具（コ

ンバイン）でしばらく使用した後、

再使用したところエンジンが作動

しなくなった。エンジンに問題が

ないか調べてほしい。 

レベルゲージが他の部品との接触により折損してオイル

パンに落下したその一部がオイルポンプに入ったこと

で、オイルの循環に支障をきたし潤滑不良を起こしたた

め、エンジンの故障となったと考えられる。 
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●委員12名 (平成25年3月31日現在）

氏名 所属及び役職

石川　正美 神奈川大学 法学部 教授

井部　明広 実践女子大学 生活科学部 食生活科学科 教授

小川　武史 青山学院大学 理工学部 機械創造工学科 教授

熊谷　なほみ 公益社団法人　全国消費生活相談員協会　消費生活専門相談員

小山　晴樹 弁護士

谷口　哲夫
独立行政法人 交通安全環境研究所
エグゼクティブ・リサーチャー

長田　三紀 全国地域婦人団体連絡協議会 事務局次長

沼尻　禎二 前一般財団法人 家電製品協会 家電製品PLセンター 次長

早川　哲夫 麻布大学 生命・環境科学部 教授

平野　裕之 慶應義塾大学 大学院 法務研究科 教授

本城　昇 埼玉大学 名誉教授

渡辺　実 弁護士

●専門委員16名

氏名 所属及び役職

　相川　潔 くるま総合研究会 代表

　牛山　博文 東京都健康安全研究センター 食品化学部 食品成分研究科長

　梅垣　敬三 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 情報センター センター長

　斉藤　弘和
独立行政法人 農林水産消費安全技術センター　消費安全情報部
交流技術課 課長

　小澤　明 東海大学 医学部 専門診療学系 皮膚科学 教授

　小野田 元裕 財団法人 日本車両検査協会 東京検査所 所長

　加藤　登 一般財団法人 化学研究評価機構 高分子試験・評価センター 高分子・製品安全試験課長

　木村　宇一郎 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 安全第一部 安全性情報課 課長

　合田　幸広 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部 部長

　佐久間　義則 財団法人 日本食品分析センター 業務部 お客様サービス部 部長

　西田　佳史
独立行政法人 産業技術総合研究所 臨海副都心センター
デジタルヒューマン工学研究センター
生活・社会機能デザイン研究チーム長

　藤倉　秀美 一般財団法人 電気安全環境研究所 製品認証部長

　堀口　逸子 順天堂大学 医学部 公衆衛生学教室 助教

　松原　美之 総務省消防庁 消防大学校 消防研究センター 所長

　本屋　和男
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 製品安全センター
製品安全技術課 課長

山中　龍宏 緑園こどもクリニック 院長

平成24年度　商品テスト分析・評価委員会　委員名簿
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平成２４年度 商品テスト分析・評価委員会及び分科会実施状況一覧 

 年月 委員会・分科会 品目等 

1 平成 24 年 4 月 車両・乗り物関連分科会 「折りたたみ自転車」による重大事故の原因究明（案） 

2 平成 24 年 4 月 車両・乗り物関連分科会 「自転車」による重大事故の原因究明（案） 

3 平成 24 年 4 月 車両・乗り物関連分科会 「小径タイヤの折りたたみ自転車」のが破損した原因究明（案） 

4 平成 24 年 4 月 家電・住生活品関連分科会 「圧力鍋」による重大事故の原因究明（案） 

5 平成 24 年 4 月 食品・化学品関連分科会 「婦人用ブーツ」の原因究明（案） 

6 平成 24 年 4 月 食品・化学品関連分科会 「婦人用ブーツ」の原因究明（案） 

7 平成 24 年 4 月 食品・化学品関連分科会 「デジタル式個人線量計」のテスト結果（案）について 

8 平成 24 年 5 月 車両・乗り物関連分科会 「自転車」による重大事故の原因究明（案） 

9 平成 24 年 5 月 家電・住生活品関連分科会 「運動靴」による重大事故の原因究明（案） 

10 平成 24 年 5 月 家電・住生活品関連分科会 「スライサー」による重大事故の原因究明（実施案） 

11 平成 24 年 7 月 家電・住生活品関連分科会 首掛式の乳幼児用浮き輪を使用する際の注意について（案） 

12 平成 24 年 7 月 食品・化学品関連分科会 
手技による医業類似行為の危害－整体、カイロプラクティック、マッ

サージ等で重症事例も－（案） 

13 平成 24 年 8 月 家電・住生活品関連分科会 「スライサー」による重大事故の原因究明（案） 

14 平成 24 年 8 月 家電・住生活品関連分科会 「紳士用ダウンジャケット」による重大事故の原因究明（案） 

15 平成 24 年 8 月 家電・住生活品関連分科会 「健康器具」による重大事故の原因究明（案） 

16 平成 24 年 9 月 家電・住生活品関連分科会 「健康器具」による重大事故の原因究明（案） 

17 平成24年10月 家電・住生活品関連分科会 「健康器具」による重大事故の原因究明（案） 

18 平成24年10月 家電・住生活品関連分科会 「キャスター付き会議用机」による重大事故の原因究明（案） 

19 平成24年10月 食品・化学品関連分科会 「壁紙」による重大事故の原因究明（案） 

20 平成24年11月 家電・住生活品関連分科会 スライサーの安全性（案） 

21 平成24年11月 家電・住生活品関連分科会
IH クッキングヒーター汚れ防止マットの使用に注意（テストデザイ

ン） 

22 平成24年11月 家電・住生活品関連分科会
歩行型ローター除雪機の使い方に注意-使用を誤ると、重篤なけがを負

うケースも-（テストデザイン） 

23 平成24年11月 車両・乗り物関連分科会 「歩行補助車（シルバーカー）」による重大事故の原因究明（案） 

24 平成24年12月 家電・住生活品関連分科会
歩行型ローター除雪機の使い方に注意-使用を誤ると、重篤なけがを負

うケースも-（案） 

25 平成24年12月 家電・住生活品関連分科会 「折りたたみ椅子」による重大事故の原因究明（案） 

26 平成 25 年 1 月 食品・化学品関連分科会 「衣類用コーティングスプレー」による重大事故の原因究明（案） 

27 平成 25 年 1 月 家電・住生活品関連分科会 IH クッキングヒーターに用いる汚れ防止マットの使用に注意（案） 

28 平成 25 年 1 月 車両・乗り物関連分科会 自動車用緊急脱出ハンマーの性能（テストデザイン） 

29 平成 25 年 1 月 家電・住生活品関連分科会 ウォーターサーバーの温水コックが外れて子どもがやけど(案) 
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 年月 委員会・分科会 品目等 

30 平成 25 年 1 月 家電・住生活品関連分科会 IH クッキングヒーターに用いる汚れ防止マットの使用に注意（案） 

31 平成 25 年 2 月 食品・化学品関連分科会 医療機関ネットワーク事業からみた家庭内事故－子ども編－ 

32 平成 25 年 3 月 車両・乗り物関連分科会  「折りたたみ自転車」による重大事故の原因究明（案） 

33 平成 25 年 3 月 
被服・高分子素材品関連分

科会 
 「バッグ」による事故の原因究明（案） 

34 平成 25 年 3 月 車両・乗り物関連分科会 
乗用車のアームレスト取り付け部品のすき間に幼児が中指を挟み指先

を大けが（案） 

35 平成 25 年 3 月 車両・乗り物関連分科会 
乗用車のアームレスト取り付け部品のすき間に幼児が中指を挟み指先

を大けが（案） 

36 平成 25 年 3 月 食品・化学品関連分科会 
はっ水剤成分を含む衣類用スプレー製品の安全性－防水、はっ水効果

をうたっていない商品について－（案） 
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外部試験機関へ委託したテスト 

・定型的テスト 

 

 
テーマ テスト項目名 規格・基準名 

1 
ウインドーガラスが割れない自動車

用緊急脱出ハンマー 
硬さ試験 

JIS Z 2244｢ビッカース硬さ試験

－試験方法｣ 

2 
火花が出て、衣服を焦がしたヘアド

ライヤー 
電源コードの折り曲げ試験 電気用品安全法 

3 
初めて装着したタイヤチェーンが切

断し、フェンダーを損傷 
チェーンの耐衝撃性試験 

JIS D 4241｢路上走行用自動車―

タイヤチェーン｣に準ずる 

4 厚さ測定 

5 引張試験 

6 

破れやすいごみ袋 

衝撃試験 

JIS Z 1702｢包装用ポリエチレン

フィルム｣ 

7 外観、構造、寸法及び容量 

8 取っ手の温度 

9 開蓋性能 

10 
圧力調整装置の構造及び作動

性能 

11 安全装置の構造及び作動性能

12 

圧力鍋の蓋と本体が飛び、飛散した

中身でやけど 

耐圧性能 

SG基準｢家庭用の圧力なべ及び圧

力がま｣ 

13 硬さ試験 
JIS Z 2244｢ビッカース硬さ試験

－試験方法｣ 

14 シートベルト切断性能テスト

15 

自動車用緊急脱出ハンマーの性能 

ウインドーガラス破砕性能テ

スト 

GSマーク認証試験｢緊急時車外脱

出用ハンマー機能安全性比較試

験｣に準ずる 

16 
ガンマ線照射試験(個人線量

計) 

17 

デジタル式個人線量計のテスト結果 
ガンマ線低線量率長時間照射

試験 

JIS Z 4312｢Ｘ線，γ線，β線及び

中性子用電子式個人線量（率）

計｣に準ずる、JIS Z 4511｢照射

線量測定器,空気カーマ測定器,
空気吸収線量測定器及び線量

当量測定器の校正方法｣ 

18 火炎の高さ試験 

19 

置いていた簡易ガスライターによる

車内のメーターパネルの溶解 スピッティング及びフレアリ

ング試験 

消費生活用製品安全法 

JIS S 4801｢たばこライター－安

全仕様｣ 
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テーマ テスト項目名 規格・基準名 

20 火炎の消化試験 

21 繰り返し燃焼性試験 

22 連続燃焼性試験 

23 
左脚の付け根にかゆみが生じた婦人

下着 
アレルギー誘発性染料 エコテックス規格100 

24 素材の引張試験 JIS S 5005｢長靴｣ 

25 

短期間の使用でひび割れが発生し、

漏れた雨靴 甲材料の耐屈曲性 
JIS K 6545｢革の耐屈曲性試験方

法｣ 

26 合成皮革部分が破損した運動靴 甲皮の耐屈曲性試験 
JIS K 6505｢靴甲用人工皮革試験

方法｣ 

27 
雨の日に運動靴を履いていて転倒し

骨折 
耐滑性の比較 JIS T 8101｢安全靴｣ 

28 
アレルギー誘発性分散染料等

の確認 

29 

履いていて湿疹が現れるようになっ

た婦人用ブーツ 
2.4-ジアミノトルエンの確認

エコテックス規格100 

30 フェノキシエタノールの定量

31 

顔が真っ赤に腫れ上がった美容液マ

スク 
メチルイソチアゾリノンの定

量 

化粧品基準 

32 
自動車のブレーキが利かずにフェン

スに衝突 
制動力 車両継続検査 

33 

スチームクリーナー(スタンド式）の

プラグから火花が出て、本体のコー

ドの付け根から発煙 

電源コードの折り曲げ試験 電気用品安全法 

34 
小さくて着用できないスパッツのサ

イズ表示の適正さ 
生地の伸びやすさ 

JIS L 1096｢織物及び編物の生地

試験方法｣ 

35 

使用した床で、危うく転倒しそうに

なったフローリング用のワックスシ

ート 

滑り性試験 
JIS A 1454｢高分子系張り床材試

験方法｣ 

36 

亀裂が入ったり、チェーンが切断す

るなど不良が生じた小径タイヤの折

りたたみ自転車 

チェーンの引張強さ 
JIS D 9417｢自転車用チェーンに

準ずる 

37 引裂強さ 

38 引張強度 

39 

紳士ズボンの破損 

摩耗強さ 

JIS L 1096｢織物及び編物の生地

試験方法｣ 
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テーマ テスト項目名 規格・基準名 

40 
婦人靴（ハイヒール）のヒール取り

付け部分に隙間が生じ捻挫 
ヒールの取り付け強さ 

ISO22650 "Footwear - Test 

method for whole shoe - Heel 

attachment" 

41 
回収対象商品と類似している自動車

用緊急脱出ハンマー 
硬さ試験 

JIS Z 2244｢ビッカース硬さ試験

－試験方法｣ 

42 

使用後、陽を浴びたら、貼っていた

顔と首が赤く腫れた化粧品（美容マ

スク） 

光毒性試験 
化粧品の安全性評価に関する指

針2008 

43 引張切断荷重と伸び率 

44 

革製の紳士コートの破損 

引裂荷重 

JIS K 6552｢衣料用革試験方法｣ 

45 スナッグ試験 
JIS L 1058｢織物及び編物のスナ

ッグ試験方法｣A法 

46 

モール糸が飛び出したこたつ布団カ

バー 
糸の滑脱抵抗力試験 

JIS L 1096｢織物及び編物の生地

試験方法｣A法 

47 
カセットコンロを点火したらカセッ

トボンベの口に着火 

カセットコンロのガス通路気

密試験 
液化石油ガス法 

48 
幼児用歯ブラシの柄が使用中に折

れ、断面が鋭利で危険 
耐久試験 

ISO 20126 ｢ Dentistry-Manual 

toothbrushes-General 

requirements and test methods｣

49 染色堅ろう度 

JIS K 6547｢革の染色摩擦堅ろ

う度｣、JIS L 0848｢汗に対する染

色堅ろう度｣ 

50 

初めて着用した婦人カーディガンで

自動車用シートに移染。皮膚にも色

が付き、湿疹と激痛を発症 アレルギー誘発性分散染料の

確認 
エコテックス規格100 

51 
飼育していた海水魚が死亡した水質

改良剤 
急性毒性試験 魚類急性毒性試験 

52 
色落ちしやすい黒色のスェードの婦

人用サンダル 
染色堅ろう度 

JIS L 0848｢汗に対する染色堅ろ

う度｣、JIS L 0849｢摩擦に対する

染色堅ろう度｣ 

53 
ブレーキの利き不良や急発進がおき

たという自動車 
制動力 車両継続検査 

54 塗膜の厚さ 

55 

4カ月の使用で中央部が黒く焦げた

フライパン 
塗膜の耐摩耗性 

JIS S 2010｢アルミニウム板製品

器物｣ 

56 
調理したものに苦味が生じるフライ

パン 

溶出試験(HM・過マンガン酸K

消費量) 
食品衛生法 
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テーマ テスト項目名 規格・基準名 

57 塗膜の耐摩耗性 
JIS S 2010｢アルミニウム板製品

器物｣ 

58 

内面が剥がれたフッ素樹脂加工のフ

ライパン 溶出試験(HM・過マンガン酸K

消費量) 
食品衛生法 

59 水がしみてくる長靴 防水性試験 JIS S 5005｢長靴｣ 

60 

電子レンジで使用すると異臭がする

シリコン製の電子レンジ・オーブン

用調理器 

材質試験及び溶出試験 食品衛生法 

61 
臭いが強く、鼻炎、頭痛、喉の痛み

等を発症した柔軟仕上げ剤 
揮発性有機化合物（VOC) 

JIS A 1965｢室内及び放散試験チ

ャンバー内空気中揮発性有機化

合物のTenax TA(R)吸着剤を用い

たポンプサンプリング、加熱脱離

及びMS/FIDを用いたガスクロマ

トグラフィーによる定量｣ 

62 表底の剥離試験 JIS T 8101｢安全靴｣ 

63 

靴底の剥がれた婦人用ショートブー

ツ 
表底の剥離試験 ISO 17708:2003 

64 

空気栓を口にくわえて空気を入れよ

うとしたところ、口の中がしびれる

などの症状が現れたビーチボール 

フタル酸エステル類の分析 食品衛生法 

65 組成表示が疑われた婦人ブラウス 繊維鑑別、混用率調査 ① 
JIS L 1030-1、1030-2｢繊維製品

の混用率試験方法｣ 

66 組成表示が疑われた婦人ブラウス 繊維鑑別、混用率調査 ② 
JIS L 1030-1、1030-2｢繊維製品

の混用率試験方法｣ 

67 重金属の溶出試験 

68 

口腔内と顔が腫れるなどの症状が現

れたという歯ブラシ 

有機物の溶出試験 

食品衛生法 

69 壁紙のリフォームで体調不良 
建築材料から放散されるホル

ムアルデヒド 

JIS A 1901「建築材料の揮発性有

機化合物（VOC）、ホルムアルデ

ヒド及び他のカルボニル化合物

放散測定方法－小形チャンバー

法」 
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テーマ テスト項目名 規格・基準名 

70 

建築材料から放散される揮発

性有機化合物（VOC)の室内濃

度 

JIS A 1965｢室内及び放散試験チ

ャンバー内空気中揮発性有機化

合物のTenax TA(R)吸着剤を用い

たポンプサンプリング、加熱脱離

及びMS/FIDを用いたガスクロマ

トグラフィーによる定量｣ 

71 
ミネラル還元水素水生成器の活性酸

素消去能 
マグネシウムの定量 

日本食品標準成分票の分析法に

準ずる 

72 組成表示が疑われた婦人ズボン 繊維鑑別、混用率調査 ① 
JIS L 1030-1、1030-2｢繊維製品

の混用率試験方法｣ 

73 組成表示が疑われた婦人ズボン 繊維鑑別、混用率調査 ② 
JIS L 1030-1、1030-2｢繊維製品

の混用率試験方法｣ 

74 
ベルト穴に亀裂が生じた合成皮革の

婦人用ベルト 
耐折試験 

JIS P 8115｢紙及び板紙－耐折強

さ試験方法－ＭＩＴ試験機法｣に

準ずる 

75 
表示ほどの冷感が感じられない冷感

タオル。生地も変色。 
染色堅ろう度 

JIS L 0844｢洗濯に対する染色堅

ろう度試験方法｣（A-2法） 

76 
折りたたみ椅子の座面が外れ転倒し

足首を負傷 
強度試験 JIS S 1032｢オフィス用いす｣ 

77 
新しい弁当箱の臭いが洗っても取れ

ず不快 
材質及び溶出試験 食品衛生法  

78 
サングラスを通して見た画像の鮮明

さの広告が疑われたサングラス 
透過率の調査 JIS T 8141｢遮光保護具｣ 

79 座面の静的強度試験 

80 背もたれの静的強度試験 

81 座面の耐久性試験（50,000回）

82 
背 も た れ の 耐 久 性 試 験

（50,000回） 

83 脚部の静的前方強度試験 

84 

回転する籐製椅子の脚が破損 

座面の耐衝撃性試験 

JIS S 1203｢家具―いす及びスツ

ール―強度度と耐久性の試験方

法｣ 

85 
衣類用のコーティングスプレーで肺

傷害等を発症 
粒子径 

防水スプレー安全確保マニュア

ル作成の手引き 

86 
紫外線透過率、紫外線遮蔽率

の算出 

JIS S 3107｢自動車窓ガラス用フ

ィルム｣ 

87 

効果が疑われた紫外線を99％以上カ

ットすると表示された自動車用窓ガ

ラスフィルム UPF値の算出 

AS/NZS 4399 "Sun proterctive 

clothing--Evakuation and 

classification" 
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テーマ テスト項目名 規格・基準名 

88 

強度試験 

(1)ひじ掛け部分の静的水平

力試験 

89 

強度試験 

(2)ひじ掛け部分の静的垂直

力試験 

90 

オフィス用椅子のひじ掛けの折損 

強度試験 

(3)ひじ掛け部分の耐衝撃性

試験 

JIS S 1032｢オフィス用いす｣ 

91 
調理中に異臭がするフッ素樹脂加工

の片手鍋 
溶出試験 食品衛生法  

92 1週間で破損したサンドバッグ 内部調査 

JIS K 6400-4｢軟質発砲材料-物理

特性の求め方-第4部：圧縮残留ひ

ずみ及び繰返し圧縮残留ひずみ｣

2004A法(定荷重法)、JIS K 6401

｢耐荷重用軟質ポリウレタンフォ

ーム-仕様｣ 

93 
お湯を沸かすと異臭がする電気ケト

ル 
溶出試験 食品衛生法 

94 
加湿器のコードから火花が散ってプ

ラグの根元が断線 
電源コードの折り曲げ試験 電気用品安全法 

95 不快な臭いの入浴剤 
揮発性有機化合物（VOC）の確

認 

JIS A 1965｢室内及び放散試験チ

ャンバー内空気中揮発性有機化

合物のＴｅｎａｘ ＴＡ(R)吸着

剤を用いたポンプサンプリング、

加熱脱離及びＭＳ／ＦＩＤを用

いたガスクロマトグラフィーに

よる定量｣ 

96 
カシミヤ100％の表示に問題があっ

たストール 
混用率 

JIS L 1030-2｢繊維製品の混用率

試験方法－第2部:繊維混用率｣ 

97 材質定量 
JIS H 1305｢アルミニウム及びア

ルミ合金の発光分析方法｣ 

98 

折りたたみ自転車の前フォークが折

れ、転倒し骨折 

引張試験 
JIS Z 2241｢金属材料引張試験方

法｣ 

99 細かな羽毛が吹き出したはんてん 吹出し試験 

日本羽毛製品協同組合｢ダウンウ

エア吹出し試験(タンブルドライ

法)｣ 
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テーマ テスト項目名 規格・基準名 

100 側生地の物性 
JIS L 1096｢織物及び編物の生地

試験方法｣ 

101 縫製 
全日本寝具寝装品協会｢羽毛ふと

ん｣ 

102 羽毛組成混合率 JIS L 1903｢羽毛試験方法｣ 

103 
農機具のエンジンが掛かりにくくな

ったガソリンの品質 
品質検査 

揮発油等の品質の確保等に関す

る法律 

104 
子ども用のシャンプーが垂れて目に

入り、角膜びらんを発症 
眼刺激性試験 

経済協力開発機構（OECD）の化学

物質の試験に関するガイドライ

ン405｢急性眼刺激性/腐食性｣ 

105 
保温していたお湯から異臭がするス

テンレス魔法びん 
溶出試験 食品衛生法  

 

 

120



・専門的テスト 

 

 テーマ テスト項目名 

1 

折りたたみ自転車で走行中に、サド

ルの支柱が破損したため、転倒し骨

折 

シートポストの破面観察 

2 
自転車に取り付けたライトが駐輪中

の転倒のはずみで破損 
破断面観察 

3 
ワインのスクリューキャップを開け

たところ、瓶が割れて、指をけが 
破断面観察 

4 
突然砕けて吹き飛んだ片手鍋のガラ

ス製の鍋蓋 
破断面観察 

5 
短期間の使用でひび割れが発生し、

漏れた雨靴 
靴の屈曲試験 

6 黄色の溶出物が現れた塗りの椀 溶出物の分析（有機分析） 

7 主要成分の濃度表示がない健康食品 フォルスコリンの定量 

8 
小さくて着用できないスパッツのサ

イズ表示の適正さ 
ダミーによる衣服圧測定 

9 
目に若干の痛みを感じた日食観察用

グラスの適否 
分光光度計による可視光線等の透過率測定 

10 紳士ズボンの破損 外観観察 

11 写りが悪くなった赤外線照射器 赤外線の分光放射強度測定（照度、波長分布 1m,2m,3m,4m,5m） 

12 
白いカビのようなものが発生した耐

熱食器 
異物検査 

13 
携帯電話用充電器の電源コードの被

覆の剥がれ 
組成調査 

14 
携帯電話用充電器の電源コードの被

覆の剥がれ 
組成調査 

15 破損しやすい子ども用眼鏡 破面観察 

16 
内面が剥がれたフッ素樹脂加工のフ

ライパン 
断面観察 

17 
接続部からのガス漏れが疑われたカ

セットボンベとバーナー 
ガス漏れ検知テスト（ガス通路の気密性） 

18 外観観察 

19 

ふたが破損した目薬 

破断面観察 

20 
さび、割れで水漏れしたステンレス

製の流し台 
材質分析、破断面調査、ひずみ測定 
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 テーマ テスト項目名 

21 
ミネラル還元水素水生成器の活性酸

素消去能 
スーパーオキシド消去活性 

22 
椅子の座面と支柱パイプをつなぐ溶

接部の破断 
破断面観察 

23 
扇風機の支柱が折れ、破片が顔に当

たりけが 
破面観察 

24 
ワニ革ではなく型押し革に見えた紳

士用ベルト 
革の判定 

25 破面観察 

26 

ガラス製のビールジョッキの底が抜

けて左手首をけが 
ひずみ測定 

27 回転する籐製椅子の脚が破損 破断した木ねじの破面観察 

28 効果が疑われたネズミの殺そ剤 殺そ成分(ジフェチアロール)の定量 

29 
裏板にカビのような白い粉が全面に

吹いた額縁 
細菌・真菌培養による付着物の鑑別 

30 
調理中に異臭がするフッ素樹脂加工

の片手鍋 
におい成分の分析 

31 
お湯を沸かすと異臭がする電気ケト

ル 
におい成分の分析 

32 
ステロイドの含有が疑われた馬油の

クリーム 
ステロイド成分の分析 

33 
タンクに穴が開き、灯油が漏れた石

油ファンヒーター 
タンク底部、断面観察 

34 
外国製の毛染めができる酢酸鉛配合

のヘアクリーム 
含有成分の定量 

35 
踏み台の踏み板が外れて転落し、腰

部を強打 
破断面観察 

36 
折りたたみ自転車の前フォークが折

れ、転倒し骨折 
破断面観察、金属組織観察 

37 
保温していたお湯から異臭がするス

テンレス魔法びん 
におい成分の分析 
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消費生活センターの商品テスト事例 

件数 件名 内容・テスト項目等 実施センター 

1 
マグロを主原料とす

る加工品 
総水銀量、表示 北海道立消費生活センター 

2 トマトの糖含有量 糖組成、糖含有量、官能試験(甘味、酸味など) 北海道立消費生活センター 

3 防災用電池(水電池) 
回路電圧、JIS による持続時間、低温試験、水以外での起電力、

寸法、重さ、使用性能、経済性、表示 
北海道立消費生活センター 

4 充電式単三電池 
回路電圧、JIS による持続時間、低温試験、機器による持続時

間、充電にかかる消費電力量、価格、表示 
北海道立消費生活センター 

5 
家庭用洗濯機で洗え

る紳士用スーツ 

耐洗濯性(外観保持性、寸法変化率、変退色、縫製、乾燥性、

表示、価格) 
北海道立消費生活センター 

6 家庭用マスク 

インフルエンザの予防・感染防止や花粉症対策として家庭用マ

スクを着用する方々が多いが、マスクには様々なものがあり、

価格差も大きく、どのマスクを購入すべきか消費者にとって選

択が難しい。このため、消費者の購入の際の一助となるよう、

家庭用マスクについてどのような商品があるかを調べ、購入の

ポイントや正しい使用方法などについて整理し情報提供 

岩手県立県民生活センター 

7 食品容器の変形調査 

電子レンジを使用して食品を加熱する際、何度でプラスチック

製容器が変形するかを調査。JIS2029 プラスチック製食品類の

耐熱性試験に基づき、電子レンジで加熱を行い変形する温度を

確認 

かながわ中央消費生活センター 

8 
シリコーン製食品調

理器具の安全性調査 

シリコーン製食品調理器具について、JIS2029 プラスチック製

食品類の耐熱性試験に基づく加熱試験、加熱時に発生する物質

の分析等を実施し、安全性について調査 

かながわ中央消費生活センター 

9 
柔軟剤の適正使用調

査 

柔軟剤の使用方法を変えることで、洗濯物にシミや変化が生じ

るかを確認 
かながわ中央消費生活センター 

10 

 

11 

 

12 

卓上式電磁調理器 

電磁調理器は、安全性が高く高齢者にも安心して使用できる調

理器として注目されており、店頭には様々な機種が並べられて

いる。その一方で、使用中に白煙が出たり、火災に至った事例

も発生している。そこで、北陸 3県のセンター共同で、卓上型

電磁調理器の表示、構造・仕様等、性能、安全性等についてテ

ストを実施 

※富山県消費生活センター 

※石川県消費生活支援センター 

※福井県消費生活センター 

13 ポット型浄水器 

ポット型浄水器のろ過性能やろ材成分の安全性等を調査。 

項目は①表示事項等②ろ材成分③浄水能力④ろ過液量⑤けん

だく物質⑥使用性 

石川県消費生活支援センター 

14 使い捨てライター 

新規制の使い捨てライターの安全性や性能等を調査。 

項目は①構造及び外観②警告表示等③押込み力④火炎の高さ

⑤消火試験⑥燃料充填量⑦落下試験⑧耐熱性試験等 

石川県消費生活支援センター 

15 梅干 

スーパーマーケットで販売されている梅干しや調味梅干し、地

元で販売されている地場産の梅干し、消費者団体会員の自家製

梅干しの塩分、合成着色料等をテスト 

福井県消費生活センター 

16 
菓子中のアクリルア

ミド 

こどものおやつとして人気の高いスナック菓子を中心とした

菓子類を対象として、アクリルアミド含有量を調査 
静岡県環境衛生科学研究所 

資料２５ 
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件数 件名 内容・テスト項目等 実施センター 

17 
コエンザイム Q10 サ

プリメント 

コエンザイム Q10サプリメント中のコエンザイム Q10含有量と

コエンザイム Q10と併せて配合されているビタミン E含有量を

調査し、サプリメントの利用に関する留意点を調査 

静岡県環境衛生科学研究所 

18 
化粧品のパラベン含

有量 

消費者を対象に化粧品による皮膚トラブル経験等についてア

ンケート調査を実施。また、一般的に防腐剤として使用されて

いるパラベンについて、ファンデーションとほお紅を対象とし

て含有量を調査 

静岡県環境衛生科学研究所 

19 

LED 電球の特性につ

いて(配光、明るさ、

省エネ) 

LED 電球について｢真下は明るいが周辺は暗い｣、｢表示が 60W 形

相当とあったが暗い｣、｢メーカーにより規格や大きさがバラバ

ラでわかりにくい｣などの苦情があったことから、LED 電球と白

熱電球、電球形蛍光灯を試買し、LED 電球の特性をテスト 

兵庫県立健康生活科学研究所 

生活科学総合センター 

20 保冷剤の比較テスト 

一般家庭用に販売される保冷剤に近頃｢-16℃｣などマイナス温

度帯で凍結するものが増えている。しかし、｢よく冷えると書

いてあったのに通常の保冷剤より冷えない｣という苦情があっ

たことから、保冷剤を試買し、保冷性能の比較テストを実施 

兵庫県立健康生活科学研究所 

生活科学総合センター 

21 

軽作業用手袋及び軍

手のホルムアルデヒ

ドの測定 

軽作業用手袋や軍手に滑り防止のための樹脂加工がされてい

る製品が多くみられ、一般的に樹脂加工に用いられる加工助剤

からホルムアルデヒドが検出されることからホルムアルデヒ

ド溶出試験を実施 

札幌市市民まちづくり市民生活部 

消費者センター 

22 電気ジャー炊飯器 

テスト対象：価格帯や炊飯タイプの異なる機種 5台 

テスト項目：価格・取扱説明書の有無・注意喚起、警告などの

表示の有無・炊飯時間・消費電力量・品質表示・取扱い上の注

意・味・使い勝手 

横浜市消費生活総合センター 

23 
非常用ラジオ(5 種の

うち 1種は輸入品) 

平成 22 年度末には東日本大震災が起こり、続いて平成 23 年度

は洪水による災害が全国でも発生した。いつ起こるかわからな

い自然災害に対し、市民はどのようにとらえ、考え、生活して

いるのか防災に関するアンケート調査と、非常時の情報収集手

段としてラジオの使用テストを実施。 

項目は①大きさ②重さ③選局のしやすさ④聞きやすさ⑤取り

扱い説明書のわかりやすさ⑥価格⑦ライトの明るさ⑧手回し

の使い勝手⑨サイレン・ホイッスルの音⑩携帯充電機能 

新潟市消費生活センター 

24 いか塩辛 塩分 函館市消費生活センター 

25 

植物工場で生産され

たリーフレタスの栄

養成分分析 

植物工場で生産されたリーフレタスの栄養成分(基礎成分、ビ

タミン類、ミネラル類)を分析し、その特徴を解析 
帯広市消費生活アドバイスセンター 

26 

ハウス栽培と一般栽

培のホウレン草の栄

養成分比較 

加温区栽培と無加温区栽培のホウレン草について栄養成分(ミ

ネラル成分、硝酸態窒素)を分析し特徴を比較 
帯広市消費生活アドバイスセンター 

27 

植物工場で生産され

たホウレン草の栄養

成分分析 

植物工場で生産されたホウレン草の栄養成分(基礎成分、ビタ

ミン類、ミネラル類)を分析し、その特徴を解析 
帯広市消費生活アドバイスセンター 

28 

マヨネーズの油脂・塩

分・糖分の含有量テス

ト 

健康管理上、購入する場合の基準として、メーカー4社 10 種類

の商品について油脂・塩分・糖分の含有量の比較測定、併せて

味覚も確認。油脂については、北海道消費生活センター商品テ

スト部に依頼 

苫小牧市消費者センター 

29 試買量目調査 

(豚肉、魚の切身(鮭)、長芋、たらこ、バナナ)5 品目を市内 19

店舗より購入し、(社)北海道計量協会の検査員立会いのもと、

計量を実施。結果は市の商店街振興組合連合会を通じ各店舗に

伝え、指導を依頼 

江別市消費生活相談窓口 
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件数 件名 内容・テスト項目等 実施センター 

30 商品量目試買調査 
食料品を対象に合理的で安全な消費生活のあり方を啓発し、消

費生活安定向上を目的に実施 
本別町役場企画振興課 

31 
ヘアカラートリート

メント 
汗による移染の有無 新宿区立新宿消費生活センター 

32 

市販シリコン製の調

理器具を含む食品用

プラスチックの安全

性の実態 

アセチルアセトン法によるホルムアルデヒドなどの検出及び

煮沸 5分後同条件の抽出液の比較、および原産地の調査 
豊島区消費生活センター 

33 
炊飯ジャーの保温臭

について 

｢炊き上がった時点｣｢保温 3～4時間｣｢保温 6～7時間｣｢翌朝｣に

蒸気口からの臭いと｢フタを開けた時の内釜の臭い｣｢ご飯の臭

い｣｢ご飯の食味｣についてテスト 

敦賀市消費生活センター 

34 電気炊飯ジャー 
保温すると乾燥してご飯が食べられないという相談内容を確

認するため 
寝屋川市立消費生活センター 

35 紳士用ズボン 洗濯後、収納していた紳士ズボンの変色原因調査のため 寝屋川市立消費生活センター 

36 電気ひげそり器 商品を使うと火傷をするという相談内容の原因調査 寝屋川市立消費生活センター 

37 背筋矯正ベルト アレルギーの原因特定のため 寝屋川市立消費生活センター 

38 洗面化粧台の鏡 ソルベントクラックが発生、その原因物質の究明 寝屋川市立消費生活センター 

※：共同テスト 

125



○
業

務
別

決
算

額
（

決
算

報
告

書
）

（
単

位
：

円
）

図
書

雑
誌

出
版

収
入

研
修

宿
泊

収
入

事
業

外
収

入
図

書
雑

誌
出

版
収

入
研

修
宿

泊
収

入
事

業
外

収
入

業
務

2
,
2
8
2
,
6
1
7
,
7
3
8

1
3
6
,
8
7
0
,
9
0
5

1
0
1
,
2
0
3
,
6
6
5

3
5
,
6
6
7
,
2
4
0

0
2
,
5
5
7
,
1
6
3
,
3
6
0

9
8
,
2
6
4
,
3
0
7

7
5
,
7
4
7
,
2
8
7

2
2
,
5
1
7
,
0
2
0

0
2
7
4
,
5
4
5
,
6
2
2

△
 
3
8
,
6
0
6
,
5
9
8

　
広

報
業

務
1
4
1
,
4
3
7
,
2
7
1

9
8
,
8
1
4
,
5
6
9

9
8
,
8
1
4
,
5
6
9

0
0

1
1
7
,
4
6
5
,
8
6
3

7
4
,
0
3
1
,
4
0
7

7
4
,
0
3
1
,
4
0
7

0
0

△
 
2
3
,
9
7
1
,
4
0
8

△
 
2
4
,
7
8
3
,
1
6
2

　
情

報
・

分
析

業
務

1
,
1
6
5
,
3
9
0
,
3
1
4

0
0

0
0

1
,
1
5
4
,
9
4
0
,
9
0
5

0
0

0
0

△
 
1
0
,
4
4
9
,
4
0
9

0

　
相

談
業

務
2
4
5
,
3
6
1
,
8
9
5

9
1
0
,
3
6
0

9
1
0
,
3
6
0

0
0

2
3
2
,
5
0
1
,
8
3
0

7
3
3
,
3
2
0

7
3
3
,
3
2
0

0
0

△
 
1
2
,
8
6
0
,
0
6
5

△
 
1
7
7
,
0
4
0

　
商

品
テ

ス
ト

業
務

2
7
7
,
5
0
3
,
2
0
5

0
0

0
0

6
1
2
,
9
0
0
,
5
8
1

0
0

0
0

3
3
5
,
3
9
7
,
3
7
6

0

　
研

修
業

務
8
4
,
1
6
2
,
4
0
7

1
8
,
7
6
2
,
6
2
0

0
1
8
,
7
6
2
,
6
2
0

0
4
9
,
6
1
6
,
1
7
6

5
,
9
2
3
,
9
4
0

0
5
,
9
2
3
,
9
4
0

0
△
 
3
4
,
5
4
6
,
2
3
1

△
 
1
2
,
8
3
8
,
6
8
0

　
企

画
調

整
業

務
2
9
4
,
1
4
2
,
8
0
1

1
8
,
3
8
3
,
3
5
6

1
,
4
7
8
,
7
3
6

1
6
,
9
0
4
,
6
2
0

0
3
2
0
,
6
5
2
,
6
2
8

1
7
,
5
7
5
,
6
4
0

9
8
2
,
5
6
0

1
6
,
5
9
3
,
0
8
0

0
2
6
,
5
0
9
,
8
2
7

△
 
8
0
7
,
7
1
6

　
Ａ

Ｄ
Ｒ

経
費

7
4
,
6
1
9
,
8
4
5

0
0

0
0

6
9
,
0
8
5
,
3
7
7

0
0

0
0

△
 
5
,
5
3
4
,
4
6
8

0

一
般

管
理

費
2
0
9
,
9
9
7
,
3
3
6

2
4
,
2
8
7
,
7
3
2

0
0

2
4
,
2
8
7
,
7
3
2

1
9
3
,
2
7
3
,
2
7
4

1
3
,
7
2
8
,
0
3
1

0
0

1
3
,
7
2
8
,
0
3
1

△
 
1
6
,
7
2
4
,
0
6
2

△
 
1
0
,
5
5
9
,
7
0
1

人
件

費
1
,
2
3
4
,
4
0
2
,
1
6
6

0
0

0
0

1
,
0
6
4
,
6
3
1
,
1
3
4

0
0

0
0

△
 
1
6
9
,
7
7
1
,
0
3
2

0

　
役

職
員

給
与

9
7
2
,
7
7
6
,
2
1
2

－
－

－
－

8
7
8
,
5
8
7
,
6
1
0

－
－

－
－

△
 
9
4
,
1
8
8
,
6
0
2

－

　
法

定
福

利
費

1
2
4
,
3
3
4
,
3
5
4

－
－

－
－

1
2
1
,
0
0
3
,
8
2
4

－
－

－
－

△
 
3
,
3
3
0
,
5
3
0

－

　
退

職
手

当
1
3
7
,
2
9
1
,
6
0
0

－
－

－
－

6
5
,
0
3
9
,
7
0
0

－
－

－
－

△
 
7
2
,
2
5
1
,
9
0
0

－

3
,
7
2
7
,
0
1
7
,
2
4
0

1
6
1
,
1
5
8
,
6
3
7

1
0
1
,
2
0
3
,
6
6
5

3
5
,
6
6
7
,
2
4
0

2
4
,
2
8
7
,
7
3
2

3
,
8
1
5
,
0
6
7
,
7
6
8

1
1
1
,
9
9
2
,
3
3
8

7
5
,
7
4
7
,
2
8
7

2
2
,
5
1
7
,
0
2
0

1
3
,
7
2
8
,
0
3
1

8
8
,
0
5
0
,
5
2
8

△
 
4
9
,
1
6
6
,
2
9
9

（
注

）
決

算
額

に
は

前
年

度
契

約
済

繰
越

額
を

含
ん

で
い

る
。

対
前

年
度

増
△

減
額

支
出

決
算

額
収

入
決

算
額

区
　

　
　

分

平
成

２
３

年
度

平
成

２
４

年
度

支
出

決
算

額
収

入
決

算
額

支
出

決
算

額
収

入
決

算
額

資料２６

126



○
対
前
年
度
決
算
額
に
対
す
る
主
な
増
減
内
訳

区
分

増
減

額
（

単
位

：
円

）
主

な
増

減
内

訳

業
務

経
費

2
7
4
,
5
4
5
,
6
2
2

　
広

報
業

務
△

 
2
3
,
9
7
1
,
4
0
8
H
P
現

状
分

析
･
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
等

作
成

業
務

（
△

3
,
8
7
4
千

円
）

、
固

定
資

産
取

得
費

（
H
P
機

器
）

（
△

2
,
8
0
6
千

円
）

、
国

民
生

活
印

刷
製

本
費

（
△

7
,
6
4
8
千

円
）

、
く

ら
し

の
豆

知
識

印
刷

製
本

費
（

△
3
,
7
5
4
千

円
）

、
出

前
講

座
委

託
費

（
1
,
2
9
6
千

円
）

、
非

常
勤

職
員

手
当

（
2
,
2
0
4
千

円
）

、
事

務
補

助
員

手
当

（
△

2
,
5
2
9
千

円
）

、
販

売
手

数
料

（
△

6
,
5
4
3
千

円
）

　
情

報
・

分
析

業
務

△
 
1
0
,
4
4
9
,
4
0
9
P
C
-
L
A
N
サ

ー
バ

更
新

（
4
4
,
7
2
5
千

円
）

、
医

療
機

関
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
（

3
4
,
0
1
2
千

円
）

、
P
I
O
-
N
E
T
端

末
追

加
配

備
賃

借
料

（
1
0
,
6
7
0
千

円
）

、
事

故
情

報
Ｄ

Ｂ
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
変

更
作

業
（

7
,
3
2
9
千

円
）

、
自

然
言

語
デ

ー
タ

解
析

研
究

（
△

1
8
,
2
8
7
千

円
）

、
P
I
O
-
N
E
T
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
変

更
作

業
（

△
9
2
,
9
3
3
千

円
）

　
相

談
業

務
△

 
1
2
,
8
6
0
,
0
6
5
非

常
勤

職
員

手
当

（
9
,
1
0
2
千

円
）

、
震

災
1
1
0
番

関
係

（
△

1
5
,
4
9
1
千

円
）

、
土

日
休

日
相

談
運

営
（

△
4
,
8
7
0
千

円
）

、
派

遣
職

員
（

△
7
5
5
千

円
）

　
商

品
テ

ス
ト

業
務

3
3
5
,
3
9
7
,
3
7
6
商

品
ﾃ
ｽ
ﾄ
機

器
購

入
費

（
3
2
0
,
2
3
2
千

円
）

、
放

射
線

物
質

検
査

機
器

地
方

配
備

関
係

経
費

（
1
9
,
2
1
1
千

円
）

、
派

遣
職

員
（

△
2
,
0
1
6

千
円

）

　
研

修
業

務
△

 
3
4
,
5
4
6
,
2
3
1
図

書
費

（
△

3
,
2
2
6
千

円
）

、
講

師
謝

金
（

△
6
,
7
2
1
千

円
）

、
研

修
旅

費
（

△
6
,
1
7
1
千

円
）

、
研

修
会

場
借

料
（

△
4
,
7
0
1
千

円
）

、
研

修
講

座
運

営
委

託
（

△
3
,
3
8
5
千

円
）

、
事

務
補

助
員

手
当

（
△

2
,
1
7
6
千

円
）

、
研

修
会

場
整

備
費

（
△

2
,
1
0
2
千

円
）

、
固

定
資

産
取

得
（

△
2
,
1
7
1
千

円
）

　
企

画
調

整
業

務
2
6
,
5
0
9
,
8
2
7
消

費
生

活
相

談
専

門
家

の
巡

回
事

業
（

3
1
,
8
8
2
千

円
）

、
非

常
勤

職
員

手
当

（
△

2
,
8
9
5
千

円
）

、
資

格
認

定
関

係
印

刷
製

本
費

（
△

1
,
0
4
5
千

円
）

 
 
Ａ

Ｄ
Ｒ

経
費

△
 
5
,
5
3
4
,
4
6
8
非

常
勤

職
員

手
当

（
2
,
1
2
8
千

円
）

、
委

員
手

当
（

△
3
,
4
8
8
千

円
）

、
旅

費
（

△
2
,
7
4
7
千

円
）

一
般

管
理

費
△

 
1
6
,
7
2
4
,
0
6
2
非

常
勤

職
員

手
当

（
1
,
8
5
7
千

円
）

、
土

地
使

用
料

（
1
,
1
8
4
千

円
）

、
総

合
管

理
業

務
（

△
1
4
,
6
6
7
千

円
）

、
派

遣
職

員
（

△
1
,
6
3
9

千
円

）
、

納
付

消
費

税
（

△
1
,
1
1
2
千

円
）

、
固

定
資

産
取

得
（

△
8
1
6
千

円
）

127



対
前
年
度
比
較
分
析
表

（
単

位
:
円

）
【

貸
借

対
照
表
】

平
成

2
3
年

度
①

平
成

2
4
年

度
②

増
減

額
（

②
－

①
）

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

考
（

単
位

：
千

円
）

資
産
の
部

Ⅰ
　
流
動
資
産

3
,
4
4
8
,
6
7
1
,
5
1
4

2
,
5
1
7
,
7
6
7
,
0
2
9

△
 
9
3
0
,
9
0
4
,
4
8
5

　
　
　
　
現
金
及
び
預
金

3
,
1
3
7
,
1
3
7
,
6
6
1

2
,
4
6
6
,
3
4
8
,
1
3
0

△
 
6
7
0
,
7
8
9
,
5
3
1

　
　
　
　
有
価
証
券

2
4
3
,
1
4
0
,
3
3
9

0
△
 
2
4
3
,
1
4
0
,
3
3
9

1
年

以
内

に
満

期
と

な
る

有
価

証
券

（
H
2
3
：

8
口

（
国

債
）

）

　
　
　
　
売
掛
金

3
1
,
9
3
0
,
8
1
9

3
4
,
5
8
2
,
7
1
5

2
,
6
5
1
,
8
9
6

く
ら

し
の

豆
知

識
（

6
,
7
2
6
）

、
国

民
生

活
（

△
2
,
0
4
5
）

、
ﾘ
ｰ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ
著

作
権

（
△

3
8
3
）

、
そ

の
他

出
版

物
（

△
4
2
3
）

、
施

設
利

用
（

△
1
,
2
2
3
）

　
　
　
　
た
な
卸
資
産

3
3
,
8
4
4
,
0
3
1

1
3
,
9
4
9
,
8
7
6

△
 
1
9
,
8
9
4
,
1
5
5

く
ら

し
の

豆
知

識
（

△
1
7
,
9
5
4
）

、
国

民
生

活
（

△
4
4
6
）

、
誌

上
法

学
講

座
（

△
1
,
3
1
9
）

　
　
　
　
前
払
費
用

1
,
9
6
7
,
2
4
0

1
,
4
2
9
,
0
0
0

△
 
5
3
8
,
2
4
0

火
災

保
険

（
△

2
0
3
）

　
　
　
　
未
収
収
益

2
7
9
,
8
5
0

1
5
2
,
3
4
2

△
 
1
2
7
,
5
0
8

　
　
　
　
そ
の
他
の
未
収
入
金

3
7
1
,
5
7
4

1
,
3
0
4
,
9
6
6

9
3
3
,
3
9
2

労
働

保
険

料
精

算
分

（
1
,
2
9
0
）

、
会

議
室

等
使

用
料

（
△

3
5
1
）

Ⅱ
　
固
定
資
産

　
　
１
　
有
形
固
定
資
産

9
,
0
6
5
,
2
6
4
,
1
3
4

9
,
1
4
2
,
6
5
6
,
9
5
0

7
7
,
3
9
2
,
8
1
6

　
　
　
　
　
建
物

2
,
1
7
0
,
4
2
8
,
3
4
1

2
,
1
7
0
,
4
2
8
,
3
4
1

0
　
　
　
　
　
　
減
価
償
却
累
計
額

5
4
8
,
2
8
7
,
5
3
1

6
3
0
,
4
3
2
,
3
9
6

8
2
,
1
4
4
,
8
6
5

　
　
　
　
　
構
築
物

8
7
6
,
1
4
8
,
6
4
1

8
7
6
,
1
4
8
,
6
4
1

0
　
　
　
　
　
　
減
価
償
却
累
計
額

5
8
3
,
4
7
6
,
6
4
4

6
2
1
,
2
4
0
,
5
6
3

3
7
,
7
6
3
,
9
1
9

　
　
　
　
　
機
械
装
置

9
7
,
1
4
6
,
3
2
4

8
3
,
7
6
7
,
1
4
6

△
 
1
3
,
3
7
9
,
1
7
8

　
　
　
　
　
　
減
価
償
却
累
計
額

9
4
,
5
5
9
,
8
9
9

8
2
,
3
7
8
,
8
5
3

△
 
1
2
,
1
8
1
,
0
4
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
車
両
運
搬
具

2
,
1
6
2
,
7
5
5

2
,
1
6
2
,
7
5
5

0
　
　
　
　
　
　
減
価
償
却
累
計
額

2
,
0
5
4
,
6
1
7

2
,
0
7
6
,
2
4
4

2
1
,
6
2
7

　
　
　
　
　
工
具
器
具
備
品

1
,
0
6
1
,
5
1
4
,
4
2
4

1
,
4
8
6
,
6
3
5
,
4
7
0

4
2
5
,
1
2
1
,
0
4
6

新
規

取
得

（
4
8
7
,
4
4
0
）

、
除

却
（

△
6
2
,
3
1
9
）

　
　
　
　
　
　
減
価
償
却
累
計
額

6
6
6
,
2
0
1
,
2
2
7

7
9
4
,
1
4
3
,
8
9
3

1
2
7
,
9
4
2
,
6
6
6

　
　
　
　
　
リ
ー
ス
資
産
(
工
具
器
具
備
品
)

6
7
6
,
3
8
4
,
4
2
3

7
2
2
,
6
4
1
,
3
4
3

4
6
,
2
5
6
,
9
2
0

新
規

取
得

分
（

5
0
,
2
7
8
）

、
ﾘ
ｰ
ｽ
期

間
満

了
に

よ
る

除
却

（
△

4
,
0
2
1
）

　
　
　
　
　
　
減
価
償
却
累
計
額

2
6
7
,
9
4
4
,
8
5
6

4
1
2
,
8
1
2
,
7
9
7

1
4
4
,
8
6
7
,
9
4
1

　
　
　
　
　
立
木
竹

4
,
0
0
4
,
0
0
0

3
,
9
5
8
,
0
0
0

△
 
4
6
,
0
0
0

檜
1
本

　
　
　
　
　
土
地

6
,
3
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

6
,
3
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0

　
　
２
　
無
形
固
定
資
産

2
5
2
,
0
0
0

2
5
2
,
0
0
0

0
　
　
　
　
　
電
話
加
入
権

2
5
2
,
0
0
0

2
5
2
,
0
0
0

0

　
　
３
　
投
資
そ
の
他
の
資
産

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
　
　
　
　
　
投
資
有
価
証
券

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
商

工
債

1
口

　
　
　
　
　
　
固
定
資
産
合
計

9
,
0
7
5
,
5
1
6
,
1
3
4

9
,
1
5
2
,
9
0
8
,
9
5
0

7
7
,
3
9
2
,
8
1
6

　
　
　
　
　
　
資
産
合
計

1
2
,
5
2
4
,
1
8
7
,
6
4
8

1
1
,
6
7
0
,
6
7
5
,
9
7
9

△
 
8
5
3
,
5
1
1
,
6
6
9

128



対
前
年
度
比
較
分
析
表

（
単

位
:
円

）
【

貸
借

対
照
表
】

平
成

2
3
年

度
①

平
成

2
4
年

度
②

増
減

額
（

②
－

①
）

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

考
（

単
位

：
千

円
）

負
債
の
部

Ⅰ
　
流
動
負
債

3
,
3
1
4
,
7
9
6
,
5
0
0

6
4
0
,
8
9
2
,
0
2
6

△
 
2
,
6
7
3
,
9
0
4
,
4
7
4

　
　
　
　
運
営
費
交
付
金
債
務

2
,
7
6
1
,
8
4
3
,
5
6
3

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

△
 
2
,
7
6
1
,
8
4
3
,
5
6
3

独
立

行
政

法
人

会
計

基
準

第
8
1
第

3
項

の
規

定
に

基
づ

く
収

益
化

（
△

1
,
7
5
9
,
2
4
7
）

、
前

年
度

債
務

△
1
,
1
2
4
,
1
4
5
（

収
益

化
（

△
6
3
8
,
6
5
7
）

、
資

産
見

返
負

債
振

替
（

△
4
8
5
,
4
8
8
）

）
、

2
4
年

度
予

算
額

債
務

計
上

（
2
,
7
2
1
,
0
1
3
）

、
2
4
年

度
債

務
△

2
,
5
9
9
,
4
6
5
（

収
益

化
（

△
2
,
5
9
7
,
5
1
3
）

、
資

産
見

返
負

債
振

替
（

△
1
,
9
5
1
）

）

　
　
　
　
未
払
金

3
6
1
,
0
7
2
,
0
8
1

4
3
8
,
6
8
9
,
4
5
9

7
7
,
6
1
7
,
3
7
8

業
務

経
費

関
係

（
1
0
9
,
2
8
7
）

、
一

般
管

理
費

関
係

（
5
,
2
6
4
）

、
退

職
金

（
△

3
6
,
9
3
4
）

　
　
　
　
未
払
費
用

2
7
,
3
8
9
,
2
7
9

2
4
,
8
4
8
,
9
1
7

△
 
2
,
5
4
0
,
3
6
2

給
与

関
係

（
超

勤
、

社
会

保
険

料
事

業
主

負
担

分
）

（
△

1
,
4
2
8
）

、
光

熱
水

費
（

△
1
,
1
6
1
)

　
　
　
　
未
払
消
費
税
等

1
,
1
4
6
,
5
0
0

3
9
3
,
8
0
0

△
 
7
5
2
,
7
0
0

　
　
　
　
前
受
金

8
2
9
,
2
0
0

7
2
8
,
7
0
0

△
 
1
0
0
,
5
0
0

　
　
　
　
預
り
金

2
4
,
4
2
6
,
7
5
0

2
1
,
8
9
5
,
3
7
3

△
 
2
,
5
3
1
,
3
7
7

源
泉

所
得

税
（

△
2
,
3
0
2
）

、
地

方
税

（
△

5
1
4
）

、
社

会
保

険
料

（
3
0
9
）

　
　
　
　
短
期
リ
ー
ス
債
務

1
3
8
,
0
8
9
,
1
2
7

1
5
4
,
3
3
5
,
7
7
7

1
6
,
2
4
6
,
6
5
0

2
4
新

規
ﾘ
ｰ
ｽ
資

産
分

（
1
4
,
9
6
7
）

Ⅱ
　
固
定
負
債

7
7
3
,
3
8
2
,
6
8
2

9
4
9
,
2
5
6
,
6
6
2

1
7
5
,
8
7
3
,
9
8
0

　
　
　
　
資
産
見
返
負
債

4
9
5
,
2
3
0
,
0
2
6

7
8
5
,
5
5
2
,
8
3
0

2
9
0
,
3
2
2
,
8
0
4

　
　
　
　
　
資
産
見
返
運
営
費
交
付
金

4
9
5
,
2
3
0
,
0
2
6

7
8
5
,
5
5
2
,
8
3
0

2
9
0
,
3
2
2
,
8
0
4

2
4
取

得
運

営
費

交
付

金
債

務
振

替
（

4
8
7
,
4
4
0
）

、
資

産
見

返
交

付
金

戻
入

（
△

1
9
7
,
1
1
7
）

　
　
　
　
長
期
リ
ー
ス
債
務

2
7
8
,
1
5
2
,
6
5
6

1
6
3
,
7
0
3
,
8
3
2

△
 
1
1
4
,
4
4
8
,
8
2
4

既
存

ﾘ
ｰ
ｽ
資

産
短

期
振

替
（

△
1
3
9
,
3
6
9
）

、
新

規
ﾘ
ｰ
ｽ
資

産
計

上
（

2
4
,
9
2
0
）

　
　
　
　
　
　
負
債
合
計

4
,
0
8
8
,
1
7
9
,
1
8
2

1
,
5
9
0
,
1
4
8
,
6
8
8

△
 
2
,
4
9
8
,
0
3
0
,
4
9
4

純
資
産
の
部

Ⅰ
　
資
本
金

9
,
1
6
6
,
5
4
6
,
6
5
0

9
,
1
6
6
,
5
4
6
,
6
5
0

0
　
　
　
　
政
府
出
資
金

9
,
1
6
6
,
5
4
6
,
6
5
0

9
,
1
6
6
,
5
4
6
,
6
5
0

0

Ⅱ
　
資
本
剰
余
金

△
 
7
3
7
,
2
9
1
,
5
0
5

△
 
8
5
1
,
6
1
0
,
4
7
2

△
 
1
1
4
,
3
1
8
,
9
6
7

　
　
　
　
資
本
剰
余
金

6
4
9
,
4
9
7
,
6
6
6

6
0
3
,
8
6
0
,
7
5
6

△
 
4
5
,
6
3
6
,
9
1
0

　
　
　
　
損
益
外
減
価
償
却
累
計
額
（
△
）

△
 
1
,
3
8
5
,
4
0
3
,
1
7
1

△
 
1
,
4
5
4
,
0
8
5
,
2
2
8

△
 
6
8
,
6
8
2
,
0
5
7

　
　
　
　
損
益
外
減
損
損
失
累
計
額
（
△
）

△
 
1
,
3
8
6
,
0
0
0

△
 
1
,
3
8
6
,
0
0
0

0
電

話
加

入
権

分

Ⅲ
　
利
益
剰
余
金

6
,
7
5
3
,
3
2
1

1
,
7
6
5
,
5
9
1
,
1
1
3

1
,
7
5
8
,
8
3
7
,
7
9
2

　
　
　
　
積
立
金

9
,
0
9
3
,
9
0
5

6
,
7
5
3
,
3
2
1

△
 
2
,
3
4
0
,
5
8
4

　
　
　
　
当
期
未
処
分
利
益
又
は
未
処
理
損
失
（
△
）

△
 
2
,
3
4
0
,
5
8
4

1
,
7
5
8
,
8
3
7
,
7
9
2

1
,
7
6
1
,
1
7
8
,
3
7
6

　
　
　
　
（
う
ち
当
期
総
利
益
又
は
総
損
失
（
△
）
）

△
 
2
,
3
4
0
,
5
8
4

1
,
7
5
8
,
8
3
7
,
7
9
2

1
,
7
6
1
,
1
7
8
,
3
7
6

独
立

行
政

法
人

会
計

基
準

第
8
1
第

3
項

の
規

定
に

基
づ

く
収

益
化

（
1
,
7
5
9
,
2
4
7
）

、
リ

ー
ス

会
計

に
よ

る
損

益
差

額
（

1
,
9
3
2
）

　
　
　
　
　
　
　
純
資
産
合
計

8
,
4
3
6
,
0
0
8
,
4
6
6

1
0
,
0
8
0
,
5
2
7
,
2
9
1

1
,
6
4
4
,
5
1
8
,
8
2
5

　
　
　
　
　
　
　
　
負
債
純
資
産
合
計

1
2
,
5
2
4
,
1
8
7
,
6
4
8

1
1
,
6
7
0
,
6
7
5
,
9
7
9

△
 
8
5
3
,
5
1
1
,
6
6
9
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対
前
年
度
比
較
分
析
表

（
単

位
:
円

）

【
損

益
計
算
書
】

平
成

2
3
年

度
①

平
成

2
4
年

度
②

増
減

額
（

②
－

①
）

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

考
（

単
位

：
千

円
）

経
常
費
用

　
　
業
務
経
費

3
,
0
9
4
,
6
9
5
,
5
6
1

3
,
0
9
8
,
9
2
4
,
4
3
9

4
,
2
2
8
,
8
7
8

　
　
　
給
与
手
当

7
5
0
,
2
0
2
,
9
1
5

6
7
2
,
1
1
4
,
9
4
1

△
 
7
8
,
0
8
7
,
9
7
4

　
　
　
退
職
給
付
費
用

1
1
3
,
3
2
9
,
8
0
0

6
5
,
0
3
9
,
7
0
0

△
 
4
8
,
2
9
0
,
1
0
0

　
　
　
法
定
福
利
費

1
1
6
,
4
0
0
,
9
5
1

1
1
5
,
2
1
3
,
2
2
9

△
 
1
,
1
8
7
,
7
2
2

職
員

分
（

△
3
,
0
8
6
）

、
非

常
勤

職
員

等
分

（
1
,
8
9
9
）

　
　
　
備
品
費

3
,
9
0
3
,
3
0
2

8
3
8
,
8
9
2

△
 
3
,
0
6
4
,
4
1
0

　
　
　
交
際
費

0
0

0

　
　
　
雑
給

2
6
2
,
4
5
3
,
0
1
1

2
6
8
,
8
9
9
,
8
6
5

6
,
4
4
6
,
8
5
4

非
常

勤
職

員
手

当
（

1
4
,
9
7
7
）

、
事

務
補

助
員

手
当

（
△

4
,
9
0
8
）

、
紛

争
解

決
委

員
会

委
員

手
当

等
（

△
3
,
6
2
2
）

　
　
　
福
利
厚
生
費

2
,
7
4
3
,
1
3
0

3
,
0
7
7
,
2
4
0

3
3
4
,
1
1
0

　
　
　
旅
費

7
0
,
7
8
7
,
7
8
3

7
0
,
2
6
6
,
5
1
5

△
 
5
2
1
,
2
6
8

　
　
　
会
議
費

5
6
0
,
3
3
1

4
0
3
,
2
8
2

△
 
1
5
7
,
0
4
9

　
　
　
賃
借
料

1
6
0
,
5
0
4
,
2
2
2

1
5
8
,
9
5
5
,
0
2
2

△
 
1
,
5
4
9
,
2
0
0

研
修

会
場

借
料

（
△

4
,
8
7
8
）

、
ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
（

2
,
4
7
8
）

、
病

院
端

末
（

6
2
5
）

　
　
　
消
耗
品
費

6
0
,
0
8
9
,
3
8
2

4
8
,
3
4
8
,
8
4
6

△
 
1
1
,
7
4
0
,
5
3
6

各
地

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
配

布
P
I
O
-
N
E
T
端

末
用

ﾄ
ﾅ
ｰ
ｶ
ｰ
ﾄ
ﾘ
ｯ
ｼ
ﾞ
（

△
4
,
2
1
5
）

、
商

品
ﾃ
ｽ
ﾄ
検

体
等

（
△

4
,
5
6
0
）

　
　
　
通
信
運
搬
費

1
6
1
,
8
6
1
,
2
4
0

1
7
8
,
4
6
1
,
6
4
0

1
6
,
6
0
0
,
4
0
0

P
I
O
回

線
使

用
料

（
9
,
4
4
5
）

、
霞

が
関

W
A
N
（

△
3
,
6
3
4
）

、
放

射
能

測
定

器
地

方
配

備
関

係
（

1
2
,
3
5
3
）

、
消

費
生

活
相

談
専

門
家

巡
回

・
震

災
派

遣
事

業
関

係
（

△
1
,
4
1
7
）

　
　
　
印
刷
製
本
費

1
2
,
8
7
3
,
9
0
4

4
3
,
1
5
1
,
4
7
4

3
0
,
2
7
7
,
5
7
0

「
く

ら
し

の
豆

知
識

」
等

た
な

卸
資

産
振

替
増

（
4
0
,
7
3
2
）

、
ﾏ
ﾙ
ﾁ
取

引
ﾘ
ｰ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ
（

4
,
1
6
0
）

、
P
I
O
-

N
E
T
ﾏ
ﾆ
ｭ
ｱ
ﾙ
（

2
,
9
8
1
）

、
「

国
民

生
活

」
（

△
7
,
6
4
8
）

、
「

く
ら

し
の

豆
知

識
」

（
△

3
,
7
5
4
）

、
消

費
生

活
相

談
専

門
家

巡
回

事
業

関
係

（
△

4
,
0
6
1
）

　
　
　
水
道
光
熱
費

2
5
,
0
3
2
,
8
9
5

2
3
,
9
1
2
,
5
7
0

△
 
1
,
1
2
0
,
3
2
5

　
　
　
交
通
費

2
,
6
9
0
,
5
8
1

2
,
3
3
5
,
0
2
9

△
 
3
5
5
,
5
5
2

　
　
　
外
部
委
託
費

5
7
4
,
4
7
6
,
8
8
2

5
9
2
,
2
5
8
,
3
6
8

1
7
,
7
8
1
,
4
8
6

P
C
-
L
A
N
ｻ
ｰ
ﾊ
ﾞ
更

新
（

4
4
,
7
2
5
）

、
P
I
O
-
N
E
T
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
分

析
（

6
,
0
8
0
）

、
P
I
O
-
N
E
T
ｱ
ﾌ
ﾟ
ﾘ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
変

更
（

△
9
2
,
9
3
3
）

、
医

療
機

関
ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
構

築
（

3
4
,
0
1
2
）

、
事

故
情

報
D
B
ｱ
ﾌ
ﾟ
ﾘ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
変

更
（

7
,
3
2
9
）

、
P
C
-

L
A
N
機

器
設

定
等

（
5
,
4
7
4
）

、
業

務
支

援
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
等

改
修

（
△

3
,
1
5
4
）

、
統

合
認

証
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
構

築
関

連
（

△
1
1
,
8
3
6
）

、
P
I
O
-
N
E
T
端

末
導

入
（

2
5
,
7
4
5
）

　
　
　
販
売
手
数
料

1
1
,
9
5
0
,
2
1
2

5
,
2
1
2
,
2
0
5

△
 
6
,
7
3
8
,
0
0
7

「
月

刊
国

民
生

活
」

（
△

6
,
2
1
9
）

、
「

く
ら

し
の

豆
知

識
」

（
△

3
2
1
）

　
　
　
租
税
公
課

7
5
,
4
0
0

1
0
4
,
5
0
0

2
9
,
1
0
0

　
　
　
保
守
・
修
繕
費

2
7
8
,
2
3
3
,
0
0
5

2
6
7
,
2
0
5
,
2
5
7

△
 
1
1
,
0
2
7
,
7
4
8

個
人

情
報

D
B
保

守
（

△
1
,
5
4
8
）

、
病

院
情

報
D
B
（

△
1
,
0
5
0
）

、
商

品
ﾃ
ｽ
ﾄ
設

備
維

持
関

連
（

△
1
,
2
3
0
）

、
会

議
室

ﾏ
ｲ
ｸ
整

備
（

△
2
,
4
3
8
）

　
　
　
支
払
手
数
料

1
3
,
8
4
5

6
,
7
1
2

△
 
7
,
1
3
3

　
　
　
支
払
保
険
料

1
4
,
2
0
7
,
0
9
0

1
3
,
5
1
7
,
8
5
0

△
 
6
8
9
,
2
4
0

消
費

生
活

相
談

専
門

家
巡

回
・

震
災

派
遣

事
業

関
係

傷
害

保
険

（
△

7
3
9
）

　
　
　
支
払
報
酬

2
0
7
,
6
3
0
,
4
3
3

2
2
1
,
7
8
7
,
0
9
8

1
4
,
1
5
6
,
6
6
5

消
費

生
活

相
談

専
門

家
巡

回
・

震
災

派
遣

事
業

関
係

（
3
6
,
7
1
9
）

、
震

災
1
1
0
番

関
係

（
△

1
2
,
4
1
2
）

、
消

費
生

活
相

談
員

養
成

講
座

等
講

師
（

△
6
,
7
3
8
）

、
国

民
生

活
執

筆
（

△
1
,
8
4
3
）

、
ﾒ
ｰ

ﾙ
ﾏ
ｶ
ﾞ
ｼ
ﾞ
ﾝ
作

成
（

△
7
2
0
）

　
　
　
図
書
費

2
0
,
2
6
6
,
2
5
6

1
1
,
8
4
9
,
3
7
1

△
 
8
,
4
1
6
,
8
8
5

「
消

費
者

六
法

」
購

入
（

△
2
,
9
2
7
）

、
消

費
生

活
相

談
専

門
家

巡
回

事
業

関
係

（
△

4
,
4
4
7
）

　
　
　
そ
の
他

5
,
4
4
7
,
8
3
1

4
,
0
4
1
,
9
5
2

△
 
1
,
4
0
5
,
8
7
9

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
関

係
研

修
受

講
料

（
△

8
4
8
)

　
　
　
減
価
償
却
費

2
3
8
,
9
6
1
,
1
6
0

3
3
1
,
9
2
2
,
8
8
1

9
2
,
9
6
1
,
7
2
1

ﾘ
ｰ
ｽ
資

産
分

（
1
3
,
3
4
9
）

、
ﾘ
ｰ
ｽ
以

外
分

（
7
9
,
6
1
2
）
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対
前
年
度
比
較
分
析
表

（
単

位
:
円

）
【

損
益

計
算
書
】

平
成

2
3
年

度
①

平
成

2
4
年

度
②

増
減

額
（

②
－

①
）

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

考
（

単
位

：
千

円
）

　
　
一
般
管
理
費

4
9
5
,
0
7
8
,
8
3
5

4
3
8
,
2
4
4
,
9
3
1

△
 
5
6
,
8
3
3
,
9
0
4

　
　
　
役
員
報
酬

6
8
,
4
6
6
,
6
2
1

6
1
,
3
7
1
,
1
4
8

△
 
7
,
0
9
5
,
4
7
3

　
　
　
給
与
手
当

1
5
4
,
1
0
6
,
6
7
6

1
4
5
,
1
0
1
,
5
2
1

△
 
9
,
0
0
5
,
1
5
5

　
　
　
退
職
給
付
費
用

2
3
,
9
6
1
,
8
0
0

0
△
 
2
3
,
9
6
1
,
8
0
0

　
　
　
法
定
福
利
費

2
7
,
4
1
6
,
5
1
3

2
7
,
4
4
9
,
9
8
9

3
3
,
4
7
6

役
職

員
分

（
△

2
4
3
）

、
非

常
勤

職
員

等
分

（
2
7
7
）

　
　
　
備
品
費

5
0
8
,
8
0
9

8
0
,
5
0
3

△
 
4
2
8
,
3
0
6

　
　
　
交
際
費

1
5
5
,
1
0
3

8
0
,
6
4
7

△
 
7
4
,
4
5
6

　
　
　
雑
給

2
,
0
1
5
,
9
1
2

3
,
1
5
0
,
9
8
6

1
,
1
3
5
,
0
7
4

非
常

勤
職

員
手

当
（

1
,
8
5
7
）

、
事

務
補

助
員

手
当

（
△

6
4
2
）

　
　
　
福
利
厚
生
費

2
,
9
7
8
,
9
0
7

3
,
3
5
8
,
1
8
7

3
7
9
,
2
8
0

健
康

診
断

（
4
2
6
）

　
　
　
旅
費

1
,
5
9
2
,
6
5
0

9
0
4
,
6
7
0

△
 
6
8
7
,
9
8
0

　
　
　
地
代
家
賃

4
4
,
3
0
9
,
9
2
6

4
5
,
3
3
1
,
1
5
8

1
,
0
2
1
,
2
3
2

土
地

使
用

料
（

1
,
1
8
4
）

　
　
　
会
議
費

1
6
,
2
4
8

1
4
,
9
6
6

△
 
1
,
2
8
2

　
　
　
賃
借
料

3
1
7
,
2
9
9

3
0
8
,
8
3
5

△
 
8
,
4
6
4

　
　
　
消
耗
品
費

6
,
8
6
2
,
0
2
0

6
,
3
0
4
,
9
4
2

△
 
5
5
7
,
0
7
8

　
　
　
通
信
運
搬
費

3
,
0
8
2
,
9
1
0

2
,
6
1
5
,
9
4
2

△
 
4
6
6
,
9
6
8

　
　
　
印
刷
製
本
費

3
1
8
,
5
0
5

4
5
7
,
6
1
3

1
3
9
,
1
0
8

　
　
　
水
道
光
熱
費

1
3
,
8
9
9
,
9
5
0

1
7
,
2
7
9
,
2
4
7

3
,
3
7
9
,
2
9
7

電
気

（
相

模
原

1
,
2
1
7
、

東
京

1
,
3
6
1
）

　
　
　
交
通
費

3
,
0
9
5
,
2
7
1

2
,
5
5
9
,
0
0
3

△
 
5
3
6
,
2
6
8

　
　
　
外
部
委
託
費

7
2
,
3
0
6
,
5
3
1

5
7
,
2
2
9
,
5
4
9

△
 
1
5
,
0
7
6
,
9
8
2

派
遣

職
員

（
△

1
,
6
3
9
）

、
総

合
管

理
業

務
（

相
模

原
事

務
所

△
8
,
5
6
3
、

東
京

事
務

所
△

6
,
1
0
4
）

　
　
　
租
税
公
課

2
2
,
6
3
8
,
0
0
0

2
0
,
9
5
3
,
0
0
0

△
 
1
,
6
8
5
,
0
0
0

納
付

消
費

税
（

△
1
,
1
1
2
）

、
相

模
原

事
務

所
固

定
資

産
税

（
△

5
7
0
）

　
　
　
保
守
・
修
繕
費

2
3
,
3
5
9
,
2
6
4

2
2
,
2
9
8
,
0
5
9

△
 
1
,
0
6
1
,
2
0
5

相
模

原
事

務
所

中
央

監
視

装
置

ﾃ
ﾞ
ｰ
ﾀ
ﾍ
ﾞ
ｰ
ｽ
設

定
変

更
（

△
9
9
7
）

　
　
　
支
払
手
数
料

2
,
8
5
6
,
5
1
5

3
,
1
5
6
,
6
2
5

3
0
0
,
1
1
0

　
　
　
支
払
保
険
料

2
0
9
,
2
4
0

2
0
9
,
2
4
0

0
　
　
　
支
払
報
酬

3
,
7
8
0
,
7
5
0

2
,
4
0
2
,
7
5
0

△
 
1
,
3
7
8
,
0
0
0

法
律

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾃ
ｨ
ﾝ
ｸ
ﾞ
（

△
1
,
0
4
4
）

、
産

業
医

（
△

4
8
3
）

　
　
　
図
書
費

1
,
5
8
3
,
1
2
5

9
1
8
,
8
4
3

△
 
6
6
4
,
2
8
2

加
除

式
法

規
集

等
購

読
見

直
し

　
　
　
そ
の
他

1
,
5
6
0
,
2
4
0

1
,
5
9
9
,
4
3
0

3
9
,
1
9
0

　
　
　
減
価
償
却
費

1
3
,
6
8
0
,
0
5
0

1
3
,
1
0
8
,
0
7
8

△
 
5
7
1
,
9
7
2

 
 
 
 
財
務
費

用
　
　
　
支
払
利
息

8
,
3
3
3
,
1
6
5

6
,
9
0
3
,
7
7
1

△
 
1
,
4
2
9
,
3
9
4

　
経
常
費
用
合
計

3
,
5
9
8
,
1
0
7
,
5
6
1

3
,
5
4
4
,
0
7
3
,
1
4
1

△
 
5
4
,
0
3
4
,
4
2
0

経
常
収
益

　
　
　
運
営
費
交
付
金
収
益

3
,
3
1
7
,
9
9
9
,
0
2
7

4
,
9
9
5
,
4
1
7
,
0
1
7

1
,
6
7
7
,
4
1
7
,
9
9
0

　
　
　
業
務
収
益

1
3
6
,
8
7
0
,
9
0
5

9
8
,
2
6
4
,
3
0
7

△
 
3
8
,
6
0
6
,
5
9
8

　
　
　
　
図
書
雑
誌
出
版
収
入

1
0
1
,
2
0
3
,
6
6
5

7
5
,
7
4
7
,
2
8
7

△
 
2
5
,
4
5
6
,
3
7
8

「
く

ら
し

の
豆

知
識

」
（

△
3
,
3
0
2
）

、
「

月
刊

国
民

生
活

」
（

△
1
8
,
1
2
9
）

、
ﾘ
ｰ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ
（

△
2
,
9
3
2
）

　
　
　
　
研
修
・
宿
泊
収
入

3
5
,
6
6
7
,
2
4
0

2
2
,
5
1
7
,
0
2
0

△
 
1
3
,
1
5
0
,
2
2
0

研
修

宿
泊

収
入

（
△

4
,
8
0
3
）

、
外

部
宿

泊
収

入
（

△
6
,
0
6
1
）

、
企

業
ﾄ
ｯ
ﾌ
ﾟ
ｾ
ﾐ
ﾅ
ｰ
（

△
1
,
9
5
3
）

　
　
　
資
産
見
返
負
債
戻
入

　
　
　
　
資
産
見
返
運
営
費
交
付
金
戻
入

1
1
7
,
4
4
9
,
7
8
6

1
9
7
,
1
1
6
,
7
4
2

7
9
,
6
6
6
,
9
5
6
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対
前
年
度
比
較
分
析
表

（
単

位
:
円

）
【

損
益

計
算
書
】

平
成

2
3
年

度
①

平
成

2
4
年

度
②

増
減

額
（

②
－

①
）

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

考
（

単
位

：
千

円
）

　
　
　
財
務
収
益

1
0
,
9
7
0
,
2
3
0

2
,
7
9
2
,
5
5
2

△
 
8
,
1
7
7
,
6
7
8

　
　
　
　
受
取
利
息

8
,
9
2
4
,
1
8
9

2
,
0
5
2
,
8
4
4

△
 
6
,
8
7
1
,
3
4
5

利
子

収
入

（
△

6
,
8
7
1
）

　
　
　
　
有
価
証
券
利
息

2
,
0
4
6
,
0
4
1

7
3
9
,
7
0
8

△
 
1
,
3
0
6
,
3
3
3

　
　
　
雑
益

1
2
,
8
2
5
,
1
2
1

1
0
,
2
9
5
,
1
4
0

△
 
2
,
5
2
9
,
9
8
1

会
議

室
使

用
料

（
△

1
,
2
1
5
）

、
建

物
使

用
料

（
△

6
5
7
）

　
　
　
経
常
収
益
合
計

3
,
5
9
6
,
1
1
5
,
0
6
9

5
,
3
0
3
,
8
8
5
,
7
5
8

1
,
7
0
7
,
7
7
0
,
6
8
9

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
（
△
）

△
 
1
,
9
9
2
,
4
9
2

1
,
7
5
9
,
8
1
2
,
6
1
7

1
,
7
6
1
,
8
0
5
,
1
0
9

独
法

会
計

基
準

第
8
1
第

3
項

に
基

づ
く

収
益

化
（

1
,
7
5
9
,
2
4
7
）

、
リ

ー
ス

会
計

に
よ

る
損

益
差

額
（

1
,
9
3
2
）

固
定

資
産

除
却

に
伴

う
会

計
処

理
（

6
2
7
）

臨
時
損
失

　
固
定
資
産
除
却
損

3
4
8
,
0
9
2

9
7
4
,
8
2
5

6
2
6
,
7
3
3

ﾊ
ﾟ
ｿ
ｺ
ﾝ
等

除
却

当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
（
△
）

△
 
2
,
3
4
0
,
5
8
4

1
,
7
5
8
,
8
3
7
,
7
9
2

1
,
7
6
1
,
1
7
8
,
3
7
6
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